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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数（株） 内容

普通株式 640,000（注）２．
１単元の株式数は100株であります。完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる
株式であります。

　（注）１．平成21年８月13日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、平成21年８月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成21年８月13日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ証券株式会社を割当先とする当社普通株式

96,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取

引について」をご参照下さい。
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２【募集の方法】

　平成21年９月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載

の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる

価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成21年８月27日開催予定の取締役会におい

て決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集

における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規

定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提

示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募
集

－ － －

入札方式のうち入札によらな
い募集

－ － －

ブックビルディング方式 640,000 1,088,000,000 588,800,000

計（総発行株式） 640,000 1,088,000,000 588,800,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成21年８月13日開催の取締役会決議に基づき、平成21年

９月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加

限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,000円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込

額）は1,280,000,000円となります。

６．本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　１　売出株式（オーバーアロットメント

による売出し）」及び「２　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関す

る特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

発行価
格
（円）

引受価
額
（円）

払込金
額
（円）

資本組
入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込証
拠金
（円）

払込期日

未定
(注)１．

未定
(注)１．

未定
(注)２．

未定
(注)３．

100
自　平成21年９月９日(水)
至　平成21年９月14日(月)

未定
(注)４．

平成21年９月16日(水)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成21年８月27日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総

合的に勘案した上で、平成21年９月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと

推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家

等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成21年８月27日開催予定の取締役会において決定される予定でありま

す。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成21年９月７日に決定

される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成21年８月13日開催の取締役会において、平成21年９月７日

に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の

２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新

株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成21年９月17日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係

る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構

にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されま

せん。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成21年８月31日から平成21年９月４日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需

要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保

等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売

を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホームページにおける表

示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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①【申込取扱場所】

　後記「４　株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

 

②【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　三島支店 静岡県三島市本町３番38号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

４【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

未定

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、平成21年９月16日

までに払込取扱場所へ引

受価額と同額を払込むこ

とといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。ただし、発行価格と

引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となり

ます。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

みずほインベスターズ証券
株式会社

東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番
16号

髙木証券株式会社 大阪市北区梅田一丁目３番１－400号

藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号

東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

静銀ティーエム証券株式会
社

静岡市葵区追手町１番13号

丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目５番２号

計 － 640,000 －

　（注）１．平成21年８月27日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。

２．上記引受人と発行価格決定日（平成21年９月７日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約

締結後、同契約の解除条項に基づき同契約が解除された場合には、事由の如何を問わず、株式の募集は中止するもの

とし、申込証拠金の返還を行います。当該申込証拠金は、お申込みされた金融商品取引業者から返還されます。

３．引受人は、上記引受株式数のうち、3,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に

販売を委託する方針であります。

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

  5/175



５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,177,600,000 14,000,000 1,163,600,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額で

あり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,000円）を基礎として算出した見込額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記の手取概算額1,163,600千円については、ＣＢＰ５０１の臨床第３相試験費用に充当する予定であります。なお、

具体的な資金需要の発生までは、定期預金など元本が保証された金融商品で運用する予定であります。

 

　（注）　「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限176,640千円については、ＣＢＰ５０１の

臨床第３相試験費用に充当する予定であります。
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第２【売出要項】
 

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数（株）
売出価額の総額
（円）

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入
札による売出し

－ － －

－
入札方式のうち入
札によらない売出
し

－ － －

普通株式
ブックビルディン
グ方式

96,000192,000,000
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
三菱ＵＦＪ証券株式会社　　　　96,000株

計(総売出株式) － 96,000192,000,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、三菱ＵＦＪ証券株式会社が行う売

出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したもので

あり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成21年８月13日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ

証券株式会社を割当先とする当社普通株式96,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、三菱ＵＦＪ

証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当

社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取

引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたし

ます。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,000円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同一であり

ます。
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単
位（株）

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の
内容

未定
(注)１．

自　平成21年
９月９日(水)
至　平成21年
９月14日(月)

100
未定
(注)１．

三菱ＵＦＪ証
券株式会社の
本支店及び営
業所

－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日

に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメ

ントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場

（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行さ

れません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．三菱ＵＦＪ証券株式会社の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）

７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１．東京証券取引所マザーズへの上場について

　当社は、「第１　募集要項」における新規発行株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、

三菱ＵＦＪ証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。

 

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹

事会社が当社株主である菅沼正司及び矢部隆（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当

社は、平成21年８月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式96,000株の第三者割当増資（以

下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項について

は、以下のとおりであります。

(1)募集株式の数 当社普通株式　96,000株

(2)募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金
に関する事項

割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本
金等増加限度額の２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金と
する。　（注）２.

(4)払込期日 平成21年10月15日（木）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、平成21年８月27日開催予定の取締役会において決定される予定の

「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であります。

２．割当価格は、平成21年９月７日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一と

する予定であります。

　また、主幹事会社は、平成21年９月17日から平成21年10月８日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京

証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う

場合があります。

　主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定

でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失

権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは

上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて

　本募集に関連して、当社の株主かつ貸株人である菅沼正司及び矢部隆、並びに当社株主であるライフサイエンス投資事業組

合、株式会社マキヤ、ＭＶＣグローバルジャパンファンドⅢ投資事業組合、三菱ＵＦＪキャピタル株式会社、投資事業組合

「ＮＩＦニューテクノロジーファンド2000／２号」、武田薬品工業株式会社、大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社、投資事業有

限責任組合エヌアイエフグローバルファンド、河邊なおみ、ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合、株式会社マキリ、

三井ベンチャーズ・グローバル・ファンド投資事業組合、小林栄孝、丸紅株式会社、あおぞらインベストメント一号投資事業

有限責任組合、アント・リード１号投資事業有限責任組合、日興コーディアル証券投資事業組合、ホワイトスノー第二号投資

事業有限責任組合、Marubeni America Corporation、あおぞらインベストメント二号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャ

ピタル２号投資事業組合、日本ジャンボー株式会社、ＳＭＢＣ神戸バイオ・メディカル２号投資事業有限責任組合、ジェイ・

エス・ピー・エフ２号投資事業有限責任組合、新規事業投資株式会社、ティ・エイチ・シー・ミレニアム投資事業有限責任

組合、静岡キャピタル４号投資事業有限責任組合、投資事業組合「ＮＩＦ２１－ＯＮＥ（１号）」、アイ・シグマ東京ベン

チャー１号投資事業有限責任組合、神戸バイオ・メディカル投資事業有限責任組合、ジャフコ産学共創投資事業有限責任組

合、ＤＳＣ－３号投資事業組合、その他29名は、主幹事会社に対し、上場（売買開始）日（当日含む）から180日間、主幹事会

社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株

式を貸し渡すこと及びその売却が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、取引所における初値が形成さ

れた後に行う取引所立会取引における売却は除く。）を行わない旨を合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上

記株主の所有する当社株式のうち1,583,400株であります。

　また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社

株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行

（ただし、本募集、オーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成21年８月13日開催の当社取締役会において決議され

た主幹事会社を割当先とする第三者割当増資、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行を除く。）等を

行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もし

くは全部につき解除できる権限を有しております。
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第３【その他の記載事項】
 

　新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

 

(1）表紙に当社の社章 を記載いたします。

 

(2）表紙の次に「１　当社の概要」～「２　業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。
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第二部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】
提出会社の経営指標等

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成16年6月平成17年6月平成18年6月平成19年6月平成20年6月

事業収益 （千円） 26,666 11,500 － 56,101 170,178

経常損失 （千円） 311,937559,529505,379419,200122,660

当期純損失 （千円） 312,827560,237509,295420,998125,376

持分法を適用した場合の投資
利益

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 1,028,6851,028,6852,283,5852,394,8472,394,847

発行済株式総数 （株） 12,651 12,651 21,017 21,662 21,662

純資産額 （千円） 1,119,659559,4212,560,5312,362,0572,236,680

総資産額 （千円） 1,141,122584,7362,603,0102,561,7682,441,646

1株当たり純資産額 （円） 88,503.6044,219.55121,802.66109,013.60103,225.73

1株当たり配当額
（うち1株当たり中間配当額）

（円）
－

（　－）
－

（　－）
－

（　－）
－

（　－）
－

（　－）

1株当たり当期純損失金額 （円） 24,727.4944,284.0429,207.7219,904.445,787.86

潜在株式調整後1株当たり当期
純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 98.1 95.7 98.4 92.2 91.6

自己資本利益率 （％） － － － － －

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） － － － △323,291△142,060

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） － － － △632,727△245,783

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） － － － 221,482 －

現金及び現金同等物の期末残
高

（千円） － － － 754,530366,663

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

（人）
8

（　3）
7

（　3）
9

（　3）
10
（　2）

17
（　1）

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．事業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

４．自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

５．株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。

６．純資産額の算定にあたり、第７期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。

７．当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、第８期の財務諸表並びに金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、第９期の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりますが、第５期、第

６期及び第７期の財務諸表につきましては、監査を受けておりません。

８．当社は、平成21年6月1日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。

そこで、株式会社東京証券取引所の取引参加者代表者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ｉの

部）』の作成上の留意点について」（平成20年4月2日付東証上会第428号）に基づき、当該株式分割に伴う影響を

加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第５期、第６期及び第７期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、有限責任監査法
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人トーマツの監査を受けておりません。

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成16年6月平成17年6月平成18年6月平成19年6月平成20年6月

１株当たり純資産額　　　（円） 885.03 442.191,218.021,090.131,032.25

１株当たり当期純損失金額
　　　　　　　　　　　　（円）

247.27 442.84 292.07 199.04 57.87

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額　　　　　（円）

－ － － － －

１株当たり配当額　　　　 （円） － － － － －

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

 20/175



２【沿革】

年月 事項

平成12年１月 Ｇ２チェックポイントに関する研究成果をもとに、正常細胞に影響が少ない新規抗癌剤の研究

開発を目的として愛知県豊田市に設立

平成12年９月 薬剤スクリーニング法（＊）及びＧ２チェックポイント阻害オリジナルペプチドＴＡＴ－Ｓ２

１６について特許出願

平成13年１月 静岡県沼津市大岡の静岡県沼津工業技術センター付設インキュベーション施設内に研究所を開

設

平成14年３月 科学顧問会議（ＳＡＢ）を組成

平成14年４月 本社及び研究所を静岡県沼津市通横町に移転

動物実験施設を静岡県沼津工業技術センター内に開設

平成15年１月 オリジナルペプチドＴＡＴ－Ｓ２１６を最適化した抗癌剤候補化合物ＣＢＰ５０１について特

許出願

平成15年６月 当社の薬剤スクリーニング法によって見出されたＧ２チェックポイント阻害剤候補低分子化合

物ＣＢＳ２４００シリーズについて特許出願

平成17年２月 米国食品医薬品局（ＦＤＡ）よりＣＢＰ５０１の臨床第１相試験開始のためのＩＮＤ申請につ

いて承認

平成17年４月 米国特許庁より薬剤スクリーニング法に係わる特許を取得

平成17年５月 欧州特許庁より薬剤スクリーニング法及びオリジナルペプチドＴＡＴ－Ｓ２１６に係わる特許

を取得

ＣＢＰ５０１の臨床第１相試験を米国で開始

平成18年２月 米国特許庁よりＣＢＰ５０１に係わる特許を取得

平成18年３月 動物実験施設を静岡県沼津工業技術センター付設インキュベーション施設から静岡県沼津市通

横町の本社隣接地に移設

平成18年４月 米国特許庁よりＣＢＳ２４００シリーズに係わる特許を取得

平成18年10月ＣＢＰ５０１とシスプラチン（＊）の併用による臨床第１相試験を米国で開始

平成19年３月 ＣＢＰ５０１とそのバックアップ化合物（＊）について、武田薬品工業株式会社と共同事業化

契約を締結

平成20年４月 当社の薬剤スクリーニング法によって見出された抗癌剤候補低分子化合物ＣＢＳ９１００シ

リーズについて特許出願

平成20年５月 ＣＢＰ５０１、シスプラチン、ペメトレキセド（＊）の３剤併用による臨床第１相試験を米国で

開始

平成20年11月ＣＢＰ５０１、シスプラチン、ペメトレキセドの３剤併用による臨床第２相試験（対象：悪性胸

膜中皮腫（＊））を米国で開始

平成21年６月 ＣＢＰ５０１、シスプラチン、ペメトレキセドの３剤併用による臨床第２相試験（対象：非小細

胞肺癌（＊））を米国で開始
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３【事業の内容】

 

当社は、細胞周期に関する基礎研究の成果をもとに、正常細胞に影響が少ない抗癌剤の研究及び開発を単一事業として行って

いる、創薬企業であります。

 

当社の基本戦略は次のとおりです。

・　正常細胞に影響が少ない抗癌剤の開発を目指し、その作用メカニズムの候補と考えられるＧ２チェックポイント阻害のメ

カニズムに着目して研究開発を行う。

・　当社の薬剤スクリーニング法により創出・獲得した複数の候補化合物によって、開発パイプラインを構築する。

・　抗癌剤の開発経験が豊富で当社の開発戦略に合致するＣＲＯ（Contract Research Organization：臨床試験におけるモニ

タリングやデータマネジメント、統計解析を製薬企業の委託のもとに行う事業体）等の外部専門機関、科学顧問団を活用

する。

・　当社の権利を最大限確保するため、開発段階と当社の財務体力等に応じた適切な戦略提携を製薬企業等との間で行うこと

によって、価値連鎖（＊）を補完・完結する。

当社は、上記の戦略を適切に実行することにより、新薬候補化合物の開発を速やかに進め、いち早く上市して当社の企業価値を

高めるとともに、当社の開発リスクを分散低減してまいりたいと考えております。

 

《医薬品研究開発の一般的な進行について》

 

医薬品の研究開発プロセスは一般に、テーマに沿った化合物を探索し（①探索研究）、獲得・創出された化合物をより最

適なものに改良し（②最適化）、動物での検証（③前臨床試験（非臨床試験（＊）））を実施した後、各国の医薬品許認可

審査機関（日本の場合は厚生労働省、米国の場合はＦＤＡ（Food and Drug Administration：米国食品医薬品局）など。以

下「許認可当局」といいます）に臨床試験開始を申請（④ＩＮＤ申請）し、その監督下でヒトでの検証を行い（⑤臨床試

験）、許認可当局に対する申請（⑥新薬承認申請、ＮＤＡ申請）を経て医薬品としての承認取得に至り、その後上市・販売す

るというものであります。

　この過程のうち、①探索研究から⑤臨床試験の初期段階に至る領域の活動は、「製薬」全般と区別し「創薬」（Drug

Discovery）と一般に呼ばれており、当社は、主にこの領域の活動を担う「創薬」企業であります。

 

①　探索研究

　新薬のもとになる候補化合物を探し出す研究を探索研究といいます。

　一般にこの段階では、大量の化合物の中から目的の作用を持つものを探し出すための薬剤スクリーニング法に

よって、一定以上の活性を持つ化合物（一般に「ヒット化合物」と呼ばれます）を選別します。

②　最適化

　探索研究で得られたヒット化合物をもとに、構造の一部を改変して異なる物理的・化学的特性を持つ複数の化合

物を新規に合成し、スクリーニングによる選別と病態モデル動物（＊）による実験を繰り返して、期待どおりの作

用を示すひとつ又は少数の臨床試験候補化合物（一般に「リード化合物」と呼ばれます）を獲得します。

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

 22/175



③　前臨床試験（非臨床試験）

　最適化が終了しその後の開発続行を決定した薬剤候補化合物について、動物実験でデータを収集し、許認可当局に

対するＩＮＤ申請の準備を行う段階です。

　非臨床試験のうち、許認可当局へのＩＮＤ申請に必要なデータを収集するために実施される試験については、特に

「前臨床試験」と呼ばれます。臨床試験における候補薬剤の投与量や投与期間を選択するために十分な信頼性のあ

る情報を得る必要があることから、許認可当局の定めた基準に則って実施されます。

 

④　ＩＮＤ（Investigational New Drug）申請

　米国における 臨床試験申請で使われる用語で、候補薬剤についての情報をまとめた臨床試験実施申請資料を「新

薬臨床試験開始届」としてＦＤＡに提出し、臨床試験実施の承認を得るものです。

 

⑤　臨床試験

　非臨床試験の結果、有効性及び安全性の観点から有用な医薬品になり得る可能性が認められた場合、十分な検討の

上で、臨床試験が実施されます。

　臨床試験においては、個々の候補薬剤について特徴を科学的に検討し、論理的で段階的な手続によって開発が進め

られます。

　一般に臨床試験は、３つの「相」に分かれていると理解されています。第１相では、少人数（一般に10名から50名

程度）のヒトに投与して、許容投与量などを確認します。続いて第２相では、中規模（50名から200名程度）の患者

に投与し、安全性とともに、候補薬剤の効果が評価されます。第３相では、多数（200名から1000名、場合によっては

それ以上の人数）の患者に投与し、第１相・第２相で得られた安全性や薬効に関するデータを確認・実証します。

 

ａ．第１相

　第１相は、候補薬剤を初めてヒトに投与することから開始されます。

　通常、この相の試験は、治療効果を見ることを目的とせず、比較的少数の健康な志願者で実施されます。強い毒

性を持つ可能性のある候補薬剤（たとえば抗癌剤）では、患者を対象として試験が実施されます。

　第１相で実施される試験は、通常、次のうちひとつ又はその組合せの観点から行われます。

（ア）初期の安全性・許容投与量の推測

第２相以降の臨床試験のために必要と想定される用量範囲の許容投与量を決定し、予測される副作用の

性質を判断します。

（イ）薬物動態試験（＊）

候補薬剤の吸収、分布、代謝、排泄（＊）に関する特徴を検出します。薬物動態試験は開発計画全体を通

して行われます。

（ウ）薬力学的な評価

薬力学試験（＊）及び血中濃度と反応に関する試験を行うことによって、候補薬剤の有効性について初

期的な推測が可能になる場合もあり、また、用法・用量の設定の参考にします。

（エ）初期の薬効評価

薬効又は予想される治療上の利益の予備的検討が、副次的な目的として第１相試験で行われることがあ

ります。

 

ｂ．第２相

　第２相は、通常、患者における治療効果の探索を主な目的とする試験を開始する段階です。

　第１相試験よりも投与患者数を増やし、その後に続けられる試験での用法・用量を決定し、設定される可能性

のある評価項目や治療方法（他剤との併用を含む）等を検討・評価します。

 

ｃ．第３相

　第３相は、通常、治療上の利益を証明若しくは確認することを主目的とする試験を開始する段階です。

　第２相試験よりも投与患者数をさらに増やし、治療効果の既存薬剤との比較データ、副作用のデータ等を収集

することによって、意図した適応疾患及び対象患者群において候補薬剤が安全かつ有効であるという第２相試

験で蓄積された予備的な証拠をさらに検証し、新薬として承認されるための適切な根拠となるデータを得るこ

とを目的とします。

 

⑥　新薬承認申請（ＮＤＡ申請）
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　新薬承認申請書類を作成し、許認可当局に提出します。この申請が承認されれば、対象の国や地域における販売が

可能になります。

　なお、医薬品の承認後に、承認された適応に関連する追加的な試験が行われることがあり、これを第４相試験と呼

ぶことがあります。

 

当社の実施している創薬事業の特色は以下のとおりです。

 

(1）創薬ターゲット「Ｇ２チェックポイント」について

 

当社は、正常細胞に影響が少ない抗癌剤の開発を目指しており、そのための具体的アプローチとして、細胞周期Ｇ２チェック

ポイントをターゲットとしております。

 

（ア）細胞周期

細胞周期とは、１つの細胞が２つに分裂するプロセスのことです。

このプロセスは、ＤＮＡ（＊）を複製するＳ期、２つの細胞に分裂するＭ期、並びに、それぞれの前に存在するＧ１期

・Ｇ２期で構成されています。

 

 

ＤＮＡに損傷のあるまま細胞分裂をすると多くの場合に細胞（正常細胞も癌細胞も）は死滅します。これを防ぐた

め、細胞には、細胞周期の進行を一時的に停止しＤＮＡ損傷を修復する「チェックポイント」機構があります。「Ｇ１

期」及び「Ｇ２期」のチェックポイントが主要なものとして知られています（以下、それぞれ「Ｇ１チェックポイン

ト」「Ｇ２チェックポイント」といいます）。

 

（イ）従来型の抗癌剤の副作用と細胞周期

従来型の抗癌剤の大半は、正常細胞・癌細胞の区別なく細胞分裂を阻害しており、結果として、細胞分裂・増殖の活発

な癌細胞に効果を発揮します。

一方で、たとえば消化管粘膜や骨髄の造血細胞、毛根細胞などは、癌細胞と同じように活発な分裂・増殖を繰り返して

組織を維持しています。従来の抗癌剤の無差別な攻撃でこれらの正常細胞の分裂が阻害されると、これらの組織の維持

が困難になります。これが、下痢や嘔吐、骨髄抑制、脱毛など、一般に知られているような抗癌剤の副作用の原因となって

います。

 

（ウ）Ｇ２チェックポイントをターゲットとする創薬コンセプト

Ｇ２チェックポイントをターゲットとした場合には、正常細胞に影響を与えず癌細胞のみを攻撃する、副作用の少な

い抗癌剤となる可能性があると考えられています。

正常細胞においてはＧ１・Ｇ２両方のチェックポイントがいずれも機能しており、なかでもＧ１チェックポイントが

強く機能して細胞分裂時のＤＮＡ損傷がチェックされています。ＤＮＡに損傷が生じた場合には、正常細胞においては

細胞周期がＧ１期で一旦停止し、損傷の修復が試みられます。

これに対し癌細胞は、もともと癌になるためにＧ１チェックポイントを壊したり機能不全にしており、結果として多

くの癌細胞はＧ１チェックポイントを失っているので、細胞分裂時のＤＮＡ損傷チェックはＧ２チェックポイントに依

存しています。このため、ＤＮＡに損傷が生じた場合には、癌細胞においては主にＧ２期で細胞周期が一旦停止し、損傷

の修復が試みられます。
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このとき、Ｇ２チェックポイントの機能を阻害すると、癌細胞においては唯一のチェックポイントが失われることに

なり、癌細胞においては抗癌剤等によるＤＮＡ損傷が修復されず、細胞死が誘導されます。

その一方で、正常細胞においては、Ｇ１チェックポイントが正常に機能するので、Ｇ２チェックポイントの機能が阻害

されても正常な細胞分裂への影響が少ないと考えられます。

 

 

このような理由から、Ｇ２チェックポイントをターゲットとする創薬コンセプトは、副作用の少ない抗癌剤を開発す

る有効なアプローチのひとつであると考えられています。

 

（エ）他の抗癌剤との併用

Ｇ２チェックポイント阻害のコンセプトは、ＤＮＡに損傷があった場合に起動される損傷修復のしくみが正常細胞と

癌細胞とで異なっていることを利用し、その修復機能を癌細胞において選択的に阻害しようとするものです。

したがって、ＤＮＡに積極的に損傷を与える一般の抗癌剤や放射線治療を併用することで、このコンセプトによる効

果が増大することが期待されます。この特性を活かすため、当社は、研究開発を始めた当初から、放射線や他の抗癌剤と

の併用を念頭に置いています。

現在、多くの癌腫において、複数の抗癌剤を併用することが標準治療（＊）となっており、併用を前提とした薬剤開発

は一般的なアプローチであります。
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（オ）複数の薬剤創出の可能性

Ｇ２チェックポイントに係るシグナル伝達経路（＊）は複数存在しており、ＤＮＡ損傷の種類や細胞の種類によって

は、異なったシグナル伝達経路が利用されていることが明らかになっています。

したがって将来、Ｇ２チェックポイント阻害のコンセプトから多種類の薬剤が創出される可能性があると当社は考え

ます。また、これら多数の新規薬剤と既存の抗癌剤との組合せを最適化することで、多くの種類の癌に対する治療法が開

発できると、当社は考えています。

 

(2）創薬ターゲットに合致した当社独自の薬剤スクリーニング法

 

当社は、上記の創薬ターゲットに合致した、当社独自の薬剤スクリーニング法を有しており、これを用いて候補化合物の探索

や最適化を行っています。

 

①　Ｇ２チェックポイント阻害の結果（現象）に着目したスクリーニング

生きた細胞で起きる現象の多くは、さまざまな分子群が複雑に絡み合ったシグナル伝達経路を介して現れ、また、そのシグ

ナル伝達経路の多くは未解明です。Ｇ２チェックポイントに関連するシグナル伝達経路もそのひとつであり、現在まで、特定

の分子の機能を抑制することによってＧ２チェックポイントの働きを特異的（＊）に阻害し臨床試験によりその有効性を

証明できた例は報告されていません。

薬剤のスクリーニングでは多くの場合、最初のステップとして「ハイスループット（＊）スクリーニング」（単一若しく

は少数の特定標的分子（＊）に対する化合物の活性を高速に分析する技術）を実施し、大量の候補化合物の中から「外れ」

を早期にふるい落とす作業を実施しますが、Ｇ２チェックポイント阻害のように標的分子を特定できていない領域では適用

しづらい特徴を持っています。

これに対し、当社のスクリーニング法は、特定の標的分子に対する活性ではなく、生きた細胞の細胞周期に係る挙動に着目

したものです。

細胞の挙動という最終アウトプットを基準とした当社独自の薬剤スクリーニング法は、標的分子があらかじめ特定されて

いる必要がなく、シグナル伝達経路が複雑・未知でも対応が可能という特色を有しています。

当社は、未解明の部分の多いＧ２チェックポイントの領域においてはこの薬剤スクリーニング法が効果的であると考えて

おり、現在までに当社が保有している薬剤候補化合物パイプラインはいずれも、この薬剤スクリーニング法によって探索・

創出されたものであります。

このスクリーニング法には、生細胞を用いるので自動化が難しく、そのためスループットを向上し難いという欠点があり

ます。しかし、そのことが逆に、一般に高いスループットを追求する傾向にある他の製薬企業や創薬企業による模倣や追従に

対する障壁となっています。なお、この欠点を克服するために当社は、データマイニング（＊）技術等の創薬支援ツールを活

用することによって、当社独自のスクリーニング法のスループット向上を図っています。

 

②　当社のスクリーニング法で獲得される化合物

上記のとおり当社は、Ｇ２チェックポイントを阻害した場合に起きるのと同じ現象（癌細胞を細胞周期Ｇ２期にとどまら

せず死滅させる一方で正常細胞に影響がないことなど）を起こすことを指標として、化合物の探索・最適化を行っていま

す。

しかしながら、これと同じ現象は、厳密な意味での「Ｇ２チェックポイントの阻害」でなくても起きる可能性があります。

たとえば、Ｇ２チェックポイントの機能は阻害していないにもかかわらずＧ２期にとどまる時間を短くしている場合などが

あり得ます。

したがって、現象だけでは「Ｇ２チェックポイントを阻害している」とは言い切れません。

また、一般に、ヒット化合物の多くは活性が低く、そのままでは生体内で薬剤として働くことができないため、生体内で期

待どおりの活性を獲得するために、ヒット化合物の構造の一部を改変して「最適化」を行います。この過程で、副作用を増強

せず活性を高めるための改良・改変を行ううちに、未知の（したがってＧ２チェックポイント阻害とは異なるかもしれな

い）作用メカニズムによる抗癌活性を持つ可能性もあります。

このため当社では、当社のスクリーニング法から獲得されているパイプラインの化合物を「Ｇ２チェックポイント阻害

剤」とは称しておりません。

とはいえ、これらのパイプラインはいずれも当社が獲得しようとしている「正常細胞に影響の少ない、副作用の小さい抗

癌剤候補」であることには変わりなく、抗癌剤として開発する価値のある化合物であると当社は考えております。

 

(3）当社の開発品目について

 

当社は現在、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物群・ＣＢＳ９１０６及びそのバックアップ化合物群・ＣＢＳ２４００
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シリーズの３つを主な開発パイプラインと位置づけ、事業化を意識した優先順位づけと管理に基づき、それぞれのパイプライン

について開発を進めています。

 

 

（ア）ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物群

ＣＢＰ５０１は、当社設立の契機となったＧ２チェックポイント阻害オリジナルペプチドＴＡＴ－Ｓ２１６を改良し

て創出された、ペプチド型（＊）の抗癌剤候補化合物です。

平成17年２月に米国ＦＤＡへのＩＮＤ申請が承認され、米国の複数の施設において、単剤による臨床第１相試験（対

象：固形癌（＊）全般）を実施しました。また、これと並行して、平成18年10月から、ＣＢＰ５０１と抗癌剤シスプラチ

ンの併用による臨床試験（対象：固形癌全般）を実施しました。

さらに、シスプラチンとの併用による臨床第１相試験、シスプラチン・ペメトレキセドとの３剤併用による臨床第１

相試験を終え、これらの結果を踏まえて現在は、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌を対象として、上記３剤併用による臨

床第２相試験を実施中です。

 

《ＣＢＰ５０１臨床試験の狙い及び経過について》

 

抗癌剤の領域では現在、複数の薬剤を併用することが一般的です。

ＣＢＰ５０１は、臨床試験に先立つ非臨床試験の段階から、非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫、卵巣癌（＊）など幅広

い癌腫を適応として承認されている抗癌剤「シスプラチン」との併用により抗癌活性が高まり毒性を増強しない

データを得ていました。このことから、臨床試験においてもシスプラチンとの併用を前提として開発を進めてまいり

ました。
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シスプラチンが単独で用いられる癌腫もありますが、多くの場合、「シスプラチン＋Ｘ」の併用が標準治療とされ

ています。

この「Ｘ」とＣＢＰ５０１との間に相互作用がなければ、「シスプラチン＋Ｘ」のシスプラチンを「シスプラチン

とＣＢＰ５０１のセット」に置き換え「シスプラチンとＣＢＰ５０１のセット＋Ｘ」とすることにより、標準治療

「シスプラチン＋Ｘ」を上回る抗癌活性を得られると考えられます。

 

このような背景から当社は、主眼とする「シスプラチンとＣＢＰ５０１のセット＋Ｘ」の３剤併用試験のために、

これに先立ち必要な試験を順次実施してまいりました。現在実施している臨床第２相試験は、これらの結果を踏まえ

たものであります。

 

ａ．臨床第１相試験

 

安全性の確認

新規薬剤であるＣＢＰ５０１は、まず単剤（他の抗癌剤と併用しない）投与における安全性を確認する必要があ

りました。

平成17年２月に米国ＦＤＡへのＩＮＤ申請が承認され、当社はまず、平成17年５月から、ＣＢＰ５０１単剤の臨床

第１相試験を実施しました。この試験において、薬効の期待できる用量（予め実施した動物実験等から予測したも

のであり、ヒトでの薬効を保証するものではありません）を安全に投与できることを確認したので、単剤での試験

は役割を終えました。このため現在は、単剤による臨床試験を実施しておりません。

次いで平成18年10月から、ＣＢＰ５０１とシスプラチンとの併用による臨床第１相試験を実施し、ＣＢＰ５０１

がシスプラチンの毒性を増強しないことを確認しました。

 

臨床第２相試験の準備

臨床第２相試験は、癌腫を特定して実施する必要があります。

この癌腫の選定にあたって当社は、ＣＢＰ５０１に関する非臨床試験と、上記の臨床第１相試験から得られた

データとを勘案して、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌を対象とする旨を決定しました。

悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌に対しては「シスプラチン＋ペメトレキセド」の併用が標準治療のひとつと

なっていることから、当社はこれら２剤にＣＢＰ５０１を加えた３剤併用投与を試みることとなりました。そこで、

臨床第２相試験に先立ち、これら３剤併用による臨床第１相試験を平成20年５月から実施し、ＣＢＰ５０１とシス

プラチン、ペメトレキセドの３剤併用で安全性に問題がないことを確認しました。

 

良好な結果が得られた癌腫における追加検討

シスプラチンとの２剤併用による臨床第１相臨床試験の過程で、卵巣癌または子宮体癌（＊）について特に良好

と考えられる結果が得られたため、これらに対する効果をさらに確認するために臨床第１相試験を拡大し、14例の

被験者について追加検討を行いました。

 

薬効の兆候について

基本的に臨床第１相試験は安全性を確認する相ではありますが、抗癌剤の臨床第１相試験は末期癌（＊）患者を

対象として実施されるので、薬効の兆候を示唆するデータを得ることができます。

当社が臨床第１相試験によって得ているＣＢＰ５０１の薬効の兆候は、次のとおりです。

●　ＣＢＰ５０１とシスプラチンとの併用による臨床第１相試験は多種類の末期癌患者を対象に実施しました

が、この中で、卵巣癌と子宮体癌の併発被験者１例で部分奏功（＊）、さらに、悪性胸膜中皮腫、非小細胞肺

癌を含む多くの被験者で病状安定（＊）が観察されました。

臨床第１相試験の被験者は末期癌患者であり通常は病状の進行が速まっているので、病状安定や部分奏功

は、薬効の兆候を示唆する重要なデータのひとつであると考えられます。

なお、これら被験者の大半は、末期癌に至るまでにシスプラチンなどプラチナ製剤（＊）での治療歴があ

り、かつ、それらによる有意な治療効果が見られなかった被験者であり、これらにおいてＣＢＰ５０１とシ

スプラチンの併用で部分奏功や病状安定が観察されたことは、ＣＢＰ５０１がシスプラチンの毒性を増強

せずに薬効を増強する効果を有することを示唆していると考えられます。

●　卵巣癌および子宮体癌について拡大した２剤併用第１相臨床試験に関する中間報告によると、14例中13例

のプラチナ製剤耐性（＊）・不応答性（＊）被験者のうち２例で部分奏功、６例で病状安定が観察されま

した。このことは、現在臨床第２相試験を実施若しくは計画している悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌の

みならず、シスプラチン単独投与や「シスプラチン＋Ｘ」が標準治療となっている他の疾患に対しても、
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薬効が示される可能性があり、適応拡大の可能性があることを示唆していると考えられます。

 

ｂ．臨床第２相試験

 

必要となるすべての臨床第１相試験を終了し、当社は、悪性胸膜中皮腫を対象とした臨床第２相試験を平成20年

11月から、非小細胞肺癌を対象とした臨床第２相試験を平成21年６月から、それぞれ実施しております。

 

なお、本項目の記載につきましては、併せて「４　事業等のリスク　２.当社事業遂行上のリスク　(3)ＣＢＰ５０１臨

床試験データについて」をご参照ください。

 

（イ）ＣＢＳ９１０６をはじめとするＣＢＳ９１００シリーズ

ＣＢＳ９１０６は、当社が開発した薬剤スクリーニング法から見出した候補化合物群を最適化して創出した、低分子

型（＊）の抗癌剤候補化合物です。

ＣＢＳ９１０６は、培養細胞や動物を用いた実験において、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物との併用に

よって効果の確認された抗癌剤や癌の種類とは異なる組合せで効果が確認されており、ＣＢＰ５０１とは独立したパイ

プラインです。

なお当社は、ＣＢＳ９１０６の開発過程において何らかの障害が発生した場合に備え、ＣＢＳ９１０６の最適化過程

で得られた複数の低分子型化合物をバックアップとして保有しています。

当社は現在、ＣＢＳ９１０６について前臨床試験を実施しております。

 

（ウ）ＣＢＳ２４００シリーズ

ＣＢＳ２４００シリーズは、当社が開発した薬剤スクリーニング法から見出された候補化合物に改良を施し創出し

た、低分子型の薬剤候補化合物群です。

このシリーズは、ＣＢＳ９１０６と同様に低分子型ですが、培養細胞や動物を用いた実験において、ＣＢＰ５０１やＣ

ＢＳ９１０６で効果の確認された抗癌剤や癌の種類とは異なる組合せで効果が確認されており、ＣＢＰ５０１ともＣＢ

Ｓ９１０６とも独立したパイプラインです。

このシリーズは現在、このシリーズの中で最も望ましい活性を示している化合物（ヒット化合物）であるＣＢＳ２４

０２を軸とした最適化の過程にあります。

 

（エ）新規パイプラインの獲得について

当社のような創薬企業にとって、新規の開発パイプラインを継続的に創出・獲得するしくみ（以下ではこれを「創薬

エンジン」と呼びます）の確保は、将来の継続的な成長のために必須のものであります。

当社では、Ｇ２チェックポイント阻害のメカニズムに着目し、正常細胞に影響が少ない抗癌剤の新規候補化合物を継

続的に創出・獲得するために、探索対象化合物を確保し、米国及び欧州で特許化されている当社独自のスクリーニング

法を創薬エンジンとして、将来の開発候補品となり得る新規化合物の探索研究を継続的に行っています。

また、データマイニング技術等の創薬支援ツールを積極的に活用し、当社の競争力の源泉となる創薬エンジンの改良

・強化に努めています。
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(4）製薬企業との戦略提携について

 

医薬品の開発プロセスは、通常、長い期間と莫大な費用を必要とします。当社のような創薬企業が、基礎研究・臨床開発・製造

・上市・販売及び上市後のフォローアップなどを単独で行うことは困難であることから、製薬企業等との間で適切な提携関係を

構築し、固定費の増加を回避しつつ将来の継続的な開発・承認・上市に至る体制の確保を図るのが一般的な戦略です。

創薬企業と製薬企業等とがこのような役割分担を行うようになった背景として、分子生物学を主体とした生命科学の発達によ

り、従来とは異なり、個々の研究テーマに対する専門性の高い研究力が求められるようになったことが挙げられます。実際に米国

などでは、有力な新薬の多くが創薬企業によって開発され、又は創薬企業からのライセンス供与などの形で創薬企業と戦略提携

した製薬企業等によって開発されており、この役割分担の形は世界的な標準となっていると言えます。

また、創薬企業と製薬企業等との戦略提携は、両者のリスク分担や利益配分などの考え方を反映し、特許等の排他的な実施権を

供与する対価としてロイヤルティを得る形態（いわゆるライセンスアウト）のみならず、さまざまなバリエーションが存在しま

す。

 

当社は、平成19年３月30日、武田薬品工業株式会社（武田薬品）との間で共同事業化契約を締結し、ＣＢＰ５０１の事業化（開

発、販売）を共同で実施する内容の戦略提携を構築しました。

当社と武田薬品との共同事業化契約は、単純なライセンスアウトではなく、米国においては、開発のリスクを両者で分担し、販

売後の利益を両者で分配する旨を定めております。

 

グローバルな製薬企業である武田薬品との提携により当社は、臨床後期開発（＊）から販売に至るパートナーを得て、臨床開

発のスピードアップと内容の充実が図れるとともに、当社の開発リスクを分散低減でき、併せて当社の中長期的事業基盤が強化

されたと考えています。

 

共同事業化契約の概要は以下のとおりです。

 

 

①　契約期間

契約締結日（平成19年３月30日）から、最終のロイヤルティ支払いが完了した日、又は、米国において医薬情報活動及

び販売促進活動の共同実施（以下「共同販促」）が終了し正味利益及び経費の分配が完了した日のいずれか遅い日ま

で。

②　アライアンス形態

当社は、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物群を対象物とし、癌その他の腫瘍を対象疾患（契約締結時の対象

効能（以下「初期効能」）は悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌）とした全世界における商業化に関する独占的実施権

を武田薬品に許諾しました。

この独占的実施権には、第三者（武田薬品の関係会社を含む）に対する、対象物の商業化に関する再実施許諾権も含

まれます。

対象物に関する特許は、共同事業化期間中は武田薬品に譲渡され、同社の名義及び費用負担で権利化、維持及び保全が

行われます。特許出願、維持及び保全を行う国又は地域は当社との協議の上で決定され、保全がなされなかった国又は地

域については、当社の希望に基づき特許が返還されます。また、同契約が終了した場合も同様に、当社の希望に基づき特
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許が返還されます。

武田薬品は、譲渡を受けた特許に基づき、全世界において独占的に、関係会社を含む第三者への実施許諾を含め、対象

物を開発・製造・販売・使用及び輸出入することができます。

また、武田薬品は、バックアップ化合物の開発を希望する場合、一定の条件下で、当該バックアップ化合物につき独占

的実施許諾を受けることができます。

③　開発及び販売の形態

米国においては、共同開発及び共同販促を実施します。米国における初期効能に係る開発段階においては武田薬品

80％・当社20％の比率で経費を分担し、上市後は、正味売上高（総売上高から売上値引等の販売付随コストを控除した

もの）に対し発生するロイヤルティとは別に、正味利益（正味売上高から経費（製造原価、当社に対し支払われるロイ

ヤルティ等）を控除したもの）及び経費が、武田薬品80％・当社20％の比率で分配されます。

なお当社は、一定の条件の下で、米国における初期効能に係る開発費用並びに米国における経費の20％相当額の全部

を負担しないことを選択できる権利を有しております。かかる権利を行使した場合、正味利益の分配並びにロイヤル

ティが変更されます。

米国における追加効能（初期効能以外の効能）に係る開発、並びに、その他の地域（以下「ＲＯＷ」）における初期

効能及び追加効能にかかる開発は、武田薬品が単独で実施し、上市後は当社に対するロイヤルティのみが発生します。

（ア）契約一時金　　　11,855,000円、

並びに第三者割当増資引受による株式取得（取得総額222,525,000円）

（イ）開発費分担

米国における初期効能の開発費は、その80％を武田薬品が、20％を当社が、それぞれ負担します。

なお、当社は、当該開発費用を負担しないことを選択できる権利を有しております。米国における追加効能な

らびにＲＯＷにおける初期効能及び追加効能に係る開発費は、その全額を武田薬品が負担します。

（ウ）バックアップ研究費

バックアップ研究の対価として当初３年間で総額500万米ドルが武田薬品から当社に支払われます。

（エ）マイルストーン

１．ＣＢＰ５０１

開発の進展に応じて９イベント、合計1,500万米ドルが武田薬品から当社に支払われます。

イベントの例：

・いずれかの国で最初に実施される非小細胞肺癌に係る臨床第３相試験における最初の患者への

投薬開始時・・・100万米ドルが武田薬品から当社に支払われる。

・米国における、非小細胞肺癌に係る販売許可申請の受理時・・・200万米ドルが武田薬品から当

社に支払われる。

２．バックアップ化合物

武田薬品がバックアップ化合物の開発を希望する場合、開発の進展に応じて２イベント、合計150

万米ドルが武田薬品から当社に支払われます。

当社の負担により臨床開発した後に採用された場合には、上記マイルストーンに加え、採用までに

当社が負担した当該バックアップ化合物の臨床試験費用の80％相当額が支払われます。
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（オ）ロイヤルティ

①　米国：９％。ただし、米国において追加効能に係る販売許可が取得された場合、年間正味売上高を階層に

分け、階層逓減型（年間正味売上高の階層が上がるほどロイヤルティ料率が減少（９～０％）するよう

設定）のロイヤルティ料率が適用されます。

米国における年間正味売上高 ロイヤルティ料率

１億５千万米ドル以下の部分 ９％

１億５千万米ドル超　３億米ドル以下の部分 4.5％

３億米ドル超の部分 ０％

②　ＲＯＷ：ＲＯＷにおける年間正味売上高を階層に分け、階層逓増型（年間正味売上高の階層が上がるほ

どロイヤルティ料率が増加（８～14％）するよう設定）のロイヤルティ料率が適用されます。

ＲＯＷにおける年間正味売上高 ロイヤルティ料率

１億５千万米ドル以下の部分 ８％

１億５千万米ドル超　３億米ドル以下の部分 10％

３億米ドル超　４億５千万米ドル以下の部分 12％

４億５千万米ドル超の部分 14％

なお、当社が一定の条件の下で米国における初期効能に係る開発費用並びに米国における経費の20％相当

額の全部を負担しないことを選択した場合には、米国におけるロイヤルティの料率はＲＯＷと同一の内容に

変更されます。

③　ロイヤルティの対象期間

販売国ごとに、発売日から次のいずれか長い期間。

(1)特許の全部が満了若しくは失効し、又は無効が最終的に確定する日

(2)販売国の規制により後発品が上市されずに独占的販売が可能な期間が満了する日

(3)発売日から10年が経過した日

（カ）米国における正味利益及び経費の分配

　共同販促の実施期間中、米国における正味利益及び経費を、武田薬品80％、当社20％の比率で分配します。

　なお、当社が米国における初期効能に係る開発費用並びに米国における経費の20％相当額の全部を負担し

ないことを選択した場合には、正味利益及び経費の分配は行われません。

④　米国における共同販売

（ア）米国において対象物を含有する製品（以下「本製品」）の販売許可を取得した場合、武田薬品と当社にて米

国における本製品の販売につき共同販促を行います。

（イ）当社において、合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、会社分割、株式交換若しくは株式移転を決議し

た場合、又は総株主の議決権数の３分の１以上を有する者が現れた場合その他株主構成に著しい変動が生じ

た場合、武田薬品の判断により、米国における共同販促を終了されることがあります。この場合、ロイヤル

ティ料率並びに正味利益及び経費の分配等は、当社が米国における初期効能に係る開発費用並びに米国にお

ける経費の20％相当額の全部を負担しないことを選択した場合と同じく変更されます。

⑤　契約の終了、解約及びその場合の取扱

（ア）一般的な解約条件

両者はいずれも、相手方に契約上の義務の不履行があり当該不履行の是正を求める催告から60日以内に是正

がなされない場合等は、相手方への書面による通知により共同事業化契約の全部又は一部を直ちに解約する

ことができます。

（イ）武田薬品は、次に掲げる事由により商業化が困難と判断した場合、当社に対しその理由を合理的に説明した

上で、共同事業化契約を国又は地域毎に解約できます。

１．合理的な有効性基準の未達成

２．重大な安全上の問題の発生

３．規制当局による中止又は保留の命令又は提案

４．類似製品間での、重大な競争上の問題の発生

５．第三者特許等への抵触による、重大な商業上の懸念の発生
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（ウ）開発が中止された場合の取扱

共同事業化契約に基づく開発が中止され、当社が研究開発継続を希望する場合には、対象物の開発は当社へ

引継がれ、譲渡した特許については速やかな返還を受けます。

 

なお、ＣＢＳ９１０６をはじめとする後継パイプラインについては、最も先行するＣＢＰ５０１の開発・上市の動向とこれに

伴う当社の財務状況等の事情を見据え、自社リスクで後期臨床開発まで進めて高い利益を確保するか、ＣＢＰ５０１と同様に早

期に製薬企業等と戦略提携を構築してリスクと利益を分担するかを選択します。

 

(5）研究開発における外部機関との連携について

当社は、癌領域に絞り込んだ創薬を自社独自の創薬エンジンを基に実施する創薬企業として、基礎研究から臨床開発・上市に

至る各ステップにおいて、上記の武田薬品との戦略提携以外にも、外部との提携関係（委受託関係を含みます）を活用していま

す。

基礎研究及び最適化の段階においては、最適化の過程で必要となる新規候補化合物の合成業務を、この領域において経験豊富

な企業に委託しています。

臨床開発においては、抗癌剤の臨床開発を専門とするＣＲＯとの緊密な提携関係により、フレキシブルな臨床試験運営が可能

になっています。

また、当社は、抗癌剤の臨床開発に係る経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待できる科学者による科学顧問会

議（以下「ＳＡＢ」といいます）を組成しています。ＳＡＢのチェアマンであるダニエル・Ｄ・ヴァンホフ教授は、全米癌学会

会長・米国癌治療学会会長を歴任した著名な癌臨床研究者で、これまで20年以上にわたり多数の抗癌剤の臨床試験に携わってい

ます。同氏を議長とするＳＡＢミーティングは、平成14年３月の発足以来、年２回定期的に開催され、当社の研究開発全般に関す

る情報交換や議論を行っています。
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４【関係会社の状況】

 

該当事項はありません。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

19（　1） 35.2 2.9 6,163

　（注）１．従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社

員を含みます。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
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（用語解説）

 

価値連鎖 製品が消費者に届くまでの付加価値を生み出す連続した価値創造プロセスのこと。

バリューチェーン。

創薬の価値連鎖、すなわち、創薬から製薬に至る領域の価値創造（事業化）プロセスにおい

て、創薬企業は一般に、「化合物の発見と最適化」から「臨床早期開発」段階の事業活動を

行い、新薬の製品化による製造販売を目的とする製薬企業へ技術または知的財産権を事業

提携等の形で移転して、その対価を受領すると理解されている。

 

薬剤スクリーニング法 スクリーニングとは一般に「ふるい分け」を意味し、多数の対象物の中から一定の条件に

合致するものを選び出す作業をいう。

創薬の初期段階では、大量の化合物ライブラリ（対象となり得る化合物を一つずつ作って

評価するのでは効率が悪いため、多種類の化合物からなるパッケージを予め準備しておき

一斉に評価することが多い。そのためのパッケージを「ライブラリ」と呼ぶ。コンピュー

ター上で構築される仮想分子構造の集合体「バーチャルライブラリ」の場合もある）を用

いた候補化合物の初期スクリーニングから、見出された化合物の最適化に至るまで、多段階

のスクリーニングが繰り返される。

スクリーニングに利用する技術や選別基準の設定などを総称して「スクリーニング法」と

いう。この効率と精度が創薬活動の競争力の源泉のひとつとなるため、一般に、自社の目的

に合致した薬剤スクリーニング法を有することは創薬企業にとって重要なポイントとされ

る。

 

病態モデル動物 非臨床試験で候補化合物の薬効薬理作用を評価するためには、実験動物がヒトの病気と同

様の状態になっている必要がある。このような動物を「病態モデル動物」という。抗癌剤の

研究開発においては一般に、免疫不全マウスにヒト腫瘍片を移植して作製される。

 

非臨床試験 ヒトを対象として実施される臨床試験にデータを提供する目的で、主に動物を対象として

実施される試験の総称。

「前臨床試験」と総称されていたこともあるが、臨床試験開始後にも行われることから、現

在は総称の場合には非臨床試験と呼ぶのが一般的である。

非臨床試験のうち、許認可当局へのＩＮＤ申請に必要なデータを収集するために許認可当

局の定めた基準に則って実施される試験について特に「前臨床試験」ということが多い。

 

薬物動態試験（吸収/分布/

代謝/排泄）

薬物の生体内での挙動（薬物動態）を調べる試験。薬物動態は、薬物が消化管などから「吸

収」され、さまざまな臓器・組織に「分布」し、肝臓などで「代謝」され、腎臓などから

「排泄」される４つの段階に大別される。ヒトでは、おもに血中濃度の測定によってこれら

の挙動を観察する。それぞれの英語表記の頭文字から「ＡＤＭＥ」とも呼ばれる。

 

薬力学試験 臓器や組織に分布して作用部位に到達した薬物がどのように機能して薬理作用を発現する

かを調べる試験。

 

ＤＮＡ デオキシリボ核酸。遺伝情報をコード化して保持している生体高分子物質。ヒトでは約30億

個の塩基対からなる。

ＤＮＡには、正常な状態でも１細胞につき１日あたり数万から数十万回の頻度で損傷が発

生することが知られている。

損傷が修復されないと細胞の機能不全や癌化の原因となる。これを防ぐために細胞内には、

損傷の検出・修復・修復不能時の細胞死誘導など、さまざまな機構が存在する。
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シグナル伝達経路 細胞内で酵素や蛋白質などの要素（分子群）が連鎖的に反応することにより情報信号が伝

達・変換される経路を指す。パスウェイ、カスケードともいう。

 

特異的 ある特定の対象のみに働き、他の対象に影響を及ぼさないこと。ここでは、化合物が特定の

作用のみを有することを指す。

 

スループット 効率。

医薬品開発の領域では、高効率スクリーニングを指す「ハイスループットスクリーニン

グ」の形で多く用いられる。

 

標的分子 生体内の特定の分子の機能を抑えることで効果が期待できる場合、その特定の分子は創薬

のターゲットとなり得ることから「標的分子」と呼ばれる。

分子標的薬剤開発（標的分子を予め定めて薬剤を創出しようとするもの）によって得られ

る薬剤に限らず、多くの薬剤には、作用メカニズムを探ると何らかの標的分子が存在する。

 

データマイニング 蓄積されたデータベースから、統計学、人工知能などの解析手法を用いて有用な情報を抽出

する技術。

当社においては、多数の測定実験結果から未測定化合物の活性を予測するためにこの技術

を利用している。

 

バックアップ化合物 候補化合物の開発を中断または中止した場合のリスクを低減するために保有しておく化合

物。開発中の候補化合物と類似した化合物を有するのが一般的であるが、求められる内容は

候補化合物の状況によって異なる。

 

固形癌 血液に発生する「血液癌」以外の、臓器・組織に発生する癌。

 

悪性胸膜中皮腫 肺を包む「胸膜」の表面を覆っている「中皮」から発生する癌。

アスベスト（石綿）曝露により発生することが知られている。

治療には、外科療法（手術）、放射線療法、化学療法（抗癌剤治療）及び対症療法があり、外

科療法で全病変を取りきることが困難な場合には、放射線療法や化学療法が行われる。

進行した悪性胸膜中皮腫は隣接する肺への浸潤（周囲の組織や臓器を徐々に侵し広がって

いくこと。違う場所に到達して新しい腫瘍が形成される「転移」とは異なる）を来たすた

め、進行した悪性胸膜中皮腫と肺癌とは類似したものと考えられている。

 

非小細胞肺癌 小細胞癌以外の肺癌。

肺癌の約80％を占め、「腺癌」「扁平上皮癌」「大細胞癌」などに分類される。

喫煙、受動喫煙、放射性気体曝露などにより発生するとされる。
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ペプチド型/低分子型 明確な定義はないが、一般には分子量1,000から10,000近辺を境界として、それ以下の分子

量の化合物を低分子、それ以上の分子量の化合物を高分子という。

医薬品の領域では、概ね分子量数百から数千のものを低分子（型）化合物といい、従来の医

薬品の多くは低分子化合物である。

なお、核酸医薬、抗体医薬など（いずれも高分子化合物）との区別の意味で、それら以外の

化合物が「低分子化合物」と呼ばれることもある。

ペプチドとはアミノ酸が結合した分子で、その大きさは多様。

ＣＢＰ５０１の分子量は1929.1であり、分子量のみからは低分子型ともいえるが、アミノ酸

が12個結合したペプチドであることから、一般の低分子型化合物と区別するためにペプチ

ド型としている。

 

臨床早期/後期開発 明確な定義はないが、医薬品開発において、候補化合物の潜在能力が明らかになるまでの期

間（概ね臨床第１相試験から臨床第２相試験近辺まで）を「臨床早期開発」「開発早期段

階」、それ以降の開発を「臨床後期開発」「開発後期段階」と呼ぶことが多い。

 

シスプラチン/

プラチナ製剤

シスプラチンは、1978（昭和53）年に米国・カナダ等で承認された抗癌剤。日本では1983

（昭和58）年に承認された。比較的多くの癌腫に効果があるとされている。主な副作用は腎

毒性など。

同様にプラチナ元素を含む化合物であるカルボプラチン、ネダプラチン、オキサリプラチン

などとともに、「プラチナ製剤」と総称される。

 

ペメトレキセド 抗癌剤のひとつで、葉酸の代謝を阻害することで細胞に傷害を与える。商品名はアリムタ

（イーライリリー社）。2004（平成16）年に米国で承認された。日本での承認は2007（平成

19）年。

現在、米国においては、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対して、いず

れもシスプラチンとの併用が第一選択薬として承認されている。

 

標準治療 科学的根拠に基づき、現時点で利用可能なうち最良と考え得る治療であることが専門家

（各分野の学会や許認可当局関連研究所など）によって示され、使用が推奨され、広く受け

入れられている治療方法。

化学療法が選択された際に最初に投与する治療薬（ひとつまたは複数の組み合わせ）を

「第一選択薬」「ファーストライン」という。

 

卵巣癌 卵巣にできる癌で、多くは卵巣の表層を覆う上皮に発生する。

 

子宮体癌 子宮癌のうち、子宮頚部（子宮の出口付近）に発生する子宮頚癌以外のもの。

 

末期癌 癌が全身に転移するなどにより、手術や化学療法など積極的治療の方法がなくなったと考

えられる状態。
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部分奏功/安定 いずれも、国際的に広く利用されている固形癌治療効果判定方法ＲＥＣＩＳＴ（画像によ

る判定）の用語で、次のように定義されている。以下の訳は、『固形がんの治療効果判定の

ための新ガイドライン（RECISTガイドライン）―日本語訳JCOG版―』（2001年10月、日本

臨床腫瘍研究グループ）に当社が《　》内を加筆したもの。

完全奏効（CR）：すべての標的病変の消失。

部分奏効（PR）：ベースライン長径和《客観的な腫瘍縮小効果を評価するための比較

対照として開始時に計測された標的病変の最長径の総和》と比較し

て標的病変の最長径の和が30％以上減少。

進行（PD）：　　治療開始以降に記録された最小の最長径の和と比較して標的病変の最

長径の和が20％以上増加。

安定（SD）：　　PRとするには腫瘍の縮小が不十分で、かつPDとするには治療開始以降

の最小の最長径の和に比して腫瘍の増大が不十分。

 

プラチナ製剤抵抗性（耐

性）/不応答性（不応性）

主に卵巣癌の領域で使用されている語で、それぞれ、resistant、refractoryの訳。

プラチナ製剤投与による治療の休止後６ヶ月以内に腫瘍が進行するものを「抵抗性」また

は「耐性」、プラチナ製剤を投与している期間中に腫瘍が進行するものを「不応答性」ま

たは「不応性」という。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

当社の属する製薬業界の世界的な勢力図は、当事業年度においてもめまぐるしく変動してまいりました。特に抗癌剤の

領域は、医療費抑制の流れの中にありながらも、患者数の増加、満足度・貢献度の高い革新的な新薬の開発余地の大きさな

どから今後も高い成長が見込まれており、大手製薬企業のパイプライン強化や研究開発コスト削減等を目的とした企業統

合や創薬企業との提携等の動きが、これまで同様、活発に推移しております。

このような環境の中、癌をターゲットとした医薬品の研究開発を行っている当社は、当社が創製し開発中のＣＢＰ５０

１について、武田薬品工業株式会社（「武田薬品」）との共同事業化契約に基づき、米国での臨床試験を継続しておりま

す。

ＣＢＰ５０１単剤での臨床第１相試験・ＣＢＰ５０１とシスプラチンとの併用による臨床第１相試験は、いずれも順調

に進行し、次の段階以降の試験における推奨投与量の確定に至りました。これを受けて当社は、平成20年５月、ＣＢＰ５０

１・シスプラチン・ペメトレキセドの３剤併用による臨床第１相試験を開始いたしました。また、同年10月には、ＣＢＰ５

０１・シスプラチン・ペメトレキセドの３剤併用による臨床第２相試験（対象：悪性胸膜中皮腫）を開始しております。

当社は、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物（ＣＢＳシリーズなど後続パイプラインを含みません）に関して平

成19年３月に武田薬品と共同事業化契約を締結しており、上記の米国におけるＣＢＰ５０１臨床開発は、同契約締結後、武

田薬品と共同で進めております。同契約に基づき武田薬品から応分の負担を得られるため、当社のＣＢＰ５０１開発に係

る費用（販売費及び一般管理費に分類される費用を含む）は相応に軽減されております。

また、当社の薬剤スクリーニング法から見出されたパイプラインであるＣＢＳ９１００シリーズについては、リード化

合物ＣＢＳ９１０６の前臨床試験開始を決定し、必要となる原薬の製造等を進めています。ＣＢＳ２４００シリーズにつ

いては、引き続き最適化の段階にあります。さらに当事業年度においては、データマイニング技術等の創薬支援ツールを積

極的に活用し、次世代の後継パイプライン創出に努める傍ら、当社の競争力の源泉となる創薬エンジンの改良・強化に努

めてまいりました。

これら臨床開発に関する費用を含めた当事業年度における研究開発費は、243,512千円（前年同期比33.7%減）となりま

した。販売費及び一般管理費は、65,090千円（前年同期比36.9%減）となり、研究開発費と合わせた事業費用は、308,603千

円（前年同期比34.4%減）となりました。

一方、武田薬品と締結している共同事業化契約に基づくバックアップ研究費収益により、当事業年度の事業収益は

170,178千円（前年同期比203.3%増）となりました。

この結果、当事業年度における営業損失は138,424千円、経常損失は122,660千円となり、当期純損失は125,376千円とな

りました。

 

当第３四半期累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間においては、米国のサブプライムローン問題を契機とした世界的な経済環境の悪化が実体経済に

も大きく影響を及ぼした結果、企業業績の悪化や雇用不安など、景気の見通しに不透明感が増してまいりました。

この状況を受け、当社の属する医薬品業界においても、数年来続いてきた世界的な医療費抑制の流れがさらに強まり、全

般的には厳しい経営環境が続いております。一方で癌領域では、患者数の増加見通しや、ブロックバスターとなった新規抗

癌剤の成長などもあって、世界的大手製薬企業の多くが抗癌剤を重点領域としており、これら企業のパイプライン拡充を

目的とした合従連衡や創薬企業との提携の動きはこれまでどおり活発に推移しております。

このような環境の中で当社は、当第３四半期累計期間のＣＢＰ５０１臨床開発につきましては、引き続き武田薬品との

共同事業化契約に基づく米国での臨床試験の進捗に注力してまいりました。平成20年11月、ＣＢＰ５０１・シスプラチン

・ペメトレキセドの３剤併用による臨床第２相試験（対象：悪性胸膜中皮腫）を開始いたしました。さらに、かねてより

実施してきたシスプラチンとの併用による臨床第１相試験で薬効の兆候が見られた癌腫について、被験者数を拡大して臨

床第１相試験を実施いたしました。

また、当社の薬剤スクリーニング法から創出した後続パイプラインであるＣＢＳ９１０６については、前臨床試験の準

備を進めております。さらに、新たな候補化合物を効率的に探索・創出するために、当社の薬剤スクリーニング法の欠点で

あるスループットの向上を実現するべく、データマイニング技術の導入準備を進めております。

これら臨床開発に関する費用を含めた当第３四半期累計期間における研究開発費は、211,850千円となりました。また、

販売費及び一般管理費は72,981千円となり、研究開発費と合わせた事業費用は、284,832千円となりました。

一方、武田薬品と締結している共同事業化契約に基づくバックアップ研究費収益により、当第３四半期累計期間の事業

収益は112,320千円となりました。

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

 39/175



この結果、当第３四半期累計期間における営業損失は172,512千円、経常損失は152,778千円、四半期純損失は153,511千

円となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下この項で「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ387,867千円

減少し、366,663千円（前年同期比51.4％減）となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は142,060千円（前年同期比56.1％減）となりました。主な資金増加要因としては、減価償

却費29,412千円、臨床試験等の外部委託に係る未払金の増加18,991千円、未払消費税の増加10,561千円、利息の受取額

13,786千円がありました。一方で主な資金減少要因としては、税引前当期純損失124,399千円、武田薬品に対する受取研究

開発費その他に係る未収入金の増加43,871千円、臨床試験等の外部委託に係る前渡金の増加13,258千円、武田薬品からの

バックアップ研究費に係る前受収益の減少20,418千円がありました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は245,783千円（前年同期比61.2％減）となりました。主な資金減少要因は、定期預金の払

戻総額と預入総額の差額200,000千円、研究用機器の購入に係る有形固定資産の取得による支出44,510千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において当社は、借入金や株式の発行等の資金調達を行っておりませんので、記載すべき事項はありません。

（前年同期は221,482千円の増加。）

 

当第３四半期累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下この項で「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ21,190千円

増加し、387,854千円となりました。

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により減少した資金は366,676千円となりました。主な資金増加要因としては、減価償却費30,150千円、利息の

受取額10,044千円の計上がありました。一方で主な資金減少要因としては、税引前四半期純損失152,778千円、武田薬品に

対する受取研究開発費その他に係る未収入金の増加129,350千円、武田薬品からのバックアップ研究費に係る前受収益の

減少112,320千円がありました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により増加した資金は387,870千円となりました。主な資金増加要因は、定期預金の払戻総額と預入総額の差額

400,000千円であります。一方で主な資金減少要因は、研究用機器の購入に係る有形固定資産の取得による支出3,317千円、

ソフトウェア購入に係る無形固定資産の取得による支出8,880千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期累計期間において当社は、借入金や株式の発行等の資金調達を行っておりませんので、記載すべき事項は

ありません。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

 

(2) 受注状況

　当社は受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

 

(3) 販売実績

　当事業年度及び当第３四半期累計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

当事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円）

170,178 203.3 112,320

（注）１．最近２事業年度及び当第３四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は、次のとおりであります。

 
相手先

前事業年度
（自　平成18年７月１日
　至　平成19年６月30日）

当事業年度
（自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31日）

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 
武田薬品工業株式
会社

56,101100.0 170,178100.0 112,320100.0

　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

 

(1）当社の特徴と現状の認識について

 

当社は、細胞周期に関する創業科学者の研究成果をもとに、正常細胞に影響が少ない抗癌剤の開発を目指し、その作用メカ

ニズムの候補と考えられるＧ２チェックポイント阻害のメカニズムに着目して研究及び開発を行っている、創薬企業です。

特定領域に絞り込んだ創薬を自社独自の創薬エンジンを基に実施することにより、技術とプロダクトの両方を自社で創出

するのが創薬企業であり、創薬エンジンを持たず開発途上の化合物を外部から導入して一定の開発ののち製薬企業へ導出す

る企業とは大きく異なるビジネスモデルを有しております。

この付加価値の高いビジネスモデルを完成させ、企業価値の最大化を図るため、当面の対処すべき経営課題及びその解決

に向けた取組みを以下のとおり認識し実施しております。

 

(2）当面の対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況

 

《事業活動において対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況》

 

[a］ＣＢＰ５０１の臨床試験推進

　バックアップ研究などにより開発リスクの分散や低減は図っているものの、ＣＢＰ５０１は当社の将来の事業計画に

おいて最初の上市品と想定している化合物であり、この開発の成否が当社事業計画の実現の鍵を握っていると言えま

す。失敗・遅延のリスクを最小限に抑え、かつ、最も早期に適切な適応によるＮＤＡ承認を受け、ＣＢＰ５０１の上市を

実現することが、当社の事業活動において最も重要な課題であります。

　当社は現在、平成19年３月に武田薬品と締結した共同事業化契約に基づき、同社との強固なパートナーシップのもとで

ＣＢＰ５０１の臨床試験を実施することにより、リスクの最小化と開発の加速を図っております。

 

[b］ＣＢＰ５０１の適応拡大

　医薬品市場においては、一品目のプロダクトライフサイクル全体から生み出される価値を最大化するため、既に上市さ

れた薬剤について当初承認を受けたのと異なる新たな効能や投与方法等でも承認を得て、適応を拡大していく戦略が一

般的です。特に抗癌剤においては、医療現場におけるニーズの高さなども相まって、適応拡大戦略は製品価値を高める有

力な手法とされており、上市された抗癌剤の多くにおいて対象とする癌や併用する薬剤をさまざまに変更した適応拡大

が試行され、この成否が、当該薬剤を保有する企業の価値に大きく影響しております。

　ＣＢＰ５０１は現在、武田薬品との共同事業化契約に基づき、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌をターゲットとして共

同事業化を進めておりますが、早期の適応拡大による収益最大化のために、これらのターゲット以外の効能に関する

データの収集等に努め、ＣＢＰ５０１の適応拡大に係る開発を積極的に推進していく方針です。

 

[c］許認可当局の定める臨床試験の基準に準拠する体制のさらなる充実

　医薬品の研究開発は、許認可当局の定める基準に準拠して進めなければなりません。

　当社は、設立直後からこの基準に準拠する体制の構築を強く意識しており、過去の開発においてそれぞれの時点で必要

な基準に準拠して事業活動を行ってまいりました。今後も、ＳＯＰ（研究開発に関する標準手順書）の見直し・改訂を

含め、準拠体制のさらなる充実と強化に努めていく方針であり、研究開発部臨床開発担当の増員、品質管理担当者の設置

と継続的な全社教育により、この課題に取組んでおります。

 

[d］ＣＢＳ９１０６のＩＮＤ申請のための非臨床試験推進

　ＣＢＳ９１０６は、当社独自の薬剤スクリーニング法により見出された薬剤候補化合物であり、現在、前臨床試験（許

認可当局の定めた基準に準拠した非臨床試験）を実施しております。

　当社は、ＣＢＳ９１０６の非臨床試験の推進と早期のＩＮＤ取得を実現するために、ＣＢＰ５０１で蓄積したＩＮＤ承

認の経験を踏まえつつ、さらにプロジェクト管理を徹底して、効率的かつ信頼性の高い非臨床試験の推進に努める方針

です。

 

[e］創薬エンジンの改良・充実

　当社のような創薬企業にとって、新規の開発候補化合物パイプラインを継続的に創出・獲得し候補化合物の最適化を

実施する創薬エンジンは競争力の源泉であり、その改良と充実は将来の継続的な成長のために必須のものであります。

　当社ではこれまで、米国及び欧州で特許が発行されている当社独自の手法をもとにした薬剤スクリーニング法を創薬
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エンジンとしてＣＢＰ５０１、ＣＢＳ９１０６を創出し、現在もＣＢＳ２４００シリーズの最適化を進めています。

　今後、データマイニング技術等の創薬支援ツールを積極的に活用するなどにより、当社の創薬エンジンの効率性や精度

をより高め、Ｇ２チェックポイント阻害の領域で獲得した先行者優位を確立し、さらに将来的な継続性ある競争力の強

化を図っていく方針です。

 

《経営基盤において対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況》

 

[a］重厚な開発戦略の構築と推進

　当社と武田薬品との共同事業化契約により、当社と武田薬品は、世界の抗癌剤の主戦場である米国市場において共同開

発と共同販売を行い、利益を按分する傍らコストも応分に負担することとなっており、この展開を支えるための資金調

達は当社にとって重要な課題であります。また、抗癌剤の一般的なマーケット拡大手法である適応拡大戦略を採用し重

厚な開発ポートフォリオを組み上げるためには、最先行品の上市による収益を得る以前から後期臨床開発を同時に複数

進行させておくことが必須であり、そのための資金を確保する必要があります。

　また、後続パイプラインであるＣＢＳ９１０６は現在ＩＮＤ申請のための前臨床試験の段階にあり、今後の資金需要が

予測されます。さらに、今後の継続的な研究開発パイプライン戦略を実現するために、新規開発候補化合物の創出・獲得

にも注力する必要があります。

　当社は、株式上場による調達資金の一部を上記資金需要に充てるほか、上場に伴う知名度・信用度の向上を活用してこ

れらを実現するための情報収集と必要資金確保に努めるとともに、この推進を支える体制の整備を積極的に行う方針で

す。

 

[b］株式上場とＩＲ・ＰＲの推進

　当社はこれまで、ベンチャーキャピタル及び事業会社向けの第三者割当増資により資金を調達してきました。今後は、

株式上場により必要な資金を獲得するとともに、上場に伴う知名度・信用度の向上を活かした機動的な経営資源調達活

動を推進し、経営の安定化と企業価値の向上を目指します。また、パブリックカンパニーとして求められる適時開示体制

を構築・運用しＩＲ活動を展開すると同時に、ステークホルダーに対するPR活動も積極的に展開する方針です。

 

[c］内部統制体制の強化

　上場後は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応等のため、当社の内部統制体制をさらに強固なものにす

る必要があります。

　今後当社は、研究開発部と管理部のデータ連携を図るなどにより、財務報告の信頼性を確保する仕組みを強化・拡充す

る方針です。
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４【事業等のリスク】

 

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、当社として必ずし

も重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる

事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、本株式

に関する投資判断は、以下の事項及び本項記載以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。また、以下

の記載は本株式への投資に関連するリスクの全部を網羅したものではないことにご留意いただく必要があります。

なお、文中の将来に関する記載は本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

１.創薬・医薬品開発事業全般に関するリスク

 

当社は、自社創出の薬剤候補化合物群を医薬品として開発する事業を主業務としております。

医薬品の研究開発の分野は、巨大製薬企業をはじめとする多数の強力な競合が存在し、さらに当社を含むいわゆる創薬ベン

チャー企業が技術革新の質とスピードを競い合う業界であります。また、開発から製造及び販売に至る過程では、多くの規制に

従って、長期間にわたり多額の資金を投入して事業活動を推進する必要があります。その将来性は不確実性を伴うものであり、当

社の現在及び将来における事業についてもこのようなリスクが附随しております。

 

(1)医薬品開発の不確実性について

 

製品上市に至る医薬品開発の過程は長期かつ多額の費用を要するもので、開発が成功する確率は決して高くなく、開発のいず

れの段階においても中止や遅延の判断をすることは稀ではありません。医薬品開発においては、様々な開発過程を段階的に進め

ていく必要があり、それぞれの段階において、開発続行の可否が判断されます。一般的に、その開発途上で中止の決定を行うこと

は稀なことではなく、開発が順調に進み製品化される確率は低いものとされております。

このリスクを低減・分散するため、一般には開発パイプラインを複数保有し、かつ、それぞれの開発パイプラインにバックアッ

プ化合物を保有することによって、ひとつの開発候補化合物の開発において何らかの障害が発生した場合の対応策とすることが

行われています。

当社におきましては、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物群・ＣＢＳ９１０６及びそのバックアップ化合物群・ＣＢＳ

２４００シリーズの、互いに独立した３つの開発パイプラインを持つことによって、臨床開発過程において何らかの障害が発生

した場合の事業遂行上のロスを最小限に留めるよう努めております。

しかしながら、当社のような規模の創薬企業にとって、ひとつのパイプラインが開発から脱落することはきわめて大きな影響

があります。また、バックアップの類似化合物といえども臨床開発上は新規の化合物として取り扱われることから、当該臨床試験

には遅延が生じることとなります。障害発生までに獲得した類似化合物での知見を活用することにより遅延の幅や遅延に伴う追

加費用を縮小できる可能性はあるものの、研究開発に当初予想以上の期間及び費用がかかることは否めず、その場合には当社の

財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(2)収益の不確実性について

 

当社が開発を進めている製品の販売から収益を得るには、当社が単独又は第三者と共同で、市場性のある医薬品の開発、許認可

当局からの承認、製造及び販売のすべての段階において成功を収めることが必要であります。当社は、これらの活動において成功

しない可能性があり、また、成功したとしても、当社の事業活動を継続するために必要な採算性を確保する十分な収益を得ること

ができない可能性もあります。

当社は現在、臨床試験段階のパイプライン１品目、ＩＮＤ申請のための非臨床試験段階のパイプライン１品目、最適化段階のパ

イプライン１品目を有し、これらの開発を推進し製品上市に至ることによって売上高又はロイヤルティ等による事業収益を獲得

するべく事業活動を行っております。しかしながら、現時点において製品販売に関する売上高はなく、現実に製品として上市する

までには相当の期間を要すると予想され、また、現実に製品として上市される保証はありません。

なお、当社は、現時点で想定している適応疾患の選定や提携手法・マーケティング手法等について、既承認の抗癌剤の市場規模

やマーケティング実績等をもとに十分に将来の採算性を見込めるものと判断しておりますが、万一この判断が誤っていた場合、

あるいはこの判断の基礎となる状況に変化が発生し当社がその変化に迅速に対応できなかった場合には、当社の財政状態、経営

成績に大きな影響を与える可能性があります。

 

(3)遵守すべき法的規制等及び医療保険制度等の不確実性について

 

当社の事業計画は、薬事法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提
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としております。

また、たとえば「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」など、当社の事業活動において遵守すべき法的規制等につい

ても、現行の内容を前提として事業計画を策定しております。

しかしながら、当社が開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでには相当の期間を要し、その間これらの規制

や制度・価格設定動向等が変動しない保証はありません。もしこれらに大きな変動が発生した場合には、当社の計画する経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)潜在的な競合について

 

当社の潜在的な競合相手は、主要な製薬企業、バイオ関連企業、大学、その他の研究機関等多岐にわたります。それら競合相手の

中には、技術力、マーケティング力、財務状況等について当社と比較して優位にある企業が多数あり、当社開発品と競合する医薬

品について、有効性の高い製品を効率よく生産及び販売する可能性があります。

したがって、許認可当局によって当社の製品候補の販売承認が得られた場合であっても、これら競合相手との競争次第で、当社

の計画する経営成績に影響をきたす可能性があります。

 

(5)賠償問題発生リスクについて

 

医薬品の臨床試験を実施する際には、薬剤による副作用などに伴う賠償問題が発生するリスクが伴います。これに関し当社は、

必要と認める損害保険への加入などによって、このような事態が発生した場合の財政的負担を最小限にするべく対応しておりま

す。しかしながら、賠償額が当該保険により補償される範囲を超える可能性は否定できず、その場合には財政状態及び経営成績に

影響が及ぶ可能性があります。

また、医薬品の開発及び製造には、製造物責任賠償のリスクが内在します。当社は将来、開発したいずれかの医薬品が健康被害

を引き起こし、又は臨床試験、製造、営業若しくは販売において不適当な点が発見された場合には、製造物責任を負い、当社の業務

及び経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償請求がなされることによるイメージ低下によ

り、当社及び当社の医薬品に対する信頼が損なわれ、当社の事業に影響を与える可能性があります。

 

２.当社事業遂行上のリスク

 

(1)提携契約に依存した事業収益計画について

 

当社は、現時点で、製薬企業との提携契約による事業収益及び研究開発費の分担に依存した事業収益計画を有しております。し

かしながらこのような提携契約は、相手先企業の経営環境の極端な悪化や経営方針の変更など、当社がコントロールし得ない何

らかの事情により、期間満了前に終了する可能性があります。

上記のような事態が発生した場合には、他の製薬企業との新たな提携等により当社事業計画への影響を最小限に食い止める所

存ではありますが、これが適時に実現する保証はなく、その場合には当社の事業計画推進に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。

また、一般に当社のような創薬企業と製薬企業との提携においては、製品上市前の収益として、「契約一時金」「開発協力金」

「マイルストーン」を見込むものとなりますが、このうちマイルストーンは所定の成果達成に基づく収益であることからきわめ

て不安定で予測の困難な収益であり、開発の進捗に遅延が発生した場合には当社の当面の事業収益見込みに影響を及ぼす可能性

があります。
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(2)武田薬品との提携契約への依存について

 

当社が現時点で有している製薬企業との提携契約は、ＣＢＰ５０１について武田薬品と平成19年３月30日に締結した共同事業

化契約のみであります。

同契約の内容は、「第１　企業の概況　３　事業の内容　(4)製薬企業との戦略提携について」並びに「第２ 事業の状況　５ 経営

上の重要な契約等　ＣＢＰ５０１の共同事業化に関する契約」に記載のとおりであります。

同契約が解除その他の理由で終了した場合や、同契約で予定されている開発や販売活動の全部又は一部が何らかの理由で停止

した場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、同契約に基づく事業活動に関する武田薬品の経営判断が不誠実なものであったり、当社にとって合理的といえないもの

であるなど、当社の想定と異なった場合には、当社の希望どおりの事業活動ができず、若しくは制約を受け、その結果、当社の事業

戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

なお、当社は今後、ＣＢＳ９１０６をはじめとする後続パイプラインに係る製薬企業との提携契約の獲得に努め、既存の提携契

約への依存度を低減するよう努めてまいりますが、その場合にも、当社のビジネスモデル上、限られた少数の提携企業との契約に

依存した事業計画を有する状況はその後も長期にわたって続くものと考えられます。

当社は、これらの契約については、当社にとって不利な契約改訂が行われた場合又は契約期間満了、解除、その他何らかの理由

により契約が終了した場合にも当社の経営成績に与える影響が軽減される条項を盛り込むよう努めておりますが、かかる条項を

もってしても当社の経営成績に及ぼす影響を完全に回避することはできません。

また、提携契約が終了した場合に当該パイプラインに係る代替の提携契約を獲得できる保証はなく、また、代替の提携契約を獲

得できたとしても、開発スケジュール及び開発費用に大きく影響する可能性があり、その結果、当社の研究開発の推進、財政状態

及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(3)ＣＢＰ５０１臨床試験データについて

 

当社は、これまでに実施した臨床試験のデータに基づき、ＣＢＰ５０１については薬効の兆候が得られていると判断しており

ます。この内容につきましては「第１　企業の概況　３　事業の内容　(3)当社の開発品目について　(ア)ＣＢＰ５０１及びそのバッ

クアップ化合物群　《ＣＢＰ５０１臨床試験の狙い及び経過について》」に記載のとおりであり、当社が現在有している事業計

画は当該判断に基づくものであります。

しかしながら、現時点において当社がＣＢＰ５０１の薬効を否定する重要な兆候がこれまでの試験データに表れているのを見

落としている可能性は否定できません。

また、ＣＢＰ５０１の薬効が許認可当局に確認されＮＤＡ承認及び上市に至るまでには、現在進めている臨床第２相試験並び

に将来の臨床第３相試験を経る必要があり、これら今後の臨床試験の過程において薬効の兆候が否定され、又は重要な安全上の

懸念事項が発生するなどの問題が生じる可能性があります。

こうした場合には、ＣＢＰ５０１に関する提携契約の解消若しくは重要な事項の変更等により当社の事業計画の実現が困難と

なり、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)新規パイプライン獲得について

 

当社は、今後も新規薬剤候補化合物を自社で獲得・創出しパイプライン化していくことを基本戦略としております。

この戦略を確実に推進するために当社は現在も、スクリーニング法の改良など、新規パイプライン獲得・創出の可能性を高め

る努力を続けております。

しかしながら、現在すでに開発途中にあるもの以外の候補化合物を探索創出できる保証はありません。

また、現状において、当社は、その作用メカニズムの候補と考えられるＧ２チェックポイント阻害のメカニズムに着目して抗癌

剤の初期スクリーニングを行っておりますが、Ｇ２チェックポイント阻害のメカニズムによる新規抗癌剤創出の可能性は現時点

での知見に基づく予測にとどまるものであり、現在までに、Ｇ２チェックポイント阻害を作用メカニズムとする既承認の薬剤は

存在しておりません。

万一、今後の研究において、癌治療薬の領域におけるＧ２チェックポイント阻害のメカニズムの有用性が認められない場合そ

の他何らかの理由で新規薬剤候補化合物の獲得・創出に支障が生じた場合には、当社の研究開発の基本戦略の変更を余儀なくさ

れ、当社の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
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(5)研究開発費の増加予測について

 

当社の過去５期間の研究開発費及び受取研究開発費※の推移は以下のとおりであります。

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月

受取研究開発費控除前

研究開発費（千円）
504,683 395,110 445,140 540,660 688,491

受取研究開発費

（千円）
－ － △77,528 △297,147 △383,520

※第８期の途中で締結した武田薬品との共同事業化契約に基づき、ＣＢＰ５０１の研究開発に係る費用のうち80％を同社が負担

しており、第８期以降、この負担分の収入は受取研究開発費として、研究開発費から控除しております。

本表では、当社の実質的な研究開発費に関する傾向を示すため、この受取研究開発費を控除する前の金額を「受取研究開発費控

除前研究開発費」として表示しております。なお、第10期の数値については、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監

査は未了であります。

 

当社は、今後さらに創薬研究開発活動を推進する計画であり、研究開発費は今後も増加することが想定されます。現在の開発品

の上市等による収益確保に至るまでには一定の期間が必要であり、当面の間、累積損失は増大するものと想定されます。今後、外

部との提携に基づき発生する収入等により、経営成績の早期改善を図ってまいりますが、当社の想定どおりに早期改善が実現す

る保証はありません。

 

３.会社組織に関するリスク

 

(1)業歴が浅いことについて

 

当社は、平成12年１月に設立された、業歴の浅い企業であります。また当社は、事業領域をいわゆる創薬領域に特化した特異な

企業であり、現時点までに製品売上による事業収益がありません。

今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性は否定できず、当社の業績に影響を及ぼすと考えられる様々な

外部環境の変化について予想することは現状においては困難であると思われます。したがって、今後当社が成長を続けられるか

等を予測する客観的な判断材料として 過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。

 

(2)小規模組織であることについて

 

当社の人員は、平成21年６月30日現在、取締役４名（非常勤取締役１名を含む）、監査役３名（非常勤監査役２名を含む）、従

業員19名です。このうち管理部門（内部監査室を含む）の人員は５名であり、内訳は常勤取締役１名、従業員４名です。

また、当社における研究開発は、当社の研究開発部門を中心に推進されております。平成21年６月30日現在、総従業員数19名に

対して研究開発部門員は15名です。

当社の研究開発活動は比較的少人数による体制を敷いておりますが、基礎研究から臨床試験に至るさまざまな研究開発段階に

おける提携関係と業務受託企業の積極活用により、既存パイプラインの開発並びに新規薬剤候補化合物の探索を推進しておりま

す。また、今後の既存パイプラインの開発推進及び新規薬剤候補化合物のパイプライン化に伴い、さらなる研究開発人員の増加を

計画しております。

しかしながら、何らかの理由により、提携関係又は業務受託企業との関係が解消された場合や、計画通りの人員の確保が出来な

い場合、あるいは既存人員の流出が生じた場合には、当社の事業活動に支障が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響が及ぶ可

能性があります。

 

(3)少数の事業推進者への依存について

 

当社の事業戦略を成し遂げるには、当社事業戦略を推進する各部門の責任者と研究開発員に強く依存するところがあります。

今後も当社は優秀な人材の確保及び社内教育に努めて参りますが、人材の確保及び社内人材の教育が計画どおりに進まない場

合、並びに人材の流出が生じた場合には、当社の事業戦略及び研究開発の推進に支障をきたす可能性があります。

また、当社はこれまで、創業科学者であり当社の競争力の源泉となっている技術の創出者・発明者でもある河邊拓己を中心と

して基礎研究・研究開発をはじめとする事業の全般を推進してまいりました。河邊は現在も代表取締役社長として当社の意思決

定及び事業運営にあたって広範かつ中心的な役割を担っております。

当社は、少数の事業推進者に過度に依存しない体制を構築すべく経営組織の強化を図っておりますが、当面は河邊への依存度

が高い状態で推移することが見込まれるため、何らかの理由により河邊が当社の業務を遂行するにあたって困難をきたした場合
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には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)科学顧問会議（ＳＡＢ）について

 

当社は、社長の諮問機関として、抗癌剤の臨床開発に係る経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待できる科学者

による科学顧問会議（ＳＡＢ）を組成しております。ダニエル・Ｄ・ヴァンホフ教授をチェアマンとするＳＡＢミーティング

は、平成14年３月の発足以来定期的に開催され、基礎研究から臨床開発に至る情報交換や議論を行っています。

今後も当社は優秀なＳＡＢメンバーの確保に努めてまいりますが、現在のメンバーとの間の契約が更新されないなど、何らか

の理由によりメンバーの確保が困難となった場合又はメンバーの流出が生じた場合には、当社の研究開発の推進に何らかの支障

をきたす可能性があります。

 

(5)研究開発の主要部分に関するアウトソーシングについて

 

当社は、広く社外にも有能な専門家の参加を求め、これによる機動的な事業運営を図るため、以下に掲げる研究開発の主要な部

分について、アウトソーシング契約に基づく外部委託に依存しております。

・化合物の最適化およびこれに関連する化合物合成業務

・ＩＮＤ申請のための非臨床試験及び臨床試験に用いる、ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：医薬品の製造設備及びその

品質管理・製造管理に関する規則）に準拠した原薬製造業務

・臨床試験のコーディネート（ＣＲＯ）

特に、ＣＲＯであるAAI Pharma SA、AAI Pharma Inc.への平成21年６月期の取引金額（当該取引に係る受取研究開発費控除

後）は64,441千円であり、同期間の研究開発費に占める割合は21.1％となっております。

これらの契約につき、当社にとって不利な契約改訂が行われた場合又は契約期間満了、解除、その他何らかの理由によりこれら

の契約が終了した場合は、当社の研究開発の推進に支障をきたし、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、平成21年6月期の数値については、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査は未了であります。

 

(6)自然災害について

 

当社は、事業活動の中心となる設備や人員が本社周辺に集中しており、地理的なリスク分散ができておりません。

この地域において地震等の大規模な災害が発生した場合には、設備等の損壊、事業活動の停滞によって、当社の業績及び財務状

態は影響を受ける可能性があります。
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４.知的財産権に関するリスク

 

(1)特許の状況について

 

当社の研究開発に関する特許は、共同事業化契約に基づき武田薬品に譲渡されているＣＢＰ５０１に関連する特許を除き、す

べて自社保有のものであります。その主要な特許は次の通りです。

対象 発明の名称 所有者 国際公開番号 登録状況

薬剤スクリーニング法

オリジナルペプチドＴＡＴ－

Ｓ２１６

Ｇ２期細胞周期停止の阻害、及

びＤＮＡ損傷剤に対する細胞

感作のための組成物及び方法

当社 2001/021771米国及び欧州主要国

（下記「注」参照）

にて成立しており、

他の主要国について

出願中であります。

ＣＢＰ５０１及びそのバック

アップ化合物群

抗増殖活性を有し、そして／又

は核酸損傷剤を増大するペプ

チド及びペプチド模倣物ある

いは処置

武田薬品 2003/059942米国にて成立してお

り、欧州主要国、日本

ほか主要国について

出願中であります。

ＣＢＳ２４００シリーズ ＤＮＡ損傷誘発性細胞周期Ｇ

２チェックポイントを排除し、

そして／又はＤＮＡ損傷処置

の抗癌活性を増強する化合物

当社 2003/104181米国にて成立してお

り、欧州主要国、日本

ほか主要国について

出願中であります。

ＣＢＰ５０１及びそのバック

アップ化合物群

抗真菌性ペプチド模倣物 武田薬品 2004/089396米国にて成立してお

り、欧州主要国、日本

ほか主要国について

出願中であります。

ＣＢＰ５０１及びそのバック

アップ化合物群

免疫調整活性、抗炎症活性、及

び抗ウイルス活性を有するペ

プチド及びペプチド模倣物

武田薬品 2004/112820米国、欧州主要国、日

本ほか主要国につい

て出願中でありま

す。

ＣＢＳ９１０６をはじめとす

るＣＢＳ９１００シリーズ

ＤＮＡ傷害を増強することに

よる抗癌活性をもつ化合物

当社 2009/031040米国及びPCT出願中

であります。

（注）欧州主要国とは、欧州特許庁加盟国のうち、当社の特許戦略上有意義と判断し得る国を指します。具体的には、ドイツ、スイ

ス、英国、フランス、ベルギー、イタリアなどです。

 

出願中の各特許については、特許出願時に特許性等に関する十分な調査を行ってはおりますが、すべての特許出願について特

許を受けられるとは限りません。当社の出願中の特許が成立しなかった場合、他社の競合品に対して特許権を行使することがで

きず、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

さらに、当社事業領域を包含するバイオテクノロジー関連産業においては、日々熾烈な研究開発競争が繰り広げられており、当

社の特許が成立し当社技術を保護できたとしても、当社の研究開発を超える優れた開発力により、当社の特許が淘汰又は無力化

されるおそれは常に存在しております。仮にそのような研究開発が他社によりなされた場合には、当社の事業戦略や経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

また、これらの特許が発行された場合にも、これらの権利を維持していくための費用が今後当社の負担になる可能性もありま

す。

 

ＣＢＰ５０１に関連する特許（最も主要な特許である国際公開番号2003/059942について、米国における有効期限は2023年１

月17日。ただし、医薬品については特許延長制度が存在するため、上記期限が延長される可能性があります。）及び特許出願は、共

同事業化契約に基づき、同契約の期間中は武田薬品に譲渡しており、武田薬品の名義及び費用負担で権利化、維持及び保全が行わ

れます。特許出願、維持及び保全を行う国又は地域は当社との協議の上で決定され、保全がなされなかった国又は地域について

は、当社の希望に基づき特許が返還されます。

同契約の内容は、「第１　企業の概況　３　事業の内容　(4)製薬企業との戦略提携について」並びに「第２ 事業の状況　５ 経営

上の重要な契約等　ＣＢＰ５０１の共同事業化に関する契約」に記載のとおりであります。

また、同契約が解約等により終了した場合も同様に、当社の希望に基づき特許が返還されることとなっております。

しかしながら、当該終了にあたって、解約事由への該当の有無などの点で両者の見解に相違が生じた場合には、特許の円滑な返

還がなされない可能性があり、その間、当社の希望どおりの事業活動ができず、若しくは制約を受け、その結果、当社の事業戦略や

経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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なお、本項に記載した事項については、現在、これらの状況に支障若しくは支障の発生を懸念される事項は存在しておりません。

 

(2)訴訟及びクレームについて

 

提出日現在において、当社の開発に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟及びクレームが発生した事

実はありません。

また、当社は、今後発生し得るこのような問題を未然に防止するため、事業展開にあたっては弁護士との相談や特許事務所を通

じた特許調査を適宜実施しており、現時点において、当社事業が第三者の特許権等に抵触する可能性は低いものと認識しており

ます。

しかしながら、当社のような研究開発型の企業にとって、差止請求、損害賠償請求、実施料請求等の知的財産権侵害問題の可能

性を完全に排除することは困難であります。また、当社が第三者との間の法的紛争に巻き込まれた場合、解決に時間及び多大の費

用を要する可能性があり、さらに、当社が第三者の特許権等を侵害していた場合、当該第三者から差止請求権や損害賠償請求権を

行使されたり、高額な実施料を請求されたりすることにより、当社の事業戦略や経営成績、財政状態に重大な影響を及ぼす可能性

があります。

 

(3)特許の確保に関するリスクについて

 

当社が職務発明の発明者である役員・従業員等から特許を受ける権利を譲り受けた場合、当社は発明者に対して特許法第35条

第３項に定める「相当の対価」を支払わなければなりません。これまでに対価の支払について発明者との間で問題が生じたこと

はありませんが、対価の相当性につき紛争が発生する可能性を将来にわたり完全に排除することはできません。紛争が生じた場

合や、発明者に追加の対価を支払わなければならない場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。

また、当社が過去に譲り受けた特許及び出願特許について、当社又は前保有者が第三者により使用権や担保権の主張を受ける

可能性を完全に排除することはできず、かかる主張を受けた場合には、当社の事業戦略、財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

(4)情報管理について

 

当社が研究若しくは開発している途上の知見、技術、ノウハウ等、重要な機密情報が流出した場合には、当社の事業戦略や経営

成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

このリスクを低減するために当社は、役職員、ＳＡＢメンバー、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するととも

に、個別の事情に応じた情報開示を行うなど、厳重な情報管理に努めております。

しかしながら、役職員、ＳＡＢメンバー、取引先等によりこれが遵守されなかった場合には、重要な機密情報が漏洩する可能性

があり、かかる場合には当社の事業に影響を与える可能性があります。
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５.経営成績の推移について

 

(1)過年度における業績推移について

 

当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりであります。

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月

事業収益（千円） 11,500 － 56,101 170,178 161,765

営業損失（千円） 560,669 505,471 414,678 138,424 245,719

経常損失（千円） 559,529 505,379 419,200 122,660 221,698

（注）第10期の数値については、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査は未了であります。

 

当社の現在までの事業収益は、過去に受託した委託研究の対価並びに提携契約に基づく収益のみであり、製品の売上による事

業収益は未だ計上しておりません。

また、現在まで、研究開発活動に伴う費用計上が収益を上回り、営業損失、経常損失、当期純損失を計上する状態が続いていま

す。

このため、過年度の財務経営指標は期間業績比較を行うための材料としては不十分であると考えられ、今後の当社業績を予測

する材料としては不十分な面があります。

 

(2)マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて

 

当社は研究開発型ベンチャー企業であり、製品が上市され売上高を計上するようになるまでの期間は、多額の製品開発費用が

先行して計上されます。そのため、第１期から第10期まで連続して当期純損失を計上したことにより、第10期末において△

2,763,145千円の繰越利益剰余金を計上しております。なお、第10期の数値については、金融商品取引法第193条の２第1項の規定

に基づく監査は未了であります。

当社は、中長期事業計画に基づき、将来の利益拡大を目指しております。しかしながら、上記のとおり設立以来当期純損失を計

上しており、将来において計画通りに当期純利益を計上できない可能性もあります。また、当社の事業が計画どおりに進展せず当

期純利益を獲得できない場合には、マイナスの繰越利益剰余金がプラスとなる時期が著しく遅れる可能性があります。

 

(3)資金繰りについて

 

当社は研究開発型企業として多額の研究開発資金を必要とします。事業計画が計画通りに進展しない等の理由から資金不足が

生じた場合には、戦略提携内容の変更、新規提携契約の獲得、新株発行等の方法による資金確保に努めますが、必要なタイミング

で資金を確保できなかった場合には、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。

 

(4)税務上の繰越欠損金について

 

当社には現在、税務上の繰越欠損金が存在しております。そのため、現在は通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課

せられておらず、今後も数期間はこの状態が続くものと想定しております。

しかしながら将来、事業計画の進展から順調に当社業績が推移するなどして想定よりも早期に繰越欠損金が解消され、これによ

る課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられることとなり、現在

想定している当期純利益若しくは当期純損失及びキャッシュ・フローの計画に影響を与える可能性があります。
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６.関連当事者との取引について

 

株式会社マキヤは、当社の特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。当社設立に際して、当社の創業メンバー

は研究者中心であったため、元当社取締役小林栄孝（創業メンバー）の義父で、当時同社代表取締役社長であり、上場会社の経営

者として豊富な経験を持つ矢部隆（創業メンバー）から、会社設立に係る助言と一部出資（提出日現在当社の発行済株式総数の

3.00％）を得ております。その後、当社は、同社及び株式会社マキリ（平成21年３月31日同社議決権の43.5％を保有）からも出資

を受けており、同社及び株式会社マキリは提出日現在、当社の発行済株式総数の各5.77％、2.08％を保有しております。

また、当社は本社及び動物実験施設用地を株式会社マキヤから賃借しており、当社常勤監査役松崎恭子の実弟である川原崎康

雄氏が現在同社の代表取締役社長であることから、当該取引が関連当事者取引に該当しております。当社としては、今後の研究開

発の進捗により、現在の本社及び動物実験施設のスペースが手狭となってくることから、平成22年９月を目処に移転し、当該取引

を解消する方針であります。

同社は当社株主となって以降、純投資、法人安定株主としての関係であり、本社及び分室（動物実験施設）用地の賃借以外に取

引関係は生じておらず、平成20年10月に取締役の矢部隆が同社代表取締役会長を退任して以降、役員の兼務関係もありません。ま

た、同社に対して経営上の重要事項の報告や事前承認等の義務が課せられていることはなく、当社経営への関与、経営の独立性を

阻害するものは一切ありません。

なお、株式会社マキヤとの賃貸借取引金額は以下のとおりであります。

 賃料 差入保証金残高

（平成21年6月期末現在） 平成19年6月期 平成20年6月期 平成21年6月期

本社賃借（千円） 7,752 7,752 7,752 3,230

分室用地賃借

（千円）
619 619 619 600

合　計（千円） 8,371 8,371 8,371 3,830

注）１．矢部隆が第三者（(株)マキヤ）の代表者として行った取引並びに松﨑恭子の弟川原﨑康雄が第三者（(株)マキヤ） の

代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢等の変動により双方協議の上、改定すること

となっております。

２．上記の取引金額および期末残高には消費税等は含まれておりません。

３．第10期の数値については、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査は未了であります。

 

７.為替変動リスクについて

 

当社の収入及び支出（計画を含む）には外貨建決済が含まれていますが、特段の為替リスクヘッジは行っておりません。

収入及び支出の双方について外貨建決済が多いことから、為替変動リスクが当社の長期的業績に及ぼす影響は比較的軽微であ

ると考えられるものの、収入・支出のタイムラグによる短期的な為替変動リスクは存在しており、これが顕在化した場合には、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

８.配当政策について

 

当社の事業ステージは、現時点では研究開発における先行投資の段階にあるため、当社は創業以来、株主に対する利益配当及び

剰余金配当を実施しておりません。また、今後も当面は、企業体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に備えた資金の確保を

優先し、配当は行わない方針であります。

株主への利益還元については、当社の重要な経営課題と認識しており、将来的には経営成績及び財政状態を勘案しつつ利益配

当及び剰余金配当を検討する所存であります。

 

９.調達資金の使途について

 

当社は、上場時の公募増資により調達する資金の使途として、収益計上に至る研究開発費を中心に充当する計画です。資金需要

の発生は長期間にわたるため、個別の資金需要が生じるまでの間は、定期預金など元本が保証された金融商品で運用する計画で

あります。

医薬品の研究開発は、医薬品候補化合物の探索から非臨床試験、臨床試験を経て、許認可当局への承認申請、承認、上市に至るま

で、長期間かつ高額な費用を要することが想定されております。当社は財務体力に見合った医薬品開発を行ってまいりますが、こ

れらの研究開発投資は必ずしも期待した成果が得られる保証はなく、その結果当社が期待する収益をあげられない可能性があり

ます。

 

１０.ＶＣ等の当社株式保有比率について
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平成21年６月30日現在における当社の発行済株式総数は2,166,200株であり、うちベンチャーキャピタル及びベンチャーキャ

ピタルが組成した投資事業組合（以下総称して「ＶＣ等」といいます）が所有している株式数は1,490,100株であり、その所有

割合は68.8％であります。

一般的に、ＶＣ等が未公開株式に投資を行う目的は、公開後に当該株式を売却してキャピタルゲインを得ることであることか

ら、ＶＣ等は当社の株式公開後において所有する株式の一部又は全部を売却することが想定されます。なお、当該株式売却によ

り、短期的に需給のバランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格が低下する可能性があります。

 

１１.潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

 

当社は、株主構成是正の観点から新株予約権付社債を発行し、また、当社取締役、監査役、従業員及び社外協力者等の業績向上に

対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ19、

旧商法第280条ノ20、旧商法第280条ノ21及び旧商法第280条ノ27の規定、並びに、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、株主総会の決議において承認を受け、新株引受権を取締役及び従業員に、新株予約権を取締役、監査役、従業員及び社外協力

者に対して付与しました。

提出日現在における当社の発行済株式総数は2,166,200株ですが、これに対して、当該新株引受権及び新株予約権が将来行使さ

れた場合の新株（以下「潜在株式」といいます）発行予定株数の合計は540,100株であり、その付与対象者は取締役４名、監査役

３名、従業員18名及び社外協力者３名であります。但し、権利者との契約により、実際には行使されず放棄される部分があり、これ

につきましては「第４ 提出会社の状況　１ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」及び「第四部 株式公開情報　第３ 株主の

状況 （注）10、11」をご参照下さい。

これらの潜在株式の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、今後も優秀

な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。従いまして、今後付与される新株予約

権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

さらに、潜在株式の行使により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、適正な株価形成に影響を

及ぼす可能性があります。

なお、当社におけるストック・オプション制度の内容は「第４ 提出会社の状況　１ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」

に記載しております。
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５【経営上の重要な契約等】

 

ＣＢＰ５０１の共同事業化に関する契約

 

契約会社名

（契約締結日）

契約期間 主な契約内容

武田薬品工業株式会社

（平成19年３月30日）

平成19年３月30

日から、最終のロ

イヤルティ支払

いが完了した日、

又は、米国におい

て医薬情報活動

及び販売促進活

動の共同実施

（以下「共同販

促」）が終了し

正味利益及び費

用の分配が完了

した日のいずれ

か遅い日まで

※　契約終了等に

関する詳細は、

「第１　企業の概

況　３　事業の内

容　(4)製薬企業

との戦略提携に

ついて」をご参

照ください。

①当社は、武田薬品に対し、全世界において、ＣＢＰ５０１及びその

バックアップ化合物群の商業化（癌その他の腫瘍を対象疾患とし

た医薬品開発・製造・販売）に関する独占的実施権（再実施許諾

権付）を許諾する。

②当社は武田薬品から、下記の支払を受ける。

開発段階

(a）契約一時金として11,855千円、並びに第三者割当増資引受に

よる株式取得（取得総額222,525千円）

(b）バックアップ研究の対価として、契約締結から３年間、総額

500万米ドル

(c）開発ステージに応じたマイルストーンとして、総額1,650万

米ドル

上市後

(a）ロイヤルティ

米国：９％。ただし、米国において追加効能に係る販売許可が

取得された場合、年間正味売上高を階層に分け、階層逓減型の

ロイヤルティ料率が適用される（年間正味売上高の階層が上

がるほどロイヤルティ料率が減少（９～０％））。

ＲＯＷ：ＲＯＷにおける年間正味売上高を階層に分け、階層逓

増型のロイヤルティ料率が適用される（年間正味売上高の階

層が上がるほどロイヤルティ料率が増加（８～14％））。

※　　ロイヤルティの詳細は、「第１　企業の概況　３　事業の

内容　(4)製薬企業との戦略提携について」をご参照

ください。

(b)利益分配

③米国においては、共同開発及び共同販促を実施する。

米国における初期効能に係る開発段階においては武田薬品80％・

当社20％の比率で経費を分担し、上市後は、正味売上高（総売上高

から売上値引等の販売付随コストを控除したもの）に対し発生す

るロイヤルティとは別に、正味利益（正味売上高から経費（製造原

価、当社に対し支払われるロイヤルティ等）を控除したもの）及び

経費が、武田薬品80％・当社20％の比率で分配される。

なお、当社は、一定の条件の下で、米国における正味利益の20％の分

配を放棄するとともに米国における初期効能に係る開発及び販売

に係る経費を一切負担しないことを選択する権利を有する。

米国における追加効能（初期効能以外の効能）に係る開発、並び

に、その他の地域における初期効能及び追加効能に係る開発は、武

田薬品が単独で実施し、上市後は当社に対するロイヤルティのみが

支払われる。
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６【研究開発活動】

 

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

当社は、正常細胞に影響の少ない抗癌剤が創出され得る有力な候補と考えられるＧ２チェックポイント阻害剤の領域に特

化して、抗癌剤の研究開発活動を行っております。

　当事業年度における研究開発費は243,512千円であります。

 

(1）研究開発体制

　基礎研究部門については沼津本社及び隣接する分室を拠点としております。

　探索研究については、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索を行っております。この探索を効率的に推進するた

めに、当社スクリーニング法の改良に努める傍ら、データマイニング技術等の活用によるスクリーニング法の改良に

よって、新規パイプライン創出・獲得の可能性を高める努力を行っております。

　最適化段階においては、最適化の過程で必要となる新規候補化合物の合成及び最適化作業の一部を、この領域において

経験の豊富なアウトソーシング先に委託しております。

　臨床開発においては、抗癌剤の臨床開発を専門とするＣＲＯとの緊密な提携関係により、柔軟な臨床試験運営を可能と

しております。また、最先行パイプラインであるＣＢＰ５０１については武田薬品と共同事業化契約を締結し、同社との

緊密な連携のもとで研究開発を推進しております。

　また、当社は、社長の諮問機関として、抗癌剤の臨床開発に係る経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待

できる科学者からなる科学顧問会議（ＳＡＢ）を組成しております。ＳＡＢのチェアマンであるダニエル・Ｄ・ヴァン

ホフ教授は、全米癌学会会長・米国癌治療学会会長を歴任した著名な癌臨床研究者で、これまで20年以上にわたり200種

類以上の抗癌剤の臨床試験に関わっています。当社は、同氏を議長とするＳＡＢミーティングを、平成14年３月の発足以

来年２回定期的に開催し、研究開発全般に関する情報交換や議論を行っています。

　平成20年6月30日現在、当社の研究開発人員数は17名（常勤取締役２名を含む）と、少人数による体制を敷いておりま

すが、上記の連携関係を十分に活用することにより、既存パイプラインの研究開発推進と新規開発候補化合物の獲得を

効率的かつ積極的に推進しております。

 

(2）薬剤スクリーニング法について

　創薬事業において基本技術となるのは、当該領域の特性に合致した効率の良い薬剤候補化合物のスクリーニング法及

びその評価システムです。当社では設立以来、独自のスクリーニング法の構築と改良に注力してまいりました。

　現在当社が保有するすべての抗癌剤候補化合物は、この技術により自社で探索し、最適化を進めた結果として創出・獲

得されたものです。

　当社は、データマイニング技術等の創薬支援ツールを積極的に活用し、現在も、この領域における将来にわたる競争優

位確保を目的として、このスクリーニング法のさらなる改良に取り組んでおります。

 

当第３四半期累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

　研究開発活動の目的及び現在取り組んでいる研究開発活動は、当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

と同様のものであります。

　平成21年3月31日現在、当社の研究開発人員数は17名（常勤取締役２名を含む）となっております。また、当第３四半期累計

期間における研究開発費は、211,850千円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

(1)　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表

の作成にあたりましては、決算日における資産及び負債、会計期間における収益及び費用について会計上の見積りを必要

としております。この見積りに関しては、過去の実績、適切な仮定に基づいて合理的に計算しておりますが、実際の結果と

相違する場合があります。

 

(2)　当事業年度の財政状態の分析

流動資産は、前年同期と比べ130,974千円減少し2,357,428千円となりました。このうち主なものは、現金及び預金で、前

年同期と比べ187,867千円減少し2,166,663千円となりました。

固定資産は、前年同期と比べ14,631千円増加し84,218千円となりました。このうち主なものは、工具器具及び備品で、前

年同期と比べ21,307千円増加しました。

繰延資産は、前年同期と比べ3,778千円減少しゼロとなりました。

流動負債は、前年同期と比べ5,255千円増加し204,966千円となりました。業務量の増大に伴い未払金が前年同期と比べ

18,991千円増加し、未払消費税等が10,561千円増加した反面、未払費用が4,701千円減少し、為替の変動により前受収益が

20,418千円減少したものです。

純資産合計は、前年同期と比べ125,376千円減少し2,236,680千円となりました。研究開発の進捗により利益剰余金が

125,376千円減少したものです。

 

(3)　当事業年度の経営成績の分析

当事業年度において、事業収益は、武田薬品との共同事業化契約に基づく収益により170,178千円となりました。

事業費用は、前年同期と比べ162,176千円減少し308,603千円となりました。このうち研究開発費は243,512千円、販売費

及び一般管理費は65,090千円であります。

研究開発費については、主なものとして、支払報酬が199,058千円、委託研究費が113,177千円、試薬品費が68,128千円、給

与手当が 50,190千円発生しました。

販売費及び一般管理費については、主なものとして、役員報酬が65,429千円、顧問料が17,203千円、給与手当が12,580千

円、公租公課が10,506千円発生しました。

この結果、営業損失は138,424千円、経常損失は122,660千円、当期純損失は125,376千円となりました。

 

(4)　経営成績に重要な影響を与える要因について

当社は、武田薬品との間に共同事業化契約を締結しております。薬剤が上市されるまでの間、その契約の対価を収益に計

上することになりますが、本収益に関しては、その契約期間中の薬剤開発に関する対価であり、将来に渡る長期的かつ安定

的収益ではありません。従って、開発中の薬剤候補化合物が上市されるまでは、主として本収益のみの収益構造となる予定

であり、当該開発の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。

 

(5）経営戦略の現状と見通し

当社はＣＢＰ５０１の開発に関して、武田薬品との間に共同事業化契約を締結しております。この契約においては、当社

は費用、作業の両面について武田薬品と一定割合で担い、将来のプロモーション活動にも係わることを想定しております。

当社が相応の分担をすることによって、将来予想される収益を相応に確保するとともに、開発、販売に係わっていく中でノ

ウハウを蓄積し、当社の継続的な薬剤開発の強化に繋げることを企図しております。

 

(6)　資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、将来の収益のために薬剤の研究開発に先行して支出して

いるためマイナスの計上となっているものの、当事業年度は△142,060千円となり、前事業年度の△323,291千円よりもマ

イナスを181,230千円縮小しております。これは、武田薬品との共同事業化契約に基づく事業収益及び受取研究開発費によ

るものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の預入れ、払戻し、設備投資により生じております。前事業年

度の投資活動によるキャッシュ・フローは△632,727千円、当事業年度は△245,783千円でした。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは221,482千円でしたが、当事
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業年度においては発生しませんでした。

資金の流動性につきましては、定期預金への預入れに関して、資金の流動性に注意を払いながら設定しております。当事

業年度末における現金及び現金同等物の残高は366,663千円で、定期預金の残高は、1,800,000千円でした。

 

(7)　経営者の問題意識と今後の方針について

当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っ

ております。医療制度改革が検討されている中、医薬品市場も変化が生じることが予想されております。当社の開発する製

品が、その変化に対応できるだけでなく、当該市場をリードできるような製品になるよう、引き続き開発に注力していく方

針であります。

 
当第３四半期累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

(1)　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表

の作成にあたりましては、決算日における資産及び負債、会計期間における収益及び費用について会計上の見積りを必要

としております。この見積りに関しては、過去の実績、適切な仮定に基づいて合理的に計算しておりますが、実際の結果と

相違する場合があります。

 

(2)　当第３四半期会計期間の財政状態の分析

流動資産は、前事業年度末と比べ235,974千円減少し2,121,454千円となりました。現金及び預金が前事業年度末と比べ

378,809千円減少し1,787,854千円となる一方、業務量の増大に伴い臨床試験等の外部委託に係る前渡金が8,627千円増加

しました。

固定資産は、前事業年度末と比べ18,021千円減少し66,197千円となりました。

流動負債は、前事業年度末と比べ100,483千円減少し104,482千円となりました。業務量の増大に伴い未払金が28,581千

円増加し、また武田薬品からのバックアップ研究費に係る前受収益が112,320千円減少したものです。

純資産合計は、前事業年度末と比べ153,511千円減少し2,083,169千円となりました。研究開発の進捗により利益剰余金

が153,511千円減少したものです。

 

(3)　当第３四半期累計期間の経営成績の分析

当第３四半期累計期間において、事業収益は、武田薬品との共同事業化契約に基づく収益により112,320千円となりまし

た。

事業費用は、284,832千円となりました。このうち研究開発費は211,850千円、販売費及び一般管理費は72,981千円であり

ます。

研究開発費については、主なものとして、支払報酬が211,545千円、委託研究費が111,270千円、給与手当が 56,599千円発

生しました。

販売費及び一般管理費については、主なものとして、役員報酬が51,525千円が発生しました。

この結果、営業損失は172,512千円、経常損失は152,778千円、四半期純損失は153,511千円となりました。

 

(4)　経営成績に重要な影響を与える要因について

当社は、武田薬品との間に共同事業化契約を締結しております。薬剤が上市されるまでの間、その契約の対価を収益に計

上することになりますが、本収益に関しては、その契約期間中の薬剤開発に関する対価であり、将来に渡る長期的かつ安定

的収益ではありません。従って、開発中の薬剤候補化合物が上市されるまでは、主として本収益のみの収益構造となる予定

であり、当該開発の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
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(5）経営戦略の現状と見通し

当社はＣＢＰ５０１の開発に関して、武田薬品との間に共同事業化契約を締結しております。この契約においては、当社

は費用、作業の両面について武田薬品と一定割合で担い、将来の販促活動にも係わることを想定しております。当社が相応

の分担をすることによって、将来予想される収益を相応に確保するとともに、開発、販売に係わっていく中でノウハウを蓄

積し、当社の継続的な薬剤開発の強化に繋げることを企図しております。

 

(6)　資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、将来の収益のために臨床試験を含む薬剤の研究開発に先

行して支出しているためマイナスの計上となっている一方、武田薬品との共同事業化契約に基づく事業収益及び受取研究

開発費による収入により、当第３四半期累計期間は△366,676千円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の預入れ、払戻し、設備投資により生じております。当第３四

半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは387,870千円でした。

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期累計期間においては発生しませんでした。

資金の流動性につきましては、定期預金への預入れに関して、資金の流動性に注意を払いながら設定しております。当第

３四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は387,854千円で、定期預金の残高は、1,400,000千円でした。

 

(7)　経営者の問題意識と今後の方針について

当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っ

ております。医療制度改革が検討されている中、医薬品市場も変化が生じることが予想されております。当社の開発する製

品が、その変化に対応できるだけでなく、当該市場をリードできるような製品になるよう、引き続き開発に注力していく方

針であります。
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第３【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

当事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

当事業年度の設備投資については、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を実施しております。

当事業年度の設備投資の総額は44,510千円であり、研究用機器の購入などを実施しました。

 

当第３四半期累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日）

当第３四半期累計期間の設備投資については、研究開発機能の充実・強化並びに管理部門の機能強化などを目的とした設

備投資を実施しております。

当第３四半期累計期間の設備投資の総額は12,197千円であり、研究機器の購入及び経理ソフトウェアの購入などを実施し

ました。

 

２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

  平成21年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
(人)

建物
工具器具
及び備品

合計

本社・研究所
(静岡県沼津市)

本社機能
基礎研究

2,76532,35735,122 17

研究所分室
(静岡県沼津市)

簡易薬効試験 16,0891,17817,267 2

　（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．本社・研究所については建物を賃借しており、年間賃借料は7,752千円であります。

４．研究所分室については土地（面積85.39㎡）を賃借しており、年間賃借料は619千円であります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、研究開発用設備を中心に、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して決定しております。

　なお、平成21年６月30日現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

 

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

 

(2）重要な改修

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

　（注）　平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株

式総数は、7,920,000株増加し、8,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 2,166,200 非上場 （注）

計 2,166,200 － －

　（注）　１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行い、

１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ19に基づき発行した新株引受権は、次のとおりです。

（平成13年１月12日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） － －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 250 25,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 120,000 1,200

新株予約権の行使期間
平成15年２月１日から
平成22年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　120,000
資本組入額　 60,000

発行価格　　1,200
資本組入額　　600

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社の役員又は
従業員であること。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡したり、質権その他担保
権を設定する等の処分をすることが
できない。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

－ －

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による350株から、退職等の理由により権利を喪失した者の

新株予約権の目的となる株式の数を100株減じております。

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、株式１株当たりの発行価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げます。

調整後発行価額　＝　
調整前発行価額

分割・併合の比率

また、当社が株主割当増資（第三者割当増資の方法により株主全員に割当てる場合も含む）を行う場合、発行価額

を次の算式により調整します。

調整後発行価額　＝　
既発行株式数×調整前発行価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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②旧商法に基づき発行した新株引受権付社債は、次のとおりです。

（平成13年６月７日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） － －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 120,900 1,209

新株予約権の行使期間
平成13年７月１日から
平成23年６月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　120,900
資本組入額　 60,450

発行価格　　1,209
資本組入額　　604

新株予約権の行使の条件
権利行使時において当社の役員又
は従業員であること。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株引受権は、社債と分離して本
新株引受権証券のみで譲渡するこ
とができる。

同左

新株予約権付社債の残高（千円） － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

　（注）１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による800株から、退職等の理由により権利を喪失した者の

新株予約権の目的となる株式の数を300株減じております。

４．当社が(1)行使価額を下回る払込金額で普通株式を発行する場合、(2)株式の分割により普通株式を発行する場合、

あるいは、(3)行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる、又は普通株式の引受権を有する証券を

発行する場合は、行使価額を次の算式をもって調整します。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額×既発行株式数＋１株当たり払込金額×新発行株式数

既発行株式数＋新発行株式数

なお、この計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入します。

また、合併、資本の減少、株式の分割・併合等の場合においても適切に行使価額を調整します。
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③旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21並びに同第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

（平成14年５月25日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個）
（社内向け）　 　100
（社外向け）　　　20

（社内向け）　 　100
（社外向け）　　　20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（社内向け）　　 100
（社外向け）　　 200

（社内向け）　10,000
（社外向け）　20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200,000 2,000

新株予約権の行使期間

（社内向け）
平成16年11月28日から
平成24年 4月30日まで
 
（社外向け）
当社が株式を公開した日の6ヶ月経
過後から2年6ヶ月

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　200,000
資本組入額　100,000

発行価格　　2,000
資本組入額　1,000

新株予約権の行使の条件

（社内向け）
権利行使時においても、当社又は当
社の子会社の取締役、監査役、もし
くは従業員であることを要する。た
だし、当社又は当社の子会社の取締
役もしくは監査役を任期満了によ
り退任した場合、定年退職した場
合、その他正当な理由のある場合
等、当社取締役会が書面で認めた場
合については、この限りではない。
 
（社外向け）
権利行使時においても、当社の社外
コンサルタントの地位にあること
を要す。ただし、当社の社外コンサ
ルタントを顧問契約等で定められ
た期間の満了により退任した場合、
顧問契約等に特段の定めがある場
合、その他正当な理由のある場合に
はこの限りでない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による220個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を

100個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、400株から300株に減少しております。

　　　４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、株式１株当たりの権利行使価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げます。

 

調整後権利行使価額　＝　
調整前権利行使価額

分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、又は株式交換により完全親会社となる場合にも、発行又は移転す

る株式１株当たりの権利行使価額につき必要な調整を行います。
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（平成16年２月25日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 3,000 3,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,000 300,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 210,000 2,100

新株予約権の行使期間
平成16年3月19日から
平成26年2月25日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　210,000
資本組入額　105,000

発行価格　　2,100
資本組入額　1,050

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の行使は、行使しよう
とする新株予約権又は新株予約権
者について、後記に定める消却事
由が発生していないことを条件と
し、消却事由が生じた新株予約権
の行使は認められないものとす
る。ただし、取締役会の決議により
特に行使を認められた場合はこの
限りでない。

(2) 各新株予約権の行使に当たって
は、新株予約権1個の一部について
これを行使することはできないも
のとする。また、新株予約権の行使
の結果、新株予約権者に対して発
行される株式数は整数でなければ
ならず、1株未満の端数の部分につ
いては、株式を割り当てないもの
とする。

(3) 各新株予約権の行使に当たって
は、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」
に違反していないことを条件と
し、違反があった新株予約権の行
使は認められないものとする。

(4) 新株予約権者が以下の①ないし
②のいずれの身分にも該当しなく
なった場合は、残存する当該新株
予約権全部を無償で償却すること
ができる。
①　当社(当社の将来の子会社
も含む)の取締役、監査役
もしくは従業員

②　顧問、アドバイザー、コンサ
ルタントその他名目の如
何を問わず当社又は当社
子会社との間で委任、請負
等の協力関係にある者

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

 65/175



３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による4,000個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数

を1,000個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、4,000株から3,000株に減少して

おります。

　　　４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後権利行使価額　＝　
調整前権利行使価額

分割・併合の比率

当社が調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社株式を移転等

処分する場合、又は、調整前行使価額を下回る価額を新株１株の発行価額とする当社普通株式の新株予約権又は新

株予約権証券を発行する場合、次の行使価額調整式をもって行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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（平成17年５月27日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 580 580

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 580 58,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 300,000 3,000

新株予約権の行使期間
平成18年4月29日から
平成27年5月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 300,000
資本組入額　 150,000

発行価格　　 3,000
資本組入額　 1,500

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の行使は、行使しよう
とする新株予約権又は新株予約権
者について、後記に定める消却事
由が発生していないことを条件と
し、消却事由が生じた新株予約権
の行使は認められないものとす
る。ただし、取締役会の決議により
特に行使を認められた場合はこの
限りでない。

(2)各新株予約権の行使に当たって
は、新株予約権１個の一部につい
てこれを行使することはできない
ものとする。また、新株予約権の行
使の結果、新株予約権者に対して
発行される株式数は整数でなけれ
ばならず、１株未満の端数の部分
については、株式を割り当てない
ものとする。

(3)各新株予約権の行使に当たって
は、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」
に違反していないことを条件と
し、違反があった新株予約権の行
使は認められないものとする。

(4)新株予約権者が以下の①ないし②
のいずれの身分にも該当しなく
なった場合は、残存する当該新株
予約権全部を無償で償却すること
ができる。
①　当社(当社の将来の子会社
も含む)の取締役、監査役
もしくは従業員

②　顧問、アドバイザー、コンサ
ルタントその他名目の如
何を問わず当社又は当社
子会社との間で委任、請負
等の協力関係にある者

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。
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３．新株予約権の数は、臨時株主総会決議による620個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を

40個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、620株から580株に減少しております。

　　　４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額

分割・併合の比率

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら

保有する当社株式を移転等処分する場合、又は、時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る価額を新株１

株の発行価額とする当社普通株式の新株予約権又は新株予約権証券を発行する場合、次の行使価額調整式をもって

行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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④会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。

（平成19年９月11日定時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 73 53

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 73 5,300

新株予約権の行使時の払込金額（円） 345,000 3,450

新株予約権の行使期間
平成19年10月20日から
平成29年9月11日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 345,000
資本組入額　 172,500

発行価格　　 3,450
資本組入額　 1,725

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が下記①②のいずれの
地位にも該当しなくなった場合、本
新株予約権を行使できない。ただし、
当社取締役会において、特に認めた
場合は、この限りではない。
①当社及び当社子会社（将来の子会
社を含むものとする。）の役員
（取締役、監査役を含む）又は従
業員たる地位。
②当社の取締役会において社外協力
者（取引先、業務提携先、顧問、ア
ドバイザー、コンサルタント等当
社又は当社子会社との間で協力関
係にある者）として認定された地
位。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、会社の
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －
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区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

　当社が、会社法第２３６条第１項
八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれ
ぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式
交換、又は株式移転を行う場合に
は、当該時点において行使されてい
ない本新株予約権は消滅し、これに
代わる合併後存続する株式会社又
は合併により設立する株式会社、吸
収分割する株式会社がその事業に
関して有する権利義務の全部又は
一部を承継する株式会社、新設分割
により設立する株式会社、株式交換
をする株式会社の発行済株式の全
部を取得する株式会社、又は株式移
転により設立する株式会社（以下
「株式会社」という。）により発行
される新株予約権を本新株予約権
者に交付することとする。この場
合、当該合併、吸収分割、新設分割、
株式交換又は株式移転に際し、当社
と株式会社との間で締結される吸
収・新設合併契約（会社法第７４
９条第１項四号イ及び第７５３条
第１項十号イ）、吸収分割契約（会
社法第７５８条五号イ）、新設分割
計画（会社法第７６３条十号イ）、
株式交換契約（会社法第７６８条
第１項四号イ）又は株式移転計画
（会社法第７７３条第１項九号
イ）において株式会社が交付する
下記の新株予約権の内容を定める
ものとする。
①新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。

②新株予約権の数及び株式の数
　合併、吸収分割、新設分割、株式交換
又は株式移転の条件等を勘案の
上、合理的な調整がなされた新株
予約権の数及び付与株式の数とす
る。
③各新株予約権の行使の際の払込金
額
　合併、吸収分割、新設分割、株式交換
又は株式移転の条件等を勘案の
上、行使価額につき合理的な調整
がなされた額に、付与株式数を乗
じた額とする。
④新株予約権の行使期間
　上記新株予約権の行使期間に定め
る新株予約権の行使期間の開始日
と合併、吸収分割、新設分割、株式
交換又は株式移転の日のいずれか
遅い日から、上記新株予約権の行
使期間に定める新株予約権の行使
期間の満了日までとするが、行使
期間は合理的な調整をすることが
できる。

 

同左
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区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

 ⑤その他の新株予約権の行使条件
　上記新株予約権の行使の条件に準
じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
　新株予約権の譲渡につき、株式会
社の取締役会の承認を要するも
のとする。

 

 

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．新株予約権の数は、定時株主総会決議による73個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を

20個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の数は、73株から53株に減少しております。

４．当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当をする場合、又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を適切に調整し、調整により１株未満の端数が発生する場合は、これを切り上げます。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額　×　手続実施前の発行済普通株式総数

手続実施後の発行済普通株式総数

当社が調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合、又は、調整前行使価額を下回る価

額もって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付

新株予約権を発行する場合、又は調整前行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予

約権その他の証券もしくは権利を発行する場合、次の算式により行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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（平成21年５月22日臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） － 718

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） － 71,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） －
公募価額と同額。但し、公
募価額が2,100円を下
回った場合、2,100円。

新株予約権の行使期間 －
平成23年5月23日から
平成31年5月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

－

発行価格　　公募価額と同
額。但し、公
募価額が
2,100円を
下回った場
合、2,100
円。

資本組入額　資本金等増
加限度額の
２分の１

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が下記①②の
いずれの地位にも該当しな
くなった場合、本新株予約
権を行使できない。ただし、
当社取締役会において、特
に認めた場合は、この限り
ではない。
①当社及び当社子会社（将
来の子会社を含むものと
する。）の役員（取締役、
監査役を含む）又は従業
員たる地位。
②当社の取締役会において
社外協力者（取引先、業
務提携先、顧問、アドバイ
ザー、コンサルタント等
当社又は当社子会社との
間で協力関係にある者）
として認定された地位。
新株予約権者が、平成17年5
月27日臨時株主総会決議も
しくは平成19年９月11日定
時株主総会決議に基づく当
社発行の新株予約権の保有
者である場合、当該新株予
約権の権利を保有したまま
で本新株予約権を行使する
ことはできないものとす
る。ただし、当社株式の上場
日より１カ月経過した日も
しくは行使期間の始期前日
のいずれか早い日までに、
保有する当該新株予約権の
全部を権利放棄した場合を
除く。
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区分
最近事業年度末現在
（平成20年6月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の譲渡に関する事項 －
新株予約権を譲渡するに
は、会社の取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　当社が、会社法第２３６
条第１項八号イ、ロ、ハ、
ニ及びホによりそれぞれ
合併、吸収分割、新設分
割、株式交換、又は株式移
転を行う場合には、当該
時点において行使されて
いない本新株予約権は消
滅し、これに代わる合併
後存続する株式会社又は
合併により設立する株式
会社、吸収分割する株式
会社がその事業に関して
有する権利義務の全部又
は一部を承継する株式会
社、新設分割により設立
する株式会社、株式交換
をする株式会社の発行済
株式の全部を取得する株
式会社、又は株式移転に
より設立する株式会社
（以下「株式会社」とい
う。）により発行される
新株予約権を本新株予約
権者に交付することとす
る。この場合、当該合併、
吸収分割、新設分割、株式
交換又は株式移転に際
し、当社と株式会社との
間で締結される吸収・新
設合併契約（会社法第７
４９条第１項四号イ及び
第７５３条第１項十号
イ）、吸収分割契約（会
社法第７５８条五号
イ）、新設分割計画（会
社法第７６３条十号
イ）、株式交換契約（会
社法第７６８条第１項四
号イ）又は株式移転計画
（会社法第７７３条第１
項九号イ）において株式
会社が交付する下記の新
株予約権の内容を定める
ものとする。
①新株予約権の目的たる
株式の種類
普通株式とする。
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区分
最近事業年度末現在

（平成20年6月30日）
提出日の前月末現在
（平成21年７月31日）

  

②新株予約権の数及び株
式の数
　合併、吸収分割、新設分
割、株式交換又は株式
移転の条件等を勘案の
上、合理的な調整がな
された新株予約権の数
及び付与株式の数とす
る。
③各新株予約権の行使の
際の払込金額
　合併、吸収分割、新設分
割、株式交換又は株式
移転の条件等を勘案の
上、行使価額につき合
理的な調整がなされた
額に、付与株式数を乗
じた額とする。
④新株予約権の行使期間
　上記新株予約権の行使
期間に定める新株予約
権の行使期間の開始日
と合併、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株
式移転の日のいずれか
遅い日から、上記新株
予約権の行使期間に定
める新株予約権の行使
期間の満了日までとす
るが、行使期間は合理
的な調整をすることが
できる。
⑤その他の新株予約権の
行使条件
　上記新株予約権の行使
の条件に準じて決定す
る。
⑥新株予約権の譲渡制限
　新株予約権の譲渡につ
き、株式会社の取締役
会の承認を要するもの
とする。

（注）　１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

ります。

２．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の内容と同一であります。

３．当社が株式分割を実施する場合、普通株式の無償割当をする場合、又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を適切に調整し、調整により１株未満の端数が発生する場合は、これを切り上げます。

調整後行使価額　＝　
調整前行使価額　×　手続実施前の発行済普通株式総数

手続実施後の発行済普通株式総数

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合、又は、

時価(ただし、株式上場前は調整前行使価額)を下回る価額もって、その取得と引換えに会社の普通株式を交付する

取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権を発行する場合、又は調整前行使価額を下回る

価額をもって当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発行する場合、次の算式

により行使価額を調整します。

調整後行使価額　＝　
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成17年11月30日
（注）１

7,866 20,5171,179,9002,208,5851,179,9002,195,435

平成18年２月８日
（注）２

500 21,017 75,0002,283,58575,0002,270,435

平成19年４月16日
（注）３

645 21,662 111,2622,394,847111,2622,381,697

平成21年６月1日
　　　（注）４

2,144,5382,166,200 ― 2,394,847 ― 2,381,697

　（注）１　有償第三者割当
発行価格　　300,000円
資本組入額　150,000円
割当先　　　投資事業組合31名、ベンチャーキャピタル会社７名、事業会社（証券会社２名・外国会社１名含む）９

名及び外国籍公募投資信託１名
２　有償第三者割当
発行価格　　300,000円
資本組入額　150,000円
割当先　　　投資顧問ファンド１名及び事業会社１名

３　有償第三者割当
発行価格　　345,000円
資本組入額　172,500円
割当先　　　事業会社1名

４　株式分割　　（１：100）
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（５）【所有者別状況】

        平成21年６月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 2 3 75 2 － 6 88 －

所有株式数
（単元）

－ 415 500 18,157 440 － 2,150 21,662 －

所有株式数の
割合（％）

－ 1.91 2.31 83.81 2.03 － 9.93 100.00 －

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － －  

議決権制限株式（自己株式等） － －  

議決権制限株式（その他） － －  

完全議決権株式（自己株式等） － －  

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,166,200 21,662
権利内容に何ら制限
のない当社における
標準となる株式

単元未満株式 － －  

発行済株式総数 2,166,200 － －

総株主の議決権 － 21,662 －

 

②【自己株式等】

   平成21年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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（７）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。

当該制度による新株予約権並びに新株引受権の内容は次のとおりであります。

①旧商法第280条ノ19に基づき発行した新株引受権

（平成13年１月12日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成13年１月12日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　　３

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

 

②旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21並びに同第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権

（平成14年５月25日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成14年５月25日

付与対象者の区分及び人数（名）
従業員　　２
社外コンサルタント　　２

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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（平成16年２月25日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成16年２月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　　３

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

 

（平成17年５月27日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成17年５月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役　　１
監査役　　３
従業員　　５

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

 

③会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権

（平成19年９月11日定時株主総会決議）

決議年月日 平成19年９月11日

付与対象者の区分及び人数（名）
監査役　　１
従業員　　１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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（平成21年５月22日臨時株主総会決議）

決議年月日 平成21年５月22日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役　　１
監査役　　３
従業員　　15

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。

 

３【配当政策】

配当に関しては年１回の期末配当並びに業績に応じて中間配当を行うことを基本方針としておりますが、当社の現時点で

の事業ステージは、研究開発における先行投資の段階にあるため、当社は創業以来、株主に対する利益配当及び剰余金配当を

実施しておりません。

また、今後も当面は、資金を企業体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です

が、株主への利益還元も、重要な経営課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討

してまいります。

当社は、剰余金の配当につき、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」

旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役

会であります。

 

４【株価の推移】

　当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役
社長

－ 河邊　拓己 昭和33年7月24日生

平成 2年 3月　京都大学大学院分子医学系専攻修了　医

学博士取得

平成 2年 4月　京都大学ウィルス研究所助手

平成 3年10月　ワシントン大学（米国セントルイス）

留学

平成 8年 7月　名古屋市立大学医学部分子医学研究所

助手

平成12年 4月　同助教授就任

平成13年 3月　当社取締役就任

平成15年 5月　当社代表取締役社長就任（現任）

（注）２ －

取締役
副社長

研究開発部長 菅沼　正司 昭和39年4月19日生

平成 7年 3月　藤田保健衛生大学大学院臨床医学系専

攻修了　医学博士取得

平成 8年 4月　藤田保健衛生大学外科学助手

平成 9年 4月　名古屋市立大学医学部分子医学研究所

国内留学

平成11年 4月　藤田保健衛生大学外科学講師

平成12年 1月　当社代表取締役社長就任

平成15年 5月　当社代表取締役副社長就任

平成17年 9月　当社代表取締役副社長兼研究開発部長

平成21年 2月　当社取締役副社長兼研究開発部長

（現任）

（注）２ 50,000

取締役
 

最高財務責任者
兼 管理部長

加登住　眞 昭和39年3月30日生

昭和62年 4月　日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフ

コ）入社

平成10年 6月　㈱インフォマーク代表取締役就任

平成10年10月　㈲サンズ代表取締役就任

平成12年 4月　MBLベンチャーキャピタル㈱取締役就任

平成12年 9月　当社取締役就任

平成17年 9月　当社取締役管理部長

平成21年 5月　当社取締役最高財務責任者 兼 管理部

長（現任）

（注）２ －

取締役 － 矢部　隆 昭和19年2月21日生

昭和43年10月　㈱マキヤ入社

平成元年 6月　同社取締役就任

平成 9年 4月　同社代表取締役社長就任

平成12年 1月　当社取締役就任（現任）

平成17年 4月　㈱マキヤ代表取締役会長就任

（注）２ 65,000

監査役
（常勤）

－ 松﨑　恭子 昭和25年1月28日生
昭和48年 4月　日本コカコーラ㈱入社

平成15年 9月　当社常勤監査役就任（現任）
（注）３ －

監査役 － 白川　彰朗 昭和30年11月27日生

昭和56年11月　日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフ

コ）入社

平成 8年 4月　㈱アーバンコーポレイション取締役就

任

平成10年 2月　㈱インテリジェント・キャピタルゲイ

ト代表取締役就任（現任）

平成12年 5月　つばさハンズオンキャピタル㈱（現・

MUハンズオンキャピタル㈱）代表取締

役就任

平成18年 3月　当社監査役就任（現任）

平成18年10月　エス・アイ・ピー㈱取締役就任

（現任）

（注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監査役 － 古田　利雄 昭和37年2月4日生

平成 3年 4月　弁護士名簿登録（東京弁護士会登録）

平成 5年 4月　古田利雄法律事務所（現・弁護士法人

クレア法律事務所）設立・代表弁護士

（現任）

平成18年 9月　ナノキャリア㈱監査役就任（現任）

平成19年 9月　当社監査役就任（現任）

平成20年 2月　㈱イデアインターナショナル取締役就

任（現任）

（注）３ －

    計
 
115,000

　（注）１　監査役松﨑恭子、白川彰朗、古田利雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　平成21年５月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成22年６月期に係る定時株主総会終結の時まで

３　平成21年５月22日開催の臨時株主総会の終結の時から平成24年６月期に係る定時株主総会終結の時まで
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスに関する体制の強化を経営の最重要課題の一つとしております。経営の意思決定

において、その合理性、迅速性を追求する一方で、透明性、公正性を保つためコーポレート・ガバナンスの健全な体制を

維持できるよう、以下の機関設定、内部統制を実施しております。

 

2.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関・内部統制の関係を示す組織図

 

 

②　会社の機関・内部統制の内容

当社は内部統制システムを、下記経営組織・機関によって構成しております。また、当社は監査役制度採用会社であ

り、同制度のもと、社外監査役を活用することにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

 

（a）取締役会

毎月１回定期的に開催される取締役会並びに必要に応じて随時機動的に開催される臨時取締役会において、監査

役出席のもと、当社の経営に係わる重要事項に関し公正な意思決定を行っております。また、通常業務の執行に関し

ては、公正性を保ちつつ、業務フローにおける承認の迅速性を確保するため、社長以下簡潔な組織を構築しておりま

す。

取締役会は、現在４名で構成され、常勤取締役の業務執行の監視を行っております。
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（b）監査役会

監査役会を毎月１回、また必要に応じて随時開催しております。当社の監査役会の構成は監査役総数３名の全員

が社外監査役であり、かつ、社外監査役には、企業経営と企業法務に精通した人材を登用し、取締役会には監査役全

員が常に出席して、取締役の職務執行及び会社業務の監査を行っております。また、常勤監査役は監査役会以外に重

要な会議に出席し、決裁書類の閲覧等を随時行っているほか、全部署について計画的な業務監査を実施しておりま

す。さらに、必要に応じて適宜監査役間の協議を行い、監査役相互の意見交換を実施しております。

（c）内部監査責任者

内部監査については内部監査室（１名）が担当し、内部監査室長が監査責任者となっております。

（d）コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は原則、毎月１回の定例会議を開催しております。「コンプライアンスの体制・仕組み

づくり」を主な活動内容とし、状況に応じ、社長に対し助言を行います。

 

③　内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムといたしましては、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため、基本方針を次のよう

に定め、各職務を執行しております。

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

・取締役の職務の執行に係る情報を保存及び管理する。

・損失の危険の管理に関する規程を定め運用する。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人を置く、並びに当該使用人の取締

役からの独立性を確保する。

・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制を整える、またその

他監査役の監査が実効的に行われることを確保する。

・内部統制システムを構築して財務報告の信頼性を確保する。

・反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、不当要求や働きかけに対しては毅然と対応して

これを排除する。

これらを実現するため、組織規程（業務分掌、職務権限）、稟議規程等の諸規程を整備し、内部統制や責任体制を整

備するとともに、内部監査により内部牽制の機能する組織的な業務運営体勢を構築しております。

 

④　内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査は、年初に立案した監査計画に基づいて実施し、被監査部署との意見交換の後、社長に報告されてお

ります。

また、当社の監査役監査は、監査役３名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施し

ております。

なお当社では、内部監査担当者、監査役並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を

行っており、特に内部監査担当者及び常勤監査役は常時緊密な連携を行い、監査の継続的な改善に努めております。
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⑤　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した監査法人は、有限責任監査法人トーマツであり、当社の会計監査業務に係る補助者

は、公認会計士４名、その他６名であります。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等

指定有限責任社員　業務執行社員 長岡　弘樹

指定有限責任社員　業務執行社員 浅野　裕史

（注）継続監査年数については、７年以内であるため記載を省略しております。

 

⑥　社外監査役との関係

社外監査役と当社の間には、監査役松崎恭子宛20,000株、監査役白川彰朗宛10,000株、監査役古田利雄宛6,600株の

新株予約権の付与を除く他、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

3.リスク管理体制の整備の状況

当社は、会社の存続に係わる事案について、管理しなければならないリスクとし、危機管理規程を定めて、リスク管理を

遂行する体制を整えております。万一当該事案が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、社長が対策本部長を務めて、

対策本部設置後遅滞なく経営危機対応方針を審議するための臨時取締役会を招集し、決議された対応策を講じる体制と

なっております。

リスク管理に関連して、コンプライアンスに関する事項については、重要な契約、法的判断に関して、法律事務所と顧問

契約を締結し、適時相談して助言・指導を受ける体制を整えております。また、従業員には、それぞれの立場でコンプライ

アンスを自らの問題として捉え業務運営に当たるよう、研修や日常のミーティングで指導しております。

 

4.役員報酬の内容

当社の平成20年６月期の役員報酬の内容は次の通りであります。

区　分 支給人員 当年度支給額

 名 千円

取　締　役

（うち社外取締役）

３

（－）

52,329

（－）

監　査　役

（うち社外監査役）

３

（３）

13,100

（13,100）

合　　　計

（うち社外役員）

６

（３）

65,429

（13,100）

（注）１．平成19年９月11日開催の株主総会決議による取締役報酬限度額は、金銭による報酬等とストックオプションとし

て割り当てる新株予約権に関する報酬等とを合わせて年額100,000千円以内であります。

　　　２．平成19年９月11日開催の株主総会決議による監査役報酬限度額は、金銭による報酬等とストックオプションとして

割り当てる新株予約権に関する報酬等とを合わせて年額30,000千円以内であります。

　　　３．期末日現在の取締役は６名、監査役は３名であります。
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5.社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項及び当社定款第39条第２項に基づき、会社法第423条第１項に定める損害

賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定

する額としております。

 

6.会計監査人との責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第１項及び当社定款第42条に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任

について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する額と

しております。

 

7.取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

8.取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

9.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会

における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

10.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役

（取締役であった者を含む）、監査役（監査役であった者を含む）及び会計監査人（会計監査人であった者を含む）の損

害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 

11.中間配当の決定

当社は、機動的な資本政策を行えるよう、会社法第454条第５項の規定に基づき、剰余金の配当（中間配当）を取締役会

決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

7,000 1,352 9,000 5,197

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務報告に係る内部統制の導

入等に関する専門的助言業務であります。

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありませんが、監査人員数、監査日程等を勘案したうえで決定しております。
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第５【経理の状況】
 

１．財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

(1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平

成19年７月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいております。

 

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号。以

下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

(1）当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）の財務

諸表並びに金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日ま

で）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年３

月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）の四半期財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツより四半期レビューを受けております。

 

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツから名称

変更しております。

 

３．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年6月30日）
当事業年度

（平成20年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,354,530  2,166,663 

２．貯蔵品   1,649   1,175  

３．前渡金   22,743   36,002  

４．前払費用   7,557   7,895  

５．未収入金   98,693   142,564 

６．その他   3,228   3,127  

流動資産合計   2,488,40297.1  2,357,42896.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  65,115   66,520   

減価償却累計額  △33,322 31,792  △42,027 24,493  

(2) 工具器具及び備品  109,979   124,192   

減価償却累計額  △77,920 32,058  △70,826 53,365  

有形固定資産合計   63,8512.5  77,8593.2

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア   983   943  

(2) その他   220   220  

無形固定資産合計   1,2030.0  1,1630.0

３．投資その他の資産        

差入敷金保証金   4,532   5,196  

投資その他の資産合計   4,5320.2  5,1960.2

固定資産合計   69,5862.7  84,2183.4

Ⅲ　繰延資産        

新株発行費   3,778   －  

繰延資産合計   3,7780.2  － －

資産合計   2,561,768100.0  2,441,646100.0

        

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

 88/175



  
前事業年度

（平成19年6月30日）
当事業年度

（平成20年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ｉ　流動負債        

１．未払金   50,700   69,691  

２．未払費用   4,701   －  

３．未払法人税等   7,017   6,839  

４．未払消費税等   3,478   14,040  

５．預り金   1,074   2,075  

６．前受収益   132,738  112,320  

流動負債合計   199,7117.8  204,9668.4

負債合計   199,7117.8  204,9668.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,394,84793.5  2,394,84798.1

２．資本剰余金        

資本準備金  2,381,697   2,381,697   

資本剰余金合計   2,381,69793.0  2,381,69797.5

３．利益剰余金        

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △2,415,092   △2,540,469   

利益剰余金合計   △2,415,092△94.3  △2,540,469△104.0

株主資本合計   2,361,45292.2  2,236,07591.6

Ⅱ　新株予約権   604 0.0  604 0.0

純資産合計   2,362,05792.2  2,236,68091.6

負債純資産合計   2,561,768100.0  2,441,646100.0
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【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

  
当第3四半期会計期間末
（平成21年3月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  1,787,854

未収入金  271,914

その他  61,685

流動資産合計  2,121,454

固定資産   

有形固定資産  ※　52,389

無形固定資産  8,679

投資その他の資産  5,128

固定資産合計  66,197

資産合計  2,187,651

   

負債の部   

流動負債   

未払法人税等  3,240

その他  101,242

流動負債合計  104,482

負債合計  104,482

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,394,847

資本剰余金  2,381,697

利益剰余金  △2,693,980

株主資本合計  2,082,564

新株予約権  604

純資産合計  2,083,169

負債純資産合計  2,187,651
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　事業収益   56,101100.0  170,178100.0

Ⅱ　事業費用        

１．研究開発費 ※1 367,612   243,512   

２．販売費及び一般管理費 ※2 103,167470,779839.2 65,090308,603181.3

営業損失   414,678△739.2  138,424△81.3

Ⅲ　営業外収益        

１．受取利息  4,260   13,311   

２．有価証券利息  －   373   

３．為替差益  －   5,622   

４．その他  103 4,3647.8 235 19,54211.4

Ⅳ　営業外費用        

１．新株発行費償却  3,778   3,778   

２．株式交付費  1,042   －   

３．為替差損  4,066 8,88715.8 － 3,778 2.2

経常損失   419,200△747.2  122,660△72.1

Ⅴ　特別損失        

固定資産除却損 ※3 29 29 0.1 1,739 1,739 1.0

税引前当期純損失   419,230△747.3  124,399△73.1

法人税、住民税及び事業
税

  1,7683.1  977 0.6

当期純損失   420,998△750.4  125,376△73.7
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【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】

  （単位：千円）

  
当第3四半期累計期間
（自　平成20年 7月 1日
至　平成21年 3月31日）

事業収益  112,320

事業費用   

研究開発費  ※1　211,850

販売費及び一般管理費  ※2　 72,981

事業費用合計  284,832

営業損失（△）  △172,512

営業外収益   

受取利息  8,787

為替差益  10,823

その他  121

営業外収益合計  19,733

経常損失（△）  △152,778

税引前四半期純損失（△）  △152,778

法人税、住民税及び事業税  732

四半期純損失（△）  △153,511
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【第3四半期会計期間】

  （単位：千円）

  
当第3四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
至　平成21年3月31日）

事業収益  37,440

事業費用   

研究開発費  ※1　79,023

販売費及び一般管理費  ※2　25,937

事業費用合計  104,960

営業損失（△）  △67,520

営業外収益   

受取利息  2,777

その他  107

営業外収益合計  2,884

営業外費用   

為替差損  8,287

営業外費用合計  8,287

経常損失（△）  △72,922

税引前四半期純損失（△）  △72,922

法人税、住民税及び事業税  244

四半期純損失（△）  △73,167
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年7月 1日　至　平成19年6月30日）

 

株主資本

新株予約
権

新株引受
権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年6月30日残高
（千円）

2,283,5852,270,4352,270,435△1,994,093△1,994,0932,559,926－ 6042,560,531

事業年度中の変動額          

新株の発行 111,262111,262111,262   222,525   222,525

当期純損失    △420,998△420,998△420,998   △420,998

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

      604 △604 －

事業年度中の変動額合計
（千円）

111,262111,262111,262△420,998△420,998△198,473604 △604△198,473

平成19年6月30日残高
（千円）

2,394,8472,381,6972,381,697△2,415,092△2,415,0922,361,452604 － 2,362,057

 

当事業年度（自　平成19年7月 1日　至　平成20年6月30日）

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年6月30日残高
（千円）

2,394,8472,381,6972,381,697△2,415,092△2,415,0922,361,4526042,362,057

事業年度中の変動額         

当期純損失    △125,376△125,376△125,376  △125,376

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △125,376△125,376△125,376 － △125,376

平成20年6月30日残高
（千円）

2,394,8472,381,6972,381,697△2,540,469△2,540,4692,236,0756042,236,680
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１．税引前当期純損失  △419,230 △124,399

２．減価償却費  18,629 29,412

３．繰延資産償却額  3,778 3,778

４．株式交付費  1,042 －

５．受取利息  △4,260 △13,685

６．為替差損益（差益：△）  △11 22

７．その他  77,032 △49,207

小計  △323,020 △154,078

利息の受取額  1,233 13,786

法人税等の支払額  △1,504 △1,768

営業活動によるキャッシュ・フロー  △323,291 △142,060

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．定期預金の預入による支出  △1,500,000 △3,200,000

２．定期預金の払戻による収入  900,000 3,000,000

３．有価証券の取得による支出  － △100,000

４．有価証券の償還による収入  － 100,000

５．有形固定資産の取得による支出  △32,223 △44,510

６．無形固定資産の取得による支出  △1,000 △200

７．その他  496 △1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー  △632,727 △245,783

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  221,482 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  221,482 －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11 △22

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △734,523 △387,867

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,489,054 754,530

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高
 
※

754,530 366,663
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【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

  
当第3四半期累計期間
（自　平成20年7月 1日
至　平成21年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△）  △152,778

減価償却費  30,150

受取利息  △8,787

為替差損益（△は益）  2

その他  △244,331

小計  △375,744

利息の受取額  10,044

法人税等の支払額  △977

営業活動によるキャッシュ・フロー  △366,676

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △2,200,000

定期預金の払戻による収入  2,600,000

有形固定資産の取得による支出  △3,317

無形固定資産の取得による支出  △8,880

その他  68

投資活動によるキャッシュ・フロー  387,870

財務活動によるキャッシュ・フロー  －

現金及び現金同等物に係る換算差額  △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  21,190

現金及び現金同等物の期首残高  366,663

現金及び現金同等物の四半期末残高  ※　387,854
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

最終仕入原価法による原価法

 

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

定率法（ただし、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　３～15年

工具器具及び備品　２～６年

 

同左

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

 

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費

平成18年6月30日以前に計上した新

株発行費については３年にわたり均等

償却しております。

なお、当事業年度より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年8月11日　

実務対応報告第19号）を適用しており

ます。

当事業年度に発生した株式交付費に

ついては、企業規模拡大のために行う

資金調達等の財務活動に係るものに該

当しないため、支出時に費用として処

理しております。

平成18年6月30日以前に計上した新

株発行費については３年にわたり均等

償却しております。

 

４．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

同左

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

同左
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【表示方法の変更】
前事業年度

（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

前事業年度に純資産の部の「新株引受権」として表示

しておりました新株引受権付社債の新株引受権の対価部

分については、「金融商品会計に関する実務指針」（会計

制度委員会報告第14号）が平成18年10月20日付で改正さ

れたことに伴い、当事業年度から純資産の部の「新株予約

権」として表示しております。

─
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【注記事項】

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

※１．　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１．　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

受取研究開発費　　　　　　　 △77,528千円

委託研究費　　　　　　　　　　161,445千円

試薬品費　　　　　　　　　　　 33,776千円

給与手当　　　　　　　　　　　 36,937千円

支払報酬　　　　　　　　　　　131,937千円

減価償却費　　　　　　　　　　 18,359千円

受取研究開発費　　　　　　　△297,147千円

委託研究費　　　　　　　　　　113,177千円

試薬品費　　　　　　　　　　　 68,128千円

研究用消耗品費　　　　　　　　 27,673千円

給与手当　　　　　　　　　　　 50,190千円

支払報酬　　　　　　　　　　　199,058千円

減価償却費　　　　　　　　　　 29,109千円

※２．　販売費に属する費用の割合は16.0％、一般管理費

に属する費用の割合は、84.0％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．　販売費に属する費用の割合は、13.5％、一般管理

費に属する費用の割合は、86.5％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

受取研究開発費　　　　　　　 △16,562千円

役員報酬　　　　　　　　　　　 51,630千円

給与手当　　　　　　　　　　　 11,251千円

法定福利費　　　　　　　　　　　5,684千円

旅費交通費　　　　　　　　　　　6,090千円

公租公課　　　　　　　　　　　 10,568千円

顧問料　　　　　　　　　　　　 11,121千円

受取研究開発費　　　　　　　 △74,116千円

役員報酬　　　　　　　　　　　 65,429千円

給与手当　　　　　　　　　　　 12,580千円

法定福利費　　　　　　　　　　　6,338千円

旅費交通費　　　　　　　　　　　7,483千円

公租公課　　　　　　　　　　　 10,506千円

支払手数料　　　　　　　　　　　5,863千円

顧問料　　　　　　　　　　　　 17,203千円

※３．　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

※３．　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具器具及び備品　　　　　　　　　　29千円

 

工具器具及び備品　　　　　　　　1,330千円

解体撤去費用　　　　　　　　　　　409千円

計 　　　　　　　　　　　　1,739千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

１．発行済株式に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 21,017 645 － 21,662

合計 21,017 645 － 21,662

（注）　普通株式の発行済株式の増加645株は、平成19年4月16日を払込期日とする第三者割当増資による増加であります。

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
新株引受権付社債の新株
引受権

普通株式 500 － － 500 604

合計 ― 500 － － 500 604

（注）上表の新株予約権等は権利行使可能なものであります。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

１．発行済株式に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 21,662 － － 21,662

合計 21,662 － － 21,662

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
新株引受権付社債の新株
引受権

普通株式 500 － － 500 604

合計 ― 500 － － 500 604

（注）上表の新株予約権等は権利行使可能なものであります。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定　　　　　　　　　　2,354,530千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　△1,600,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　　　　754,530千円

現金及び預金勘定　　　　　　　　　　2,166,663千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　△1,800,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　　　　366,663千円

 

（リース取引関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

 新株引受権 第1回新株予約権（注２） 第1回新株予約権（注２）

付与対象者の区分及び人数 取締役5名 社外コンサルタント1名 社外コンサルタント1名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　350株 普通株式　100株 普通株式　100株

付与日 平成13年1月12日 平成14年7月22日 平成14年11月27日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社の事前の承認を得た場

合は除く。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成15年2月1日から平成22

年12月31日まで。

当社が株式を公開した日の

6ヶ月経過後から2年6ヶ月

当社が株式を公開した日の

6ヶ月経過後から2年6ヶ月

 

 第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 取締役1名、従業員2名 取締役4名 取締役1名、監査役3名、従業

員6名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　200株 普通株式　4,000株 普通株式　620株

付与日 平成14年11月27日 平成16年3月17日 平成18年4月28日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、定年退職等正当な

理由があるときはこの限り

ではない。

権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社取締役会において、本

新株予約権の継続所有を特

に認められた場合は、この

限りではない。

権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会にお

いて、本新株予約権の継続

所有を特に認められた場合

は、この限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成16年11月28日から平成

24年4月30日まで。

平成16年3月19日から平成

26年2月25日まで。

平成18年4月29日から平成

27年5月27日まで。

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．第1回新株予約権は、自社株式オプションであります。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成19年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 新株引受権 第1回新株予約権 第2回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）    

前事業年度末 － 200 －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － 200 －

権利確定後　　　　　　　（株）    

前事業年度末 250 － 100

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 250 － 100

 

 第3回新株予約権 第4回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）   

前事業年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　　（株）   

前事業年度末 3,000 620

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － 40

未行使残 3,000 580

 

②単価情報

 
新株引受権

第1回

新株予約権

第2回

新株予約権

第3回

新株予約権

第4回

新株予約権

権利行使価格　（円） 120,000200,000200,000210,000300,000

行使時平均株価（円） － － － － －

付与日における公正な評

価単価（円）
－ － － － －

 

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
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当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

１．当事業年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

 新株引受権 第1回新株予約権

（注２）

第1回新株予約権

（注２）

付与対象者の区分及び人数 取締役5名 社外コンサルタント1名 社外コンサルタント1名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　350株 普通株式　100株 普通株式　100株

付与日 平成13年1月12日 平成14年7月22日 平成14年11月27日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社の事前の承認を得た場

合は除く。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成15年2月1日から平成22

年12月31日まで。

当社が株式を公開した日の

6ヶ月経過後から2年6ヶ月

当社が株式を公開した日の

6ヶ月経過後から2年6ヶ月

 

 第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 取締役1名、従業員2名 取締役4名 取締役1名、監査役3名、従業

員6名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　200株 普通株式　4,000株 普通株式　620株

付与日 平成14年11月27日 平成16年3月17日 平成18年4月28日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、定年退職等正当な

理由があるときはこの限り

ではない。

権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社取締役会において、本

新株予約権の継続所有を特

に認められた場合は、この

限りではない。

権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会にお

いて、本新株予約権の継続

所有を特に認められた場合

は、この限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成16年11月28日から平成

24年4月30日まで。

平成16年3月19日から平成

26年2月25日まで。

平成18年4月29日から平成

27年5月27日まで。

 

 第5回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 監査役1名、従業員2名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　73株

付与日 平成19年10月19日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会におい

て、本新株予約権の継続所有

を特に認められた場合は、こ

の限りではない。

対象勤務期間 －

権利行使期間 平成19年10月20日から平成

29年9月11日まで。

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．第1回新株予約権は、自社株式オプションであります。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成20年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 新株引受権 第1回新株予約権 第2回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）    

前事業年度末 － 200 －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － 200 －

権利確定後　　　　　　　（株）    

前事業年度末 250 － 100

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 250 － 100

 

 第3回新株予約権 第4回新株予約権 第5回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）    

前事業年度末 － － －

付与 － － 73

失効 － － －

権利確定 － － 73

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　　（株）    

前事業年度末 3,000 580 －

権利確定 － － 73

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 3,000 580 73

 

②単価情報

 
新株引受権

第1回

新株予約権

第2回

新株予約権

第3回

新株予約権

第4回

新株予約権

第5回

新株予約権

権利行使価格　（円） 120,000200,000200,000210,000300,000345,000

行使時平均株価（円） － － － － － －

付与日における公正な

評価単価（円）
－ － － － － －

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与した第5回ストック・オプションについて、当社は未公開企業であるため、公正な評価単価を本源

的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。

①　１株当たり評価方法及び１株当たりの評価額

平成19年4月16日第三者割当増資における株価　　　　　　345,000円

②　新株予約権の行使価額　　　　　　　　　　　　　　　　 345,000円

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため単位あたりの本源的価値はゼロとなり、ス

トック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
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４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

 

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使され

たストック・オプションの権利行使日における本源的価値

①　当事業年度末における本源的価値の合計額　0円

②　当事業年度に権利行使されたストック・オプションはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

繰越欠損金 893,649千円

その他 60,287千円

繰延税金資産小計 953,937千円

評価性引当額 △953,937千円

繰延税金資産合計 －千円

　

 

繰越欠損金 938,440千円

その他 50,047千円

繰延税金資産小計 988,488千円

評価性引当額 △988,488千円

繰延税金資産合計 －千円

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の増減 △39.4％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.4％

　

 

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の増減 △27.8％

繰越欠損金の消滅 △11.8％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.8％

　

 

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

役員

矢部　隆 － － 当社取締役

㈱マキヤ

代表取締役

会長

被所有

直接

3.0％

－ － ㈱マキヤか

らの土地・

建物の賃借

(注１)

8,371差入

敷金保

証金

3,830

（注）　１．矢部隆が第三者（㈱マキヤ）の代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢
等の変動により双方協議の上、改定することとなっております。

２．上記金額の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 

当事業年度（自　平成19年7月1日　至　平成20年6月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上の

関係

役員

矢部　隆 － － 当社取締役

㈱マキヤ

代表取締役

会長

被所有

直接

3.0％

－ － ㈱マキヤか

らの土地・

建物の賃借

(注１)

8,371差入

敷金保

証金

3,830

（注）　１．矢部隆が第三者（㈱マキヤ）の代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢
等の変動により双方協議の上、改定することとなっております。

２．上記の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

 

１株当たり純資産額 109,013円60銭

１株当たり当期純損失金額 19,904円44銭

　

 

１株当たり純資産額 103,225円73銭

１株当たり当期純損失金額 5,787円86銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

１． １株当たり純資産額

項目
前事業年度

(平成19年6月30日)
当事業年度

(平成20年6月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
2,362,057 2,236,680

普通株式に係る純資産額（千円） 2,361,452 2,236,075

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株

当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式に係る事業年度末の純資産額との差

額（千円）

604 604

　　　（うち新株予約権） （604） （604）

普通株式の発行済株式数（株） 21,662 21,662

普通株式の自己株式数（株） － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
21,662 21,662

 

２． １株当たり当期純損失金額

項目
前事業年度

(自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日)

当事業年度
(自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日)

当期純損失（千円） 420,998 125,376

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 420,998 125,376

期中平均株式数（株） 21,151 21,662

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19第１項の規

定に基づく新株引受権及び第１回

分離型無担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予約権４種

類（新株予約権の数3,700個）。

なお、旧商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引受権、第１

回分離型無担保新株引受権付社債

の新株引受権並びに新株予約権の

概要は「第４　提出会社の状況 1.

株式等の状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

旧商法第280条ノ19第１項の規

定に基づく新株引受権及び第１回

分離型無担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予約権５種

類（新株予約権の数3,773個）。

なお、旧商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引受権、第１

回分離型無担保新株引受権付社債

の新株引受権並びに新株予約権の

概要は「第４　提出会社の状況 1.

株式等の状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年7月 1日
至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
至　平成20年6月30日）

 1．株式の分割

＿＿＿＿＿
当社は、平成21年５月14日開催の取締役会において、次

のとおり株式分割による新株式の発行を決議しておりま
す。

 
平成21年６月１日付をもって普通株式１株につき100株

に分割します。

 (1）分割により増加する株式数

 普通株式　　　　　　　　　　2,144,538株

 (2）分割方法

 

平成21年５月31日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき100株の割合を持って

分割します。

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し、かつ前事業

年度における新株発行数にも当該株式分割における分割

割合を適用した場合の前事業年度における１株当たり情

報及び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。

 

 

前事業年度 当事業年度

1株当たり純資産額

1,090円13銭

 

1株当たり純資産額

1,032円25銭

 

１株当たり当期純損失金額

199円04銭

 

１株当たり当期純損失金額

57円87銭

 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純

損失であるため記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純

損失であるため記載してお

りません。
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前事業年度
（自　平成18年7月 1日
　至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
　至　平成20年6月30日）

 ２．ストック・オプションとしての新株予約権の付与

＿＿＿＿＿ 当社は、平成21年５月22日開催の臨時株主総会決議及び

平成21年5月22日開催の取締役会決議に基づき、平成21年

5月23日付で当社取締役、監査役及び従業員に対し、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック

・オプションとしての新株予約権の付与を次のとおり

行っております。なお、平成21年5月14日開催の取締役会

決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につ

き100株の分割を行っておりますが、下記株数は分割前の

株数で記載しております。

 （１） 新株予約権を発行する理由

 当社取締役及び従業員の、当社の業績向上に

対する貢献意欲や士気を一層高めること及び

監査役による適正な監査業務の遂行による当

社の健全な成長を図ることを目的としており

ます。

 
 （２） 新株予約権の発行価額

 無償

 
 （３） 新株予約権の割当日

 平成21年5月23日

 
 （４） 新株予約権の内容

 ① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 当社普通株式 718株

 ② 新株予約権の総数

 718個

 この内、当社取締役及び監査役に付与する

新株予約権はそれぞれ200個及び183個。

 ③ 新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

 発行価格　　　公募価額と同額。但し、公募価

額が210,000円を下回っ

た場合、210,000円。

 資本組入額　　資本金等増加限度額の2分の

１

 なお、当社が株式分割を実施する場合、普

通株式の無償割当をする場合、又は株式併

合を行う場合は、次の算式により発行価額

を適切に調整し、調整により１株未満の端

数が発生する場合は、これを切り上げます。

  

調整後発行価額 ＝
調整前発行価額×手続実施前の発行済普通株式総数

手続実施後の発行済普通株式総数
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前事業年度
（自　平成18年7月 1日
　至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
　至　平成20年6月30日）

 
 

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前

発行価額)を下回る払込金額をもって当社

普通株式を交付する場合、又は、時価(ただ

し、株式上場前は調整前発行価額)を下回

る価額もって、その取得と引換えに会社の

普通株式を交付する取得条項付株式、取得

請求権付株式若しくは取得条項付新株予

約権を発行する場合、又は調整前発行価額

を下回る価額をもって当社の普通株式の

交付を請求できる新株予約権その他の証

券若しくは権利を発行する場合、次の算式

により発行価額を調整します。

  

調整後発行価額＝
既発行株式数×調整前発行価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　

 ④ 新株予約権の行使期間

 平成23年5月23日から平成31年5月23日

まで

 

 ⑤ 新株予約権の行使の条件

 新株予約権者が下記a、bのいずれの地位
にも該当しなくなった場合、本新株予約権
を行使できない。ただし、当社取締役会に
おいて、特に認めた場合は、この限りでは
ない。

 a.当社及び当社子会社（将来の子会社を
含むものとする。）の役員（取締役、監
査役を含む）又は従業員たる地位。

 b.当社の取締役会において社外協力者
（取引先、業務提携先、顧問、アドバイ
ザー、コンサルタント等当社又は当社子
会社との間で協力関係にある者）とし
て認定された地位。

 新株予約権者が、平成17年5月27日臨時

株主総会決議若しくは平成19年９月11日

定時株主総会決議に基づく当社発行の新

株予約権の保有者である場合、当該新株

予約権の権利を保有したままで本新株予

約権を行使することはできないものとす

る。ただし、当社株式の上場日より１カ月

経過した日若しくは行使期間の始期前日

のいずれか早い日までに、保有する当該

新株予約権の全部を権利放棄した場合を

除く。

 ⑥　新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するためには、会社の

取締役会の承認を要する。

 ⑦　代用払込みに関する事項

 該当なし。
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前事業年度
（自　平成18年7月 1日
　至　平成19年6月30日）

当事業年度
（自　平成19年7月 1日
　至　平成20年6月30日）

 ⑧ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

 当社が、会社法第２３６条第１項八号
イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、
吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式
移転を行う場合には、当該時点において
行使されていない本新株予約権は消滅
し、これに代わる合併後存続する株式会
社又は合併により設立する株式会社、吸
収分割する株式会社がその事業に関して
有する権利義務の全部又は一部を承継す
る株式会社、新設分割により設立する株
式会社、株式交換をする株式会社の発行
済株式の全部を取得する株式会社、又は
株式移転により設立する株式会社（以下
「株式会社」という。）により発行され
る新株予約権を本新株予約権者に交付す
ることとする。この場合、当該合併、吸収
分割、新設分割、株式交換又は株式移転に
際し、当社と株式会社との間で締結され
る吸収・新設合併契約（会社法第７４９
条第１項四号イ及び第７５３条第１項十
号イ）、吸収分割契約（会社法第７５８
条五号イ）、新設分割計画（会社法第７
６３条十号イ）、株式交換契約（会社法
第７６８条第１項四号イ）又は株式移転
計画（会社法第７７３条第１項九号イ）
において株式会社が交付する下記の新株
予約権の内容を定めるものとする。

 a.新株予約権の目的たる株式の種類
 普通株式とする。
 b.新株予約権の数及び株式の数
 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は

株式移転の条件等を勘案の上、合理的な
調整がなされた新株予約権の数及び付与
株式の数とする。

 c.各新株予約権の行使の際の払込金額
 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は

株式移転の条件等を勘案の上、行使価額
につき合理的な調整がなされた額に、付
与株式数を乗じた額とする。

 d.新株予約権の行使期間
 上記新株予約権の行使期間に定める新株

予約権の行使期間の開始日と合併、吸収
分割、新設分割、株式交換又は株式移転の
日のいずれか遅い日から、上記新株予約
権の行使期間に定める新株予約権の行使
期間の満了日までとするが、行使期間は
合理的な調整をすることができる。

 e.その他の新株予約権の行使条件
 上記新株予約権の行使の条件に準じて決

定する。
 f.新株予約権の譲渡制限
 新株予約権の譲渡につき、株式会社の取

締役会の承認を要するものとする。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第3四半期会計期間末
（平成21年3月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は141,640千円であり

ます。

 

（四半期損益計算書関係）

当第3四半期累計期間
（自　平成20年7月 1日
至　平成21年3月31日）

※１．　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

受取研究開発費　　　　　　 △277,721千円

委託研究費　　　　　　　　　 111,270千円

給与手当　　　　　　　　　　　56,599千円

支払報酬　　　　　　　　　　 211,545千円

※２．　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

受取研究開発費　　　　　　　△48,272千円

役員報酬　　　　　　　　　　　51,525千円

 

 

当第3四半期会計期間
（自　 平成21年1月 1日
　至　 平成21年3月31日）

※１．　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

受取研究開発費　　　　　　　△86,153千円

委託研究費　　　　　　　　　　43,791千円

給与手当　　　　　　　　　　　19,454千円

支払報酬　　　　　　　　　　　63,026千円

※２．　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

受取研究開発費　　　　　　　△17,143千円

役員報酬　　　　　　　　　　　17,175千円

顧問料　　　　　　　　　　　　 6,857千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第3四半期累計期間
（自　平成20年7月 1日
至　平成21年3月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年3月31日現在）

現金及び預金勘定　　　　　　　　　　1,787,854千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　△1,400,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　　　　387,854千円
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（株主資本等関係）

当第3四半期会計期間末（平成21年3月31日）及び当第3四半期累計期間（自　平成20年7月１日　至　平成21年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　21,662株

 

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

新株引受権付社債の新株引受権

新株予約権の目的となる株式の種類　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　　 500株

新株予約権の四半期会計期間末残高　　 604千円

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

1.　1株当たり純資産額

当第3四半期会計期間末

（平成21年3月31日）

1株当たり純資産額 96,139円07銭

 

（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第3四半期会計期間末

（平成21年3月31日）

純資産の部の合計額（千円） 2,083,169

普通株式に係る純資産額（千円） 2,082,564

差額の主な内訳（千円）

新株予約権 604

普通株式の発行済株式数（株） 21,662

普通株式の自己株式数（株） －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
21,662

 

2.　1株当たり四半期純損失金額

当第3四半期累計期間
（自　平成20年7月 1日

　　　　　 至　平成21年3月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
至　平成21年3月31日）

1株当たり四半期純損失金額 7,086円65銭1株当たり四半期純損失金額　　　　　3,377円67銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期純損失であるため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期純損失であるため、記載しておりません。

 

（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第3四半期累計期間
（自　平成20年7月 1日
　 至　平成21年3月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　至　平成21年3月31日）

四半期純損失（千円） 153,511 73,167

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 153,511 73,167

期中平均株式数（株） 21,662 21,662

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式で、前事業年

度末から重要な変動があったものの概

要

－ －
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（重要な後発事象）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　至　平成21年3月31日）

1．株式の分割

当社は、平成21年５月14日開催の取締役会において、次

のとおり株式分割による新株式の発行を決議しておりま

す。

平成21年６月１日付をもって普通株式１株につき100株

に分割します。

(1)分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　　　　2,144,538株

(2)分割方法

平成21年５月31日最終の株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株につき100株の割合を

持って分割します。

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当

第３四半期累計（会計）期間における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末

961円39銭
　
１株当たり四半期純損失金額
当第３四半期累計期間 当第３四半期会計期間

１株当たり四半期純損失金額
70円86銭

 
なお、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在
するものの１株当たり四半
期純損失であるため記載し
ておりません。

１株当たり四半期純損失金額
33円77銭

 
なお、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在
するものの１株当たり四半
期純損失であるため記載し
ておりません。
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当第３四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　　至　平成21年3月31日）

２．ストック・オプションとしての新株予約権の付与

当社は、平成21年５月22日開催の臨時株主総会決議及

び平成21年5月22日開催の取締役会決議に基づき、平成

21年5月23日付で当社取締役、監査役及び従業員に対し、

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくス

トック・オプションとしての新株予約権の付与を次の

とおり行っております。なお、平成21年5月14日開催の取

締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１

株につき100株の分割を行っておりますが、下記株数は

分割前の株数で記載しております。

（１）　新株予約権を発行する理由

当社取締役及び従業員の、当社の業績向上

に対する貢献意欲や士気を一層高めること及

び監査役による適正な監査業務の遂行による

当社の健全な成長を図ることを目的としてお

ります。

 

（２）　新株予約権の発行価額

無償

 

（３）　新株予約権の割当日

平成21年5月23日

 

（４）　新株予約権の内容

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 718株

② 新株予約権の総数

718個

この内、当社取締役及び監査役に付与する新

株予約権はそれぞれ200個及び183個。

③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　公募価額と同額。但し、公募価

額が210,000円を下回った

場合、210,000円。

資本組入額　　資本金等増加限度額の2分の 

１

なお、当社が株式分割を実施する場合、普通株

式の無償割当をする場合、又は株式併合を行う

場合は、次の算式により発行価額を適切に調整

し、調整により１株未満の端数が発生する場合

は、これを切り上げます。

 

調整後発行価額　＝
調整前発行価額 × 手続実施前の発行済普通株式総数

手続実施後の発行済普通株式総数
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当第３四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　　至　平成21年3月31日）

当社が時価(ただし、株式上場前は調整前

発行価額)を下回る払込金額をもって当社

普通株式を交付する場合、又は、時価(ただ

し、株式上場前は調整前発行価額)を下回る

価額をもって、その取得と引換えに会社の

普通株式を交付する取得条項付株式、取得

請求権付株式若しくは取得条項付新株予約

権を発行する場合、又は調整前発行価額を

下回る価額をもって当社の普通株式の交付

を請求できる新株予約権その他の証券若し

くは権利を発行する場合、次の算式により

発行価額を調整します。

 

調整後発行価額＝
既発行株式数×調整前発行価額＋新発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

④ 新株予約権の行使期間

平成23年5月23日から平成31年5月23日ま

で

 

⑤ 新株予約権の行使の条件

新株予約権者が下記a、bのいずれの地位に
も該当しなくなった場合、本新株予約権を行
使できない。ただし、当社取締役会において、
特に認めた場合は、この限りではない。
a.当社及び当社子会社（将来の子会社を
含むものとする。）の役員（取締役、監
査役を含む）又は従業員たる地位。

b.当社の取締役会において社外協力者
（取引先、業務提携先、顧問、アドバイ
ザー、コンサルタント等当社又は当社
子会社との間で協力関係にある者）と
して認定された地位。

新株予約権者が、平成17年5月27日臨時株

主総会決議若しくは平成19年９月11日定時

株主総会決議に基づく当社発行の新株予約

権の保有者である場合、当該新株予約権の権

利を保有したままで本新株予約権を行使す

ることはできないものとする。ただし、当社

株式の上場日より１カ月経過した日若しく

は行使期間の始期前日のいずれか早い日ま

でに、保有する当該新株予約権の全部を権利

放棄した場合を除く。

⑥ 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するためには、会社の取

締役会の承認を要する。

⑦ 代用払込みに関する事項

該当なし。
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当第３四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　　至　平成21年3月31日）

⑧ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

当社が、会社法第２３６条第１項八号

イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合

併、吸収分割、新設分割、株式交換、又は

株式移転を行う場合には、当該時点にお

いて行使されていない本新株予約権は

消滅し、これに代わる合併後存続する株

式会社又は合併により設立する株式会

社、吸収分割する株式会社がその事業に

関して有する権利義務の全部又は一部

を承継する株式会社、新設分割により設

立する株式会社、株式交換をする株式会

社の発行済株式の全部を取得する株式

会社、又は株式移転により設立する株式

会社（以下「株式会社」という。）によ

り発行される新株予約権を本新株予約

権者に交付することとする。この場合、

当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転に際し、当社と株式会社と

の間で締結される吸収・新設合併契約

（会社法第７４９条第１項四号イ及び

第７５３条第１項十号イ）、吸収分割契

約（会社法第７５８条五号イ）、新設分

割計画（会社法第７６３条十号イ）、株

式交換契約（会社法第７６８条第１項

四号イ）又は株式移転計画（会社法第

７７３条第１項九号イ）において株式

会社が交付する下記の新株予約権の内

容を定めるものとする。

a.新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。

b.新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転の条件等を勘案の上、合理的な
調整がなされた新株予約権の数及び付
与株式の数とする。
c.各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転の条件等を勘案の上、行使価額
につき合理的な調整がなされた額に、付
与株式数を乗じた額とする。
d.新株予約権の行使期間
上記新株予約権の行使期間に定める新
株予約権の行使期間の開始日と合併、吸
収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転の日のいずれか遅い日から、上記新株
予約権の行使期間に定める新株予約権
の行使期間の満了日までとするが、行使
期間は合理的な調整をすることができ
る。
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当第３四半期会計期間
（自　平成21年1月 1日
　至　平成21年3月31日）

e.その他の新株予約権の行使条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて
決定する。
f.新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡につき、株式会社

の取締役会の承認を要するものとす

る。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 65,115 1,405 － 66,52042,027 8,704 24,493

工具器具及び備品 109,97943,10528,892124,19270,82620,46753,365

有形固定資産計 175,09444,51028,892190,712112,85329,17277,859

無形固定資産        

ソフトウェア 1,000 200 － 1,200 256 240 943

その他 220 － － 220 － － 220

無形固定資産計 1,220 200 － 1,420 256 240 1,163

繰延資産        

新株発行費 11,336 － － 11,33611,336 3,778 －

繰延資産計 11,336 － － 11,33611,336 3,778 －

（注）　１．工具器具及び備品の当期増加額の主なものは、分析機器の取得であります。

２．工具器具及び備品の当期減少額の主なものは、分析機器の除却であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

流動資産

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

預金  

普通預金 366,663

定期預金 1,800,000

合計 2,166,663

 

②　貯蔵品

品名 金額（千円）

研究用貯蔵品 1,168

その他 7

合計 1,175

 

③　未収入金

相手先 金額（千円）

武田薬品工業㈱ 136,962

その他 5,602

合計 142,564
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（３）【その他】

最近の経営成績及び財政状態の概況

　平成21年８月５日開催の取締役会において承認された第10期事業年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日ま

で）の財務諸表は次のとおりであります。

　なお、この財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しておりますが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査は未了であり、監査報告書は受領してお

りません。
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①【財務諸表】
イ【貸借対照表】

（単位：千円）

第10期事業年度
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,933,580

貯蔵品 499

前渡金 133,936

前払費用 11,483

未収入金 137,824

その他 2,097

流動資産合計 2,219,420

固定資産

有形固定資産

建物 66,520

減価償却累計額 △49,545

建物（純額） 16,974

工具、器具及び備品 128,229

減価償却累計額 △101,987

工具、器具及び備品（純額） 26,242

有形固定資産合計 43,217

無形固定資産

ソフトウエア 7,955

その他 220

無形固定資産合計 8,175

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,217

投資その他の資産合計 5,217

固定資産合計 56,610

資産合計 2,276,031

負債の部

流動負債

未払金 94,751

未払法人税等 5,992

未払消費税等 10,059

預り金 2,888

前受収益 148,335

流動負債合計 262,026

負債合計 262,026
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（単位：千円）

第10期事業年度
(平成21年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,394,847

資本剰余金

資本準備金 2,381,697

資本剰余金合計 2,381,697

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,763,145

利益剰余金合計 △2,763,145

株主資本合計 2,013,399

新株予約権 604

純資産合計 2,014,004

負債純資産合計 2,276,031
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ロ【損益計算書】
（単位：千円）

第10期事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

事業収益 161,765

事業費用

研究開発費 ※1
 304,970

販売費及び一般管理費 ※2
 102,514

事業費用合計 407,484

営業損失（△） △245,719

営業外収益

受取利息 11,128

為替差益 12,770

その他 121

営業外収益合計 24,020

経常損失（△） △221,698

税引前当期純損失（△） △221,698

法人税、住民税及び事業税 977

当期純損失（△） △222,675
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ハ【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

第10期事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,394,847

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 2,394,847

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,381,697

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 2,381,697

資本剰余金合計

前期末残高 2,381,697

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 2,381,697

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,540,469

当期変動額

当期純損失（△） △222,675

当期変動額合計 △222,675

当期末残高 △2,763,145

利益剰余金合計

前期末残高 △2,540,469

当期変動額

当期純損失（△） △222,675

当期変動額合計 △222,675

当期末残高 △2,763,145

株主資本合計

前期末残高 2,236,075

当期変動額

当期純損失（△） △222,675

当期変動額合計 △222,675

当期末残高 2,013,399
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（単位：千円）

第10期事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

新株予約権

前期末残高 604

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 604

純資産合計

前期末残高 2,236,680

当期変動額

当期純損失（△） △222,675

当期変動額合計 △222,675

当期末残高 2,014,004
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ニ【キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

第10期事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △221,698

減価償却費 40,546

受取利息 △11,128

為替差損益（△は益） 2

その他 △39,045

小計 △231,323

利息の受取額 12,158

法人税等の支払額 △977

営業活動によるキャッシュ・フロー △220,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,800,000

定期預金の払戻による収入 3,200,000

有形固定資産の取得による支出 △4,037

無形固定資産の取得による支出 △8,880

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー 387,061

財務活動によるキャッシュ・フロー －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,916

現金及び現金同等物の期首残高 366,663

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 533,580
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【重要な会計方針】

項目
第10期事業年度

（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　最終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

 （会計方針の変更）

 　当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。これにより損益に与える影響は

ありません。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物（建物附属設備

を除く）については定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　２～５年

 (2）無形固定資産

 　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

３．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。
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【注記事項】

（損益計算書関係）

第10期事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

※１．研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

 

受取研究開発費 △383,520千円

委託研究費 164,702千円

試薬品費 28,069千円

研究用消耗品費 26,818千円

給与手当 76,084千円

支払報酬 297,523千円

減価償却費 38,490千円

　

※２．販売費に属する費用の割合は、15.6％、一般管理費

に属する費用の割合は、84.4％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

受取研究開発費 △69,315千円

役員報酬 68,700千円

給与手当 17,841千円

法定福利費 7,638千円

旅費交通費 7,614千円

公租公課 10,414千円

支払手数料 5,895千円

支払報酬 18,528千円

顧問料 17,595千円

減価償却費 2,056千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

１．発行済株式に関する事項

 
第９期事業年度末
株式数（株）

第10期事業年度増
加株式数（株）

第10期事業年度減
少株式数（株）

第10期事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 21,662 2,144,538 － 2,166,200

合計 21,662 2,144,538 － 2,166,200

　（注）　普通株式の発行済株式の増加2,144,538株は、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ったことによ

る増加であります。

 

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
第10期事業
年度末残高
（千円）

第９期事業
年度末

第10期事業
年度増加

第10期事業
年度減少

第10期事業
年度末

提出会社
新株引受権付社債の新株
引受権

普通株式 500 49,500 － 50,000 604

合計 － 500 49,500 － 50,000 604

　（注）１．上表の新株予約権等は権利行使可能なものであります。

２．第10期事業年度増加は、株式分割によるものであります。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第10期事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係
 
現金及び預金勘定 1,933,580千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,400,000千円

現金及び現金同等物 533,580千円
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（リース取引関係）

第10期事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料
 
１年内 619千円

１年超 361千円

合計 980千円
　

 

（有価証券関係）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

135/175



（デリバティブ取引関係）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

１．第10期事業年度における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 新株引受権
第１回新株予約権
（注２）

第１回新株予約権
（注２）

付与対象者の区分及び人数 取締役５名 社外コンサルタント１名 社外コンサルタント１名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　35,000株 普通株式　10,000株 普通株式　10,000株

付与日 平成13年１月12日 平成14年７月22日 平成14年11月27日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社の事前の承認を得た場

合は除く。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、期間満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成15年２月１日から平成

22年12月31日まで。

当社が株式を公開した日の

６ヶ月経過後から２年６ヶ

月

当社が株式を公開した日の

６ヶ月経過後から２年６ヶ

月

 

 第２回新株予約権 第３回新株予約権
第４回新株予約権
（注３）

付与対象者の区分及び人数 取締役１名、従業員２名 取締役４名 取締役１名、監査役３名、従

業員６名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　20,000株 普通株式　400,000株 普通株式　62,000株

付与日 平成14年11月27日 平成16年３月17日 平成18年４月28日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、定年退職等正当な

理由があるときはこの限り

ではない。

権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社取締役会において、本

新株予約権の継続所有を特

に認められた場合は、この

限りではない。

権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会にお

いて、本新株予約権の継続

所有を特に認められた場合

は、この限りではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成16年11月28日から平成

24年４月30日まで。

平成16年３月19日から平成

26年２月25日まで。

平成18年４月29日から平成

27年５月27日まで。
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第５回新株予約権
（注３）

第６回新株予約権
（注３）

付与対象者の区分及び人数 監査役１名、従業員２名 取締役１名、監査役３名、従

業員15名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　7,300株 普通株式　71,800株

付与日 平成19年10月19日 平成21年５月23日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会にお

いて、本新株予約権の継続

所有を特に認められた場合

は、この限りではない。

権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、当社取締役会にお

いて、本新株予約権の継続

所有を特に認められた場合

は、この限りではない。

対象勤務期間 － －

権利行使期間 平成19年10月20日から平成

29年９月11日まで。

平成23年５月23日から平成

31年５月23日まで。

　（注）１．平成21年６月１日付で行った、株式１株につき100株の株式分割後の株式数に換算して記載しております。

２．第１回新株予約権は、自社株式オプションであります。

３．第６回新株予約権のうち58,300株は、第４回新株予約権若しくは第５回新株予約権を有する株主に対してそれぞれ

同株数を付与したものであります。これら株主と当社との間で締結された新株予約権割当契約において、第６回新

株予約権に係る行使時の払込金額（行使価額）が決定された後に、第４回新株予約権若しくは第５回新株予約権、

又は第６回新株予約権の、いずれかを放棄する旨を定めております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　第10期事業年度（平成21年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前 （株）    

第９期事業年度末  － 200 －

付与  － － －

株式分割による増加  － 19,800 －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － 20,000 －

権利確定後 （株）    

第９期事業年度末  250 － 100

権利確定  － － －

株式分割による増加  24,750 － 9,900

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  25,000 － 10,000
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  第３回新株予約権
第４回新株予約権

（注）
第５回新株予約権

（注）

権利確定前 （株）    

第９期事業年度末  － － －

付与  － － －

株式分割による増加  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

第９期事業年度末  3,000 580 73

権利確定  － － －

株式分割による増加  297,000 57,420 5,247

権利行使  － － －

失効  － － 20

未行使残  300,000 58,000 5,300

 

  
第６回新株予約権

（注）

権利確定前 （株）  

第９期事業年度末  －

付与  718

株式分割による増加  71,082

失効  －

権利確定  －

未確定残  71,800

権利確定後 （株）  

第９期事業年度末  －

権利確定  －

株式分割による増加  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　（注）　第６回新株予約権のうち58,300株は、第４回新株予約権若しくは第５回新株予約権を有する株主に対してそれぞれ同株

数を付与したものであります。これら株主と当社との間で締結された新株予約権割当契約において、第６回新株予約

権に係る行使時の払込金額（行使価額）が決定された後に、第４回新株予約権若しくは第５回新株予約権、又は第６

回新株予約権の、いずれかを放棄する旨を定めております。このため、第４回新株予約権、第５回新株予約権及び第６

回新株予約権に係る潜在株式の総数135,100株のうち58,300株は、実際には行使されず放棄されます。
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 新株引受権
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格（円） 1,200 2,000 2,000 2,100 3,000 3,450

行使時平均株価（円） － － － － － －

付与日における公正な評
価単価（円）

－ － － － － －

 

 
第６回
新株予約権

権利行使価格（円）
公募価額と同額。但し、公募
価額が2,100円を下回った場
合、2,100円。

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評
価単価（円）

－

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　第10期事業年度において付与した第６回ストック・オプションについて、当社は未公開企業であるため、公正な評

価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。

①　１株当たり評価方法及び１株当たりの評価額

株式上場時の公募価額　　公募価額

②　新株予約権の行使価額

　公募価額と同額。但し、分割後公募価額が2,100円を下回った場合、2,100円。

　算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額あるいは同額未満であるため単位あたりの

本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の第10期事業年度末における本源的価値の合計額及

び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値

①　第10期事業年度末における本源的価値の合計額　　０円

②　第10期事業年度に権利行使されたストック・オプションはありません。
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（税効果会計関係）

第10期事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

繰越欠損金 884,450千円

その他 74,519千円

繰延税金資産小計 958,969千円

評価性引当額 △958,969千円

繰延税金資産合計 －千円

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の増減 13.3％

繰越欠損金の消滅 △53.2％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.4％

　

 

（持分法損益等）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

 

（関連当事者情報）

第10期事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連当

事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しておりま

す。この結果、開示対象となる取引はありません。
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（１株当たり情報）

第10期事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

 

１株当たり純資産額 929円46銭

１株当たり当期純損失金額 102円79銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　当社は、平成21年６月１日付で株式１株につき100株の

株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり

情報は以下のとおりとなります。

 

前事業年度

 

１株当たり純資産額 1,032円25銭

１株当たり当期純損失金額 57円87銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

　

　（注）　算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

１． １株当たり純資産額

項目
第10期事業年度

（平成21年６月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 2,014,004

普通株式に係る純資産額（千円） 2,013,399

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当

たり純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る事業年度末の純資産額との差額

（千円）

604

（うち新株予約権） （604）

普通株式の発行済株式数（株） 2,166,200

普通株式の自己株式数（株） －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（株）
2,166,200
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２． １株当たり当期純損失金額

項目
第10期事業年度

（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当期純損失（千円） 222,675

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純損失（千円） 222,675

期中平均株式数（株） 2,166,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19第１項の規定

に基づく新株引受権及び第１回分

離型無担保新株引受権付社債の新

株引受権並びに新株予約権６種類

（新株予約権の数4,471個）。

なお、旧商法第280条ノ19第１項の

規定に基づく新株引受権、第１回

分離型無担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予約権の概

要は「第４　提出会社の状況 1.株

式等の状況　(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
12月31日
６月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換 －

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都港区芝三丁目３３番１号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目３３番１号
中央三井信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料（注）１

公告掲載方法
電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
電子公告掲載URL：　http://www.canbas.co.jp/ir

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）１．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が株式会社東京証券取引所に上場された日から、「株式の売買の委託に係る

手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

２．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に

定めております。

・会社法189条第２項各号に掲げる権利

・会社法166条第１項の規定による請求をする権利

・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

143/175



第７【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第三部【特別情報】
 

第１【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】
 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規

則」という。)に基づいて作成しております。

 

なお、当社は連動子会社を有しておりませんので、連動子会社の財務諸表はありません。
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１【貸借対照表】

  
第５期

（平成16年6月30日）
第６期

（平成17年6月30日）
第７期

（平成18年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   953,552  538,039  2,389,054 

２．貯蔵品   3,473   2,941   2,095  

３．前渡金   139,601  7,190   30,460  

４．前払費用   2,902   5,639   6,231  

５．未収入金   4,002   135   11,471  

６．未収消費税等   －   6,672   －  

７．その他   287   932   200  

流動資産合計   1,103,82196.7  561,55196.0  2,439,51493.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（１）建物  27,320   27,320   65,115   

減価償却累計額  △13,47313,846  △17,923 9,396  △22,81542,300  

（２）工具器具及び備品  75,544   75,921   78,270   

減価償却累計額  △57,13718,406  △65,22710,693  △70,300 7,970  

有形固定資産合計   32,2522.8  20,0903.4  50,2701.9

２．無形固定資産           

（１）ソフトウェア   127   －   －  

（２）その他   220   220   220  

無形固定資産合計   347 0.0  220 0.1  220 0.0

３．投資その他の資産           

差入敷金保証金   2,875   2,875   5,448  

　長期性預金   －   －   100,000 

投資その他の資産
合計

  2,8750.3  2,8750.5  105,4484.1

固定資産合計   35,4763.1  23,1854.0  155,9386.0

Ⅲ　繰延資産           

新株発行費   1,824   －   7,557  

繰延資産合計   1,8240.2  － －  7,5570.3

資産合計   1,141,122100.0  584,736100.0  2,603,010100.0
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第５期

（平成16年6月30日）
第６期

（平成17年6月30日）
第７期

（平成18年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金   18,906   18,898   32,685  

２．未払法人税等   950   5,242   8,921  

３．預り金   760   569   873  

４．新株引受権   846   604   －  

流動負債合計   21,4621.9  25,3154.3  42,4791.6

負債合計   21,4621.9  25,3154.3  42,4791.6

（資本の部）           

Ⅰ　資本金 ※1  1,028,68590.1  1,028,685175.9  － －

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,015,535   1,015,535   －   

資本剰余金合計   1,015,53589.0  1,015,535173.7  － －

Ⅲ　利益剰余金           

当期未処理損失  924,560   1,484,798   －   

利益剰余金合計   △924,560△81.0  △1,484,798△253.9  － －

資本合計   1,119,65998.1  559,42195.7  － －

負債資本合計   1,141,122100.0  584,736100.0  － －

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  － －  2,283,58587.8

２．資本剰余金           

資本準備金  －   －   2,270,435   

資本剰余金合計   － －  － －  2,270,43587.2

３．利益剰余金           

その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   －   △1,994,093   

利益剰余金合計   － －  － －  △1,994,093△76.6

株主資本合計   － －  － －  2,559,92698.4

Ⅱ　新株引受権   － －  － －  604 0.0

純資産合計   － －  － －  2,560,53198.4

負債純資産合計   － －  － －  2,603,010100.0
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２【損益計算書】

  
第５期

（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　事業収益   26,666100.0  11,500100.0  － －

Ⅱ　事業費用           

１．研究開発費 ※1 249,540   504,683   395,110   

２．販売費及び一般管理費 ※2 64,624314,1641,178.167,485572,1694,975.4110,360505,471 －

営業損失   287,497△1,078.1  560,669△4,875.4  505,471 －

Ⅲ　営業外収益           

１．受取利息  1,164   1,308   660   

２．為替差益  －   1,342   3,141   

３．その他  90 1,254 4.7 339 2,991 26.0 68 3,869 －

Ⅳ　営業外費用           

１．創立費償却  102   －   －   

２．新株発行費償却  3,041   1,824   3,778   

３．為替差損  22,249   －   －   

４．その他  301 25,69496.4 25 1,850 16.1 － 3,778 －

経常損失   311,937△1,169.8  559,529△4,865.5  505,379 －

Ⅴ　特別利益           

新株引受権戻入益  60 60 0.3 241 241 2.1 － － －

Ⅵ　特別損失           

固定資産除却損 ※3 － － － － － － 2,4102,410 －

税引前当期純損失   311,877△1,169.5  559,287△4,863.4  507,790 －

法人税、住民税及び事業
税

  950 3.6  950 8.2  1,504 －

当期純損失   312,827△1,173.1  560,237△4,871.6  509,295 －

前期繰越損失   611,733   924,560   －  

当期未処理損失   924,560   1,484,798  －  
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３【損失処理計算書及び株主資本等変動計算書】

損失処理計算書

  
第５期

（株主総会承認日
平成16年9月29日）

第６期
（株主総会承認日
平成17年9月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失  924,560 1,484,798

Ⅱ　次期繰越損失  924,560 1,484,798

    

 

株主資本等変動計算書

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

 

株主資本

新株引受権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合　　計

繰越利益
剰余金

平成17年6月30日残高
（千円）

1,028,6851,015,5351,015,535△1,484,798△1,484,798559,421 604 560,026

事業年度中の変動額         

新株の発行 1,254,9001,254,9001,254,900   2,509,800  2,509,800

当期純損失    △509,295△509,295△509,295  △509,295

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,254,9001,254,9001,254,900△509,295△509,2952,000,504 － 2,000,504

平成18年6月30日残高
（千円）

2,283,5852,270,4352,270,435△1,994,093△1,994,0932,559,926604 2,560,531
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【重要な会計方針】

項目
第５期

（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

１．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

最終仕入原価法による原価

法

同左 同左

２．固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、建物

（建物附属設備を除く）に

ついては定額法）

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　 ３～31年

工具器具及び備品 

４～６年

 

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、建物（建

物附属設備を除く）につい

ては定額法）

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物　 　　３～15年

工具器具及び備品

２～６年

 

 (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間（３年）に基づ

く定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

－

３．繰延資産の処理方法 (1) 創立費

商法施行規則に規定する

最長期間（５年）にわたり

均等償却

(1) 創立費

－

(1) 創立費

－

 (2) 新株発行費

商法施行規則に規定する

最長期間（３年）にわたり

均等償却

 

(2) 新株発行費

同左

(2) 新株発行費

３年にわたり均等償却

４．リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

５．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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【会計方針の変更】

第５期
（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

－ －

 

(1)固定資産の減損に係る

会計基準

当事業年度より、固

定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平

成14年8月9日）)及び

「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適

用指針第6号　平成15年

10月31日）を適用して

おります。

なお、これによる損

益に与える影響はあり

ません。

  (2)貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計

基準

当事業年度より、

「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基

準第5号　平成17年12月

9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号　平

成17年12月9日）を適

用しております。

従来の資本の部の合

計に相当する金額は

2,559,926千円であり

ます。

なお、財務諸表等規

則の改正により、当事

業年度における貸借対

照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務

諸表等規則により作成

しております。
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【表示方法の変更】

第５期
（自　平成15年7月 1日

至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日

至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

－ (貸借対照表) (貸借対照表)

 未収消費税等は総資産の

100分の1を超えたため、当

事業年度において区分掲記

することにしました。前事

業年度は流動資産の「未収

入金」に3,674千円含まれ

ております。

前事業年度に別掲してお

りました未収消費税等は総

資産の100分の1以下となっ

たため、10,904千円を流動資

産の「未収入金」に含めて

表示しております。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

第５期
（平成16年6月30日）

第６期
（平成17年6月30日）

第７期
（平成18年6月30日）

※１. 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 29,600株

発行済株式総数　普通株式 12,651株

　２. 資本の欠損の額は924,560千円で

あります。

※１. 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 29,600株

発行済株式総数　普通株式 12,651株

　２. 資本の欠損の額は1,484,798千円

であります。

－

（損益計算書関係）

第５期
（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

※１． 研究開発費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

委託研究費　　 71,150千円

試薬品費　　　 30,215千円

給与手当　　　 35,686千円

研究用消耗品費 19,550千円

減価償却費 　　21,743千円

支払報酬 　　　20,298千円

顧問料 　　　　18,192千円

※１． 研究開発費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

委託研究費　　216,008千円

試薬品費　　　119,318千円

給与手当　　 　34,176千円

支払報酬　 　　54,840千円

減価償却費 　　12,511千円

※１． 研究開発費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

委託研究費　　150,860千円

試薬品費　　 　41,427千円

研究用消耗品費 21,294千円

給与手当　　　 26,654千円

支払報酬　　 　95,355千円

減価償却費　 　12,247千円

※２．　一般管理費に属する費用の割

合は、100％であります。

 

 

主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 　　　32,550千円

給与手当 　　　 7,300千円

法定福利費 　　 3,394千円

顧問料 　　　　 7,320千円

 

 

 

※２．　販売費に属する費用のおおよ

その割合は0.1％、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は、

99.9％であります。

主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬 　　　33,300千円

給与手当 　　　 6,930千円

旅費交通費 　　 4,798千円

公租公課　 　　 4,679千円

顧問料　　 　　 6,699千円

 

 

※２．　販売費に属する費用の割合は

5.7％、一般管理費に属する費

用の割合は、94.3％でありま

す。

主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

役員報酬　 　　41,560千円

給与手当　　 　10,742千円

旅費交通費　　　5,732千円

公租公課　　　 11,646千円

支払報酬　　　 10,626千円

顧問料　　　　　9,424千円
 

※３．　　　　　－ ※３．　　　　　－ ※３． 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

 

建物 1,296千円

工具器具及び備品 67千円

解体撤去費用 1,046千円

計 2,410千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

１．発行済株式に関する事項

 前事業年度末
株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式（注） 12,651 8,366 － 21,017

合計 12,651 8,366 － 21,017

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加8,366株は、平成17年11月30日を払込期日とする第三者割当増資及び平成18年2月8日を

払込期日とする第三者割当増資による増加であります。

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高
（千円）

前事業

年度末

当事業年

度増加

当事業年

度減少

当事業

年度末

提出
会社

新株引受権付社債の新株引受権 普通株式 500 － － 500 604

合　計 ― 500 － － 500 604

（注）上表の新株予約権等は権利行使可能なものであります。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

第５期
（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び
備品

34,76524,33510,429

合計 34,76524,33510,429

　

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び
備品

34,76531,2893,476

合計 34,76531,2893,476

　

 
当事業年度において開示の対象
となるリース契約は終了しており
ます。

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

 

１年内 7,341千円

１年超 3,780千円

合計 11,122千円

　

 

１年内 3,780千円

１年超 －千円

合計 3,780千円

　

 
当事業年度において開示の対象
となるリース契約は終了しており
ます。

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

 

支払リース料 7,648千円

減価償却費相当額 6,953千円

支払利息相当額 568千円

　

 

支払リース料 7,648千円

減価償却費相当額 6,953千円

支払利息相当額 307千円

　

 

支払リース料 3,824千円

減価償却費相当額 3,476千円

支払利息相当額 43千円

　

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

 

（有価証券関係）

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

該当事項はありません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

該当事項はありません。

 

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

該当事項はありません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

該当事項はありません。

 

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

該当事項はありません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

該当事項はありません。

 

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

 新株引受権 第1回新株予約権
（注２）

第1回新株予約権
（注２）

付与対象者の区分及び人数 取締役5名 社外コンサルタント１名 社外コンサルタント１名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　350株 普通株式　100株 普通株式　100株

付与日 平成13年1月12日 平成14年7月22日 平成14年11月27日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社の事前の承認を得た場

合は除く。

権利行使期間開始日に当社

社外コンサルタントである

こと。ただし、任期満了によ

る退任等正当な理由がある

場合はこの限りではない。

権利行使期間開始日に当

社社外コンサルタントで

あること。ただし、任期満

了による退任等正当な理

由がある場合はこの限り

ではない。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成15年2月1日から平成22

年12月31日まで。

当社が株式を公開した日の

6ヶ月経過後から2年6ヶ月

当社が株式を公開した日

の6ヶ月経過後から2年6ヶ

月

 

 第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 取締役1名、従業員2名 取締役4名 取締役1名、監査役3名、従

業員6名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注１）

普通株式　200株 普通株式　4,000株 普通株式　620株

付与日 平成14年11月27日 平成16年3月17日 平成18年4月28日

権利確定条件 権利行使期間開始日に当社

役員、従業員等であること。

ただし、定年退職等正当な

理由がある場合はこの限り

ではない。

権利行使期間開始日に当社

役員等であること。ただし、

当社取締役会において、本新

株予約権の継続所有を特に

認められた場合はこの限り

ではない。

権利行使期間開始日に当

社役員、従業員等であるこ

と。ただし、当社取締役会

において、本新株予約権の

継続所有を特に認められ

た場合はこの限りではな

い。

対象勤務期間 － － －

権利行使期間 平成16年11月28日から平成

24年4月30日まで。

平成16年3月19日から平成26

年2月25日まで。

平成18年4月29日から平成

27年5月27日まで。

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．第1回新株予約権は、自社株式オプションであります。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算

して記載しております。

①ストック・オプションの数

 新株引受権 第1回新株予約権 第2回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）    

前事業年度末 － 200 －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － 200 －

権利確定後　　　　　　　（株）    

前事業年度末 250 － 200

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － 100

未行使残 250 － 100

 

 第3回新株予約権 第4回新株予約権

権利確定前　　　　　　　（株）   

前事業年度末 － －

付与 － 620

失効 － －

権利確定 － 620

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　　（株）   

前事業年度末 3,000 －

権利確定 － 620

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 3,000 620

 

②単価情報

 新株引受権 第1回

新株予約権

第2回

新株予約権

第3回

新株予約権

第4回

新株予約権

権利行使価格（円） 120,000200,000200,000210,000300,000

行使時平均株価（円） － － － － －

 

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
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（税効果会計関係）

第５期
（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

１． 繰延税金資産の発生の主な原

因別の内訳

１． 繰延税金資産の発生の主な原

因別の内訳

１．　繰延税金資産の発生の主な原

因別の内訳

 

 （千円）

繰越欠損金 359,375

その他 3,519

繰延税金資産小計 362,895

評価性引当額 △362,895

繰延税金資産合計 －

　

 

 （千円）

繰越欠損金 583,641

その他 3,269

繰延税金資産小計 586,910

評価性引当額 △586,910

繰延税金資産合計 －

　

 

 （千円）

繰越欠損金 782,024

その他 6,630

繰延税金資産小計 788,654

評価性引当額 △788,654

繰延税金資産合計 －

　

２． 法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の

内訳

２． 法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の

内訳

２．　法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の

内訳

 

法定実効税率 41.1％

（調整）  

評価性引当額の増減 △39.6％

その他 △1.8％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

△0.3％

　

 

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の増減 △40.1％

その他 0.2％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

△0.2％

　

 

法定実効税率 39.7％

（調整）  

評価性引当額の増減 △39.7％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

△0.3％

　

 

（持分法損益等）

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

該当事項はありません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

該当事項はありません。

 

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

有価証券届出書（新規公開時）

159/175



【関連当事者との取引】

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

役員

矢部　隆 － － 当社取締役

会長

㈱マキヤ

代表取締役

社長

被所有

直接

5.1％

－ － ㈱マキヤか

らの建物の

賃借(注１)

5,168差入

敷金保

証金

2,153

中村栄作 － － 当社取締役

㈱ベレブノ

代表取締役

－ － － ㈱ベレブノ

への開発・

調査業務

委託(注２)

3,638－ －

（注）１．矢部隆が第三者（㈱マキヤ）の代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢

等の変動により双方協議の上、改定することとなっております。

２．中村栄作が第三者（㈱ベレブノ）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。

３．上記の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

役員

矢部　隆 － － 当社取締役

㈱マキヤ

代表取締役

会長

被所有

直接

5.1％

－ － ㈱マキヤか

らの建物の

賃借(注１)

5,168差入

敷金保

証金

2,153

中村栄作 － － 当社取締役

㈱ベレブノ

代表取締役

－ － － ㈱ベレブノ

への開発・

調査業務

委託(注２)

3,766－ －

（注）１．矢部隆が第三者（㈱マキヤ）の代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢

等の変動により双方協議の上、改定することとなっております。

２．中村栄作が第三者（㈱ベレブノ）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。

３．上記の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
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第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上の

関係

役員

矢部　隆 － － 当社取締役

㈱マキヤ

代表取締役

会長

被所有

直接

3.1％

－ － ㈱マキヤか

らの土地・

建物の賃借

(注１)

7,972差入

敷金保

証金

3,830

中村栄作 － － 当社取締役

㈱ベレブノ

代表取締役

－ － － ㈱ベレブノ

への開発・

調査業務

委託(注２)

2,700－ －

（注）１．矢部隆が第三者（㈱マキヤ）の代表者として行った取引であり、賃借料は一般的取引条件に基づいており、経済情勢

等の変動により双方協議の上、改定することとなっております。

２．中村栄作が第三者（㈱ベレブノ）の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。な

お、中村栄作は平成18年3月14日付で当社取締役を辞任し、㈱ベレブノとの業務委託契約は平成18年3月31日で終了し

ました。

３．上記の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

第５期
（自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日）

第６期
（自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日）

第７期
（自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日）

 

１株当たり
純資産額

88,503円60銭

１株当たり
当期純損失金額

24,727円49銭

　

 

１株当たり
純資産額

44,219円55銭

１株当たり
当期純損失金額

44,284円04銭

　

 

１株当たり
純資産額

121,802円66銭

１株当たり
当期純損失金額

29,207円72銭

　
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

項目
第５期

(平成16年6月30日)
第６期

(平成17年6月30日)
第７期

(平成18年6月30日)

貸借対照表の純資産の部の合

計額（千円）
－ － 2,560,531

普通株式に係る純資産額

（千円）
－ － 2,559,926

貸借対照表の純資産の部の合

計額と１株当たり純資産額の

算定に用いられた普通株式に

係る事業年度末の純資産額と

の差額

－ － 604

（うち新株引受権） － － （604）

普通株式の発行済株式数

（株）
－ － 21,017

普通株式の自己株式数（株） － － －

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

（株）

－ － 21,017
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２．１株当たり当期純損失金額

項目
第５期

(自　平成15年7月 1日
至　平成16年6月30日)

第６期
(自　平成16年7月 1日
至　平成17年6月30日)

第７期
(自　平成17年7月 1日
至　平成18年6月30日)

当期純損失（千円） 312,827 560,237 509,295

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る当期純損失

（千円）
312,827 560,237 509,295

期中平均株式数（株） 12,651 12,651 17,437

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新株引

受権及び第１回分離型無

担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予

約権３種類（新株予約権

の数4,220個）。

なお、旧商法第280条ノ

19第１項の規定に基づく

新株引受権、第１回分離型

無担保新株引受権付社債

の新株引受権並びに新株

予約権の概要は「第４　提

出会社の状況　1.株式等の

状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。

旧商法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新株引

受権及び第１回分離型無

担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予

約権３種類（新株予約権

の数3,220個）。

なお、旧商法第280条ノ

19第１項の規定に基づく

新株引受権、第１回分離型

無担保新株引受権付社債

の新株引受権並びに新株

予約権の概要は「第４　提

出会社の状況　1.株式等の

状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。

旧商法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新株引

受権及び第１回分離型無

担保新株引受権付社債の

新株引受権並びに新株予

約権４種類（新株予約権

の数3,740個）。

なお、旧商法第280条ノ

19第１項の規定に基づく

新株引受権、第１回分離型

無担保新株引受権付社債

の新株引受権並びに新株

予約権の概要は「第４　提

出会社の状況　1.株式等の

状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりで

あります。
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（重要な後発事象）

第５期（自　平成15年7月1日　至　平成16年6月30日）

該当事項はありません。

 

第６期（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）

該当事項はありません。

 

第７期（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】
 

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
 

該当事項はありません。
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第２【第三者割当等の概況】
 

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 株式 第5回新株予約権 第6回新株予約権

発行年月日 平成19年4月16日 平成19年10月19日 平成21年５月23日

種類 普通株式
新株予約権の付与

（ストック・オプション）
新株予約権の付与

（ストック・オプション）

発行数 645株 普通株式　73株 普通株式　718株

発行価格 345,000円（注）３ 345,000円（注）３

公募価額と同額。但し、公
募価額が210,000円を下
回った場合、210,000円。
 

資本組入額 172,500円 172,500円
資本金等増加限度額の２
分の１

発行価額の総額 222,525,000円 25,185,000円 ―

資本組入額の総額 111,262,500円 12,592,500円 ―

発行方法 第三者割当

平成19年9月11日開催の定
時株主総会において、会社
法第236条、同第238条及び
同第239条の規定による新
株予約権の付与（ストッ
クオプション）に関する
決議を行っております。

平成21年5月22日開催の定時
株主総会において、会社法第
236条、同第238条及び同第
239条の規定による新株予約
権の付与（ストックオプ
ション）に関する決議を
行っております。

保有期間等に関する
確約

－ （注）２ （注）２

 

（注）１　第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりでありま

す。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、上場申請日の直前事

業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合に

は、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの

当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必

要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされ

ております。

(2）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末

日から起算して１年前より後において、従業員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合

には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当を受けた新

株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る紹介時の同取引所への報告その他同取引所が

必要と定める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとさ

れております。

(3）当社が、前２項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取

消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、上場申請日の直前事業年度の末日は平成20年６月30日であります。

２　当社は割当を受けた当社の役員及び従業員との間で、割当を受けた新株予約権を原則として新株予約権の取得日か

ら上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで継続的に所有する旨の確約を行っておりま

す。
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３　株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、当社の事業計画に基づき、ディスカウント・キャッシュ・

フロー方式等により算出した価格に基づき決定しております。

４　新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりでありま

す。

項　　目 第5回新株予約権 第6回新株予約権

行使時の払込

金額

１株につき345,000円 公募価額と同額。但し、公募価額が
210,000円を下回った場合、210,000
円。

行使請求期間
平成19年10月20日から

平成29年9月11日まで

平成23年5月23日から
平成31年5月23日まで

行使の条件 (1) 新株予約権者が、下記①②のいずれの地
位にも該当しなくなった場合、本新株予
約権を行使できない。ただし、当社取締
役会において、特に認めた場合は、この
限りではない。

①当社及び当社子会社（将来の子会社を
含むものとする。）の役員（取締役、監
査役を含む）または従業員たる地位。

②当社の取締役会において社外協力者
（取引先、業務提携先、顧問、アドバイ
ザー、コンサルタント等当社または当社
子会社との間で協力関係にある者）と
して認定された地位。

(2) 新株予約権者が、当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契
約」に違反した場合は、本新株予約権を
行使できない。

(1) 新株予約権者が下記①②のいずれ
の地位にも該当しなくなった場
合、本新株予約権を行使できない。
ただし、当社取締役会において、特
に認めた場合は、この限りではな
い。

①当社及び当社子会社（将来の子会
社を含むものとする。）の役員
（取締役、監査役を含む）または
従業員たる地位。

②当社の取締役会において社外協力
者（取引先、業務提携先、顧問、ア
ドバイザー、コンサルタント等当
社または当社子会社との間で協力
関係にある者）として認定された
地位。

(2) 新株予約権者が、平成17年5月27日
臨時株主総会決議若しくは平成19
年９月11日定時株主総会決議に基
づく当社発行の新株予約権の保有
者である場合、当該新株予約権の権
利を保有したままで本新株予約権
を行使することはできないものと
する。ただし、当社株式の上場日よ
り１カ月経過した日若しくは行使
期間の始期前日のいずれか早い日
までに、保有する当該新株予約権の
全部を権利放棄した場合を除く。

(3) 新株予約権者が、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に違反した場合は、本新
株予約権を行使できない。

新株予約権の

譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会

の承認を要する。

新株予約権を譲渡するには、会社の取締

役会の承認を要する。

５　平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行ってお

りますが、上記株数は分割前の株数で記載しております。
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２【取得者の概況】

株式 　平成19年４月16日発行株式第三者割当

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当
株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

武田薬品工業株式会社
代表取締役 長谷川 閑史
資本金　63,541百万円

大阪市中央区道修町四
丁目1番1号

医薬品製造
業

645
222,525,000
(345,000)

特別利害関係者等
（大株主上位10
名）

（注）平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行っております

が、上記株数は分割前の株数で記載しております。

 

第５回新株予約権

（平成19年9月11日定時株主総会）

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当
株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会
社との関係

古田利雄 東京都練馬区 弁護士 33
11,385,000
(345,000)

特別利害関係者等
（当社監査役）

榊原圭一 静岡県沼津市 会社員 20
6,900,000
(345,000)

当社従業員

（注）１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行っており

ますが、上記株数は分割前の株数で記載しております。

２．新株予約権における権利を喪失した者に関する記載は省略しております。

第６回新株予約権

（平成21年5月22日臨時株主総会）

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当
株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会
社との関係

加登住眞 東京都世田谷区 会社役員 200 (注)２
特別利害関係者等
（当社取締役）

松﨑恭子 東京都豊島区 会社役員 100 (注)２
特別利害関係者等
（当社監査役）

白川彰朗 東京都江東区 会社役員 50 (注)２
特別利害関係者等
（当社監査役）

古田利雄 東京都練馬区 弁護士 33 (注)２
特別利害関係者等
（当社監査役）

佐藤卓治 静岡県沼津市 会社員 40 (注)２ 当社従業員

鎌田智子 静岡県沼津市 会社員 40 (注)２ 当社従業員

山本清香 静岡県沼津市 会社員 40 (注)２ 当社従業員

松下充寿 静岡県沼津市 会社員 30 (注)２ 当社従業員

長谷川容子 静岡県沼津市 会社員 30 (注)２ 当社従業員

榊原圭一 静岡県沼津市 会社員 20 (注)２ 当社従業員
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取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当
株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会
社との関係

黒川寛子 静岡県三島市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

銀原好将 静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

斎藤直也 静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

鈴木敦史 静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

森　喜洋 静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

須田知賀子 静岡県田方郡函南町 会社員 15 (注)２ 当社従業員

坂本一良 東京都世田谷区 会社員 15 (注)２ 当社従業員

Jonathan M.Friedman静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

大石貴之 静岡県沼津市 会社員 15 (注)２ 当社従業員

（注）１．平成21年5月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の分割を行っており

ますが、上記株数は分割前の株数で記載しております。

２．公募価額と同額。但し、公募価額が210,000円を下回った場合、210,000円。

 

３【取得者の株式等の移動状況】

 

　該当事項はありません。
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第３【株主の状況】
 

氏名又は名称 住　　　所 所有株式数（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合

（％）

菅沼正司　（注）１、３ 愛知県豊田市
182,500
(132,500) 

6.74
(4.90) 

矢部　隆　（注）１、４ 静岡県沼津市
170,000
(105,000) 

6.28
(3.88) 

ライフサイエンス投資事業組合
（注）１

名古屋市中区丸の内3-5-10 146,000 5.39 

河邊拓己　（注）２ 静岡県沼津市
132,500
(132,500)

4.90
(4.90)

株式会社マキヤ　（注）１ 静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709-1 125,000 4.62 

MVCグローバルジャパンファンド
Ⅲ投資事業組合（注）１

東京都千代田区大手町1-8-1 83,300 3.08 

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社
（注）１

東京都中央区京橋2-14-1 67,500 2.49 

投資事業組合「ＮＩＦニューテク
ノロジーファンド2000/2号」
（注）１

東京都千代田区九段北1-8-10 64,900 2.40 

武田薬品工業株式会社（注）１ 大阪市中央区道修町4-1-1 64,500 2.38

大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社
（注）１

東京都千代田区九段北1-8-10 59,600 2.20 

投資事業有限責任組合エヌアイエ
フグローバルファンド（注）１

東京都千代田区九段北1-8-10 56,300 2.08 

河邊なおみ　（注）１、６ 静岡県沼津市 50,000 1.85 

ライフサイエンス２号投資事業有
限責任組合　（注）１

東京都千代田区神田錦町3-19 50,000 1.85

株式会社マキリ 静岡県沼津市本字千本1910-171 45,000 1.66 

三井ベンチャーズ・グローバル・
ファンド投資事業組合

東京都千代田区大手町1-8-1 45,000 1.66 

小林栄孝 静岡県沼津市 40,000 1.48 

野村リサーチ・アンド・アドバイ
ザリー株式会社

東京都千代田区大手町2-2-2 40,000 1.48 

加登住眞　（注）４、10 東京都世田谷区
40,000
(40,000)

1.48
(1.48)

丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2 36,500 1.35 

あおぞらインベストメント一号投
資事業有限責任組合

東京都千代田区九段南1-3-1 34,000 1.26 

アント・リード１号投資事業有限
責任組合

東京都千代田区丸の内1-2-1 33,000 1.22 

日興コーディアル証券投資事業組
合

東京都千代田区丸の内1-2-1 33,000 1.22 

三井住友海上Cキャンパス２号投
資事業有限責任組合

東京都中央区八重洲2-2-10 33,000 1.22 

投資事業組合オリックス９号 東京都港区浜松町2-4-1 33,000 1.22 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-9-1 33,000 1.22 

ホワイトスノー第二号投資事業有
限責任組合

札幌市北区北7条西2丁目20 30,400 1.12 

みずほキャピタル株式会社 東京都千代田区内幸町1-2-1 30,100 1.11 

Marubeni America Corporation
450 Lexington Avenue, New York,
NY 10017 USA

30,000 1.11 

あおぞらインベストメント二号投
資事業有限責任組合

東京都千代田区九段南1-3-1 26,600 0.98 

ニッセイ・キャピタル２号投資事
業組合

東京都千代田区有楽町1-10-1 25,000 0.92 
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氏名又は名称 住　　　所 所有株式数（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合

（％）

日本ジャンボー株式会社 静岡県熱海市泉山下27-1 25,000 0.92 

ＳＭＢＣ神戸バイオ・メディカル
2号投資事業有限責任組合

東京都千代田区九段北1-8-10 25,000 0.92 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 25,000 0.92 

三井住友海上C2号投資事業有限責
任組合

東京都中央区八重洲2-2-10 24,000 0.89 

ジェイ・エス・ピー・エフ2号投
資事業有限責任組合

東京都千代田区永田町2-13-5 23,800 0.88 

野村アール・アンド・エー第二号
投資事業有限責任組合

東京都千代田区大手町2-2-2 23,800 0.88 

新規事業投資株式会社 東京都千代田区大手町2-6-2 23,800 0.88 

ティ・エイチ・シー・ミレニアム
投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋本町4-8-16 23,000 0.85 

ＮＶＣＣ2号投資事業組合 東京都港区赤坂7-1-16 20,000 0.74 

静岡キャピタル4号投資事業有限
責任組合

静岡市清水区草薙北1-10 20,000 0.74 

投資事業組合オリックス８号 東京都港区浜松町2-4-1 20,000 0.74 

りそなキャピタル株式会社 東京都中央区京橋1-5-8 20,000 0.74 

松﨑恭子　（注）５、10 東京都豊島区
20,000
(20,000)

0.74
(0.74)

投資事業組合「ＮＩＦ21-ONE(1
号)」

東京都千代田区九段北1-8-10 17,800 0.66 

エムエイチシーシー第三号投資事
業有限責任組合

東京都千代田区内幸町1-2-1 16,700 0.62 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 16,500 0.61 

アイ・シグマ東京ベンチャー１号
　投資事業有限責任組合

東京都千代田区神田錦町3-23 16,500 0.61 

株式会社ドリームインキュベータ 東京都目黒区上目黒2-1-1 16,500 0.61 

三井住友海上C1号投資事業有限責
任組合

東京都中央区八重洲2-2-10 15,000 0.55 

神戸バイオ・メディカル投資事業
有限責任組合

東京都千代田区九段北1-8-10 15,000 0.55 

ジャフコ産学共創投資事業有限責
任組合

東京都千代田区丸の内1-8-2 15,000 0.55 

明治キャピタル７号投資事業組合 東京都千代田区丸の内2-1-1 15,000 0.55 

ＤＳＣ－３号投資事業組合 東京都中央区日本橋1-12-8 15,000 0.55 

その他　61名（注）11 －
414,200
(110,100)

15.31
(4.07)

計 －
2,706,300
(540,100)

100.00
(19.96)

　（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）

３．特別利害関係者等（当社取締役副社長）

４．特別利害関係者等（当社取締役）

５．特別利害関係者等（当社監査役）

６．特別利害関係者等（当社代表取締役社長の配偶者）

７．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

８．（　）内は、新株引受権及び新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

９．今後、当社の取締役又は従業員でなくなったこと等により権利を喪失し、表中の潜在株式保有者及び潜在株式が変

更する可能性があります。
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10. 当該株主の保有する新株予約権の半数は行使時の払込金額（行使価額）が未定であるところ、これが決定された後

に残り半数の新株予約権との選択を行う旨を、当社と株主の間で締結された新株予約権割当契約に定めておりま

す。このため、当該株主の保有する新株予約権の半数は、実際には行使されず、放棄されます。

11. 潜在株式数110,100株のうち56,600株に係る新株予約権の半数は行使価額が未定であるところ、これが決定された

後に残り半数の新株予約権との選択を行う旨を、当社と各株主の間で締結された新株予約権割当契約に定めており

ます。このため、56,600株の半数にあたる28,300株は実際には行使されず、放棄されます。
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 独立監査人の監査報告書 
   

 

 

 平成21年７月30日

株式会社　キャンバス  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長岡　弘樹　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 浅野　裕史　　印

 

 

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社キャンバスの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

キャンバスの平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 
   

 

 

 平成21年７月30日

株式会社　キャンバス  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長岡　弘樹　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 浅野　裕史　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社キャンバスの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

キャンバスの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取締役会において株式分割による新株式の発行を決議している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 
   

 

 

 平成21年７月30日

株式会社　キャンバス  

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長岡　弘樹　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 浅野　裕史　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャン

バスの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第10期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年１月１日から

平成21年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの平成21年３月31日現在の財政状態、同日をもって終

了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、取締役会において株式分割による新株式の発行を決議している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出

書提出会社）が別途保管しております。
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